
12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120010

地方公共団
体発注公共
事業入札時
に民間参画
方式PU（ピッ
クアップ）方
式

E

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
は、提案されている「民間参画方式ＰＵ（ピックアップ）方式」
の地方公共団体での採用の可否について規定する法律で
はない。

1025 1025010

有限会社
アーバン・
デザイン中
川設計室

地方公共団体の慣
例的建築物発注形
態に対する是正提
案

地方公共団体発注公共
事業入札時に民間参画
方式PU（ピックアップ）方
式

民間参画時の地方自治体との契約における、地方
自治法第167条2項の随意契約における明確な認
可特例及び慣例的入札形態に対する国土交通省
のPU方式実施時の認可。

地方公共団体建築物入札において、元請経費上
限値確定以外の直工事費分予算に対し、直工企
業保護、地元企業優先等を目的とした入札形態及
び、チェック方式を用い入札、発注、下請企業決定
まで地方公共団体と協力して実施する。

総務省
国土交通
省

国土交通省 120020
一般公共海
岸区域の占
用

海岸法第37条
の4

海岸管理者以外の者が
一般公共海岸区域（水
面を除く。）内において、
施設又は工作物を設け
当該一般公共海岸区域
を占用しようとするとき
は、海岸管理者の許可
を受けなければならな
い。

E

一般公共海岸区域を包含する概念である「公共海岸」とは、
「国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている
海岸の土地」と定義され、また、海岸法の目的に掲げる「公
衆の海岸の適正な利用」とは、国民共有の財産である海岸
空間を人々の快適な利用に供することを意味しており、一般
公共海岸区域についての特定の者に占用を認めるに際して
は、地域における一般公衆の海岸利用との調整が図られな
ければならない。このため、一般公共海岸区域の占用につ
いては、海岸管理者である地方公共団体が自治事務とし
て、その許可・不許可を判断することとなっている。

1095 1095040 民間企業
馬毛島飛行場特区
構想

一般公共海岸区域の占
用について

大規模施設（港湾施設）の海岸区域占用 港湾の建設
国土交通
省

国土交通省 120030
協議による
水利権の調
整

河川法第２３条

　河川の流水を占用し
ようとする者は、必要な
図書を添付した申請書
を提出の上、河川管理
者の許可を受けなけれ
ばならない。

Dｰ1，
E

1028 1028010 勝又　國佳 芦ノ湖「水特区」
協議による水利権の調
整

河川管理者と判例による水利権者が協議により水
利権調整を可能にする

　河川法23条により河川の流水占用に関する権限
は河川管理者が有することとなっているが、芦ノ湖
に関しては過去の経緯から静岡県裾野市が水利
権を有している。
　この水利権に関し、河川管理者と水利権者の協
議により水利権調整が図れるようにする。

国土交通
省

国土交通省 120040
琵琶湖から
の取水許可

河川法第２３条

　河川の流水を占用し
ようとする者は、必要な
図書を添付した申請書
を提出の上、河川管理
者の許可を受けなけれ
ばならない。

Dｰ1 1186 1186010
関西日本
電気株式
会社

琵琶湖からの取水
許可もしくは譲渡物
件保有水利権の地
位承継

琵琶湖からの取水許可

当社では現在、工業用水の大部分を上水道に依
存し、半導体生産を行っているが、水資源の有効
活用の観点から水利権取得の合理化を図り、琵琶
湖から直接取水することにより、生産の効率化を
図る。

関西日本電気工業用水
国土交通
省

　新たに水利使用を行おうとするときは、河川管理者による
審査を経た上で、その審査基準に照らして適正であれば、
許可を受けることが可能です。すなわち、水利使用の目的
及び事業内容が公共の福祉の増進に資するものであるこ
と、実行の確実性が確保されていること、河川の流況等に
照らし流水の正常な機能の維持等に支障を与えることなく
安定的に取水を行えること、治水上その他の公益上の支障
を生じるおそれがないことについて河川管理者が審査し、適
正であれば許可がなされることとなります。芦の湖は二級河
川早川水系の一部であり、具体的な水利使用の事業計画
があるのであれば、同湖の河川管理者である神奈川県知事
が許可権者となりますので、関係事務所にご相談ください。

  なおご参考までに、①芦の湖の水利使用の許可権者は静
岡県知事ではなく、河川管理者である神奈川県知事であ
り、②深良用水の水利使用者は静岡県知事ではなく、慣行
水利権者としての静岡県芦湖水利組合であり、③芦の湖を
管理する者は芦湖水利組合ではなく、河川管理者である神
奈川県知事であり、④逆川水門（湖尻水門）の管理者は静
岡県芦湖水利組合ではなく、河川管理者である神奈川県知
事が芦の湖の水位確保及び洪水防止の目的で河川管理施
設として管理しています。

　既に許可を受けている水利使用を増量変更しようとすると
きは、河川管理者による審査を経たうえでその審査基準に
照らして適正であれば、許可を受けることが可能です。　す
なわち、増量に係る水利使用の目的及び事業内容が公共
の福祉の増進に資するものであること、実行の確実性が確
保されていること、河川の流況等に照らし流水の正常な機
能の維持等に支障を与えることなく安定的に取水を行えるこ
と、治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこ
とについて河川管理者が審査し、適正であれば許可がなさ
れることとなります。　この際、既に許可を受けている水利使
用の施設を改築せずに取水が可能であるときは、施設構造
等についての審査を省略することができます。（河川法施行
規則第４０条第４項）　琵琶湖は一級河川淀川水系の指定
区間であるため、工業用水としての水利使用の取水量が１
日につき最大2,500立方メートル以上であれば国土交通大
臣又はその権限の委任を受けた近畿地方整備局長が、そ
れ未満の場合は滋賀県知事が河川管理者として行政処分
を行うこととなります。具体的な許可の可否等については担
当事務所に御相談ください。
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担当省庁
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措置
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措置
の内
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構想
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ジェク
ト)管
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提案事項
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名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120050
水利権の地
位承継の緩
和

河川法第２３
条、第３４条

Ｃ 1186 1186020
関西日本
電気株式
会社

琵琶湖からの取水
許可もしくは譲渡物
件保有水利権の地
位承継

当社が譲渡を受けた会
社が所有していた水利
権の地位承継

当社では現在、工業用水の大部分を上水道に依
存し、半導体生産を行っているが、水資源の有効
活用の観点から水利権取得の合理化を図り、琵琶
湖から直接取水することにより、生産の効率化を
図る。

関西日本電気工業用水
国土交通
省

国土交通省 120060

河川基本計
画策定中に
おける水利
権許可

河川法第２３条

　河川の流水を占用し
ようとする者は、必要な
図書を添付した申請書
を提出の上、河川管理
者の許可を受けなけれ
ばならない。

Dｰ1，
E

　滋賀県によると「現在河川基本計画を策定中であるため
水利権許可はできない」とあるのは「水資源開発基本計画
の見直しや河川整備計画策定の作業中である現時点で
は、県全体の水需給が確定できず、水源手当の判断ができ
ない。」との趣旨であるとのことです。　一般に、水資源開発
基本計画の改定や河川整備計画策定の作業中であること
のみをもって、水利使用の許可を受けることができないこと
はありません。河川管理者としては河川の流況等に照らし
流水の正常な機能の維持等に支障を与えることなく安定的
に取水を行えること等の審査基準に照らして適正であるか
どうかを判断する必要があり、水利使用を廃止したかつての
水利使用者が水利使用を行っていた事実のみをもって必ず
しもそのまま水源が確保されていると判断することはできな
いものです。

1186 1186030
関西日本
電気株式
会社

琵琶湖からの取水
許可もしくは譲渡物
件保有水利権の地
位承継

河川基本計画策定中に
おいても水利権許可を
可能とする

当社では現在、工業用水の大部分を上水道に依
存し、半導体生産を行っているが、水資源の有効
活用の観点から水利権取得の合理化を図り、琵琶
湖から直接取水することにより、生産の効率化を
図る。

関西日本電気工業用水
国土交通
省

国土交通省 120070

取水量と排
水量の差を
水利権許可
の対象とす
る

河川法第２３条

　河川の流水を占用し
ようとする者は、必要な
図書を添付した申請書
を提出の上、河川管理
者の許可を受けなけれ
ばならない。

Ｃ 1186 1186040
関西日本
電気株式
会社

琵琶湖からの取水
許可もしくは譲渡物
件保有水利権の地
位承継

5,000m3を取水し、工業
用水として利用した後、
その大部分を放水する
場合、取水量と放水量
の差し引き分を水利権
の対象とする。

当社では現在、工業用水の大部分を上水道に依
存し、半導体生産を行っているが、水資源の有効
活用の観点から水利権取得の合理化を図り、琵琶
湖から直接取水することにより、生産の効率化を
図る。

関西日本電気工業用水
国土交通
省

　既に許可を受けている水利使用の増量変更をしようとする
場合において、河川のある地点より河川水を取水し、地下
水、他の上水道等とともに工業用水として使用した後、取水
地点とほぼ同一地点に排水するときでも、水利使用の許可
の内容はその取水地点の取水量です。  水利使用の権利
は、特定の目的のために、河川の流水を排他的、継続的に
使用するものであり、物権性を有し、物権的請求権を行使し
うるものです。したがって、他の水利使用、河川敷地の利
用、漁業等の河川使用との関係から、その権利性を明確に
しておく必要があります。　さらに、河川の流水は公共の資
産であり、河川の適正な利用の観点から、水利使用は河川
管理者の判断により目的が公共・公益性を有するものに
限って許可され、その許可水量は目的に応じた必要最小限
度の量しか与えられていません。仮に「取水量と放水量の
差し引き分を水利権」とした場合は、河川管理者がその水利
使用の公共・公益性はもとより、必要水量から算出されるべ
き適切な許可水量であるかどうかを判断することができず、
例えば、取水から放水までの時間差が生じるときや、排水
の水質・水温によって河川水に変化が生じるときなどには、
他の水利使用や河川環境等に支障を及ぼすおそれがあり
ます。

　河川の流水を占用し
ようとする者は、必要な
図書を添付した申請書
を提出の上、河川管理
者の許可を受けなけれ
ばならない。河川の流
水を占用する権利は、
河川管理者の承認を受
けて、譲渡することがで
きる。

　水利使用の権利の譲渡を受けようとするときは、河川管理
者による審査を経たうえでその審査基準に照らして適正で
あれば、承認を受けることが可能です。　すなわち、譲渡の
前後において水利使用の許可に基づく権利の同一性が確
保されていること、及び水利使用に係る事業の実施の確実
性が確保されていることについて、河川管理者が審査し、適
正であれば承認がなされることとなります。　都築紡績㈱を
水利使用者とする工業用水の水利使用は、少なくとも関西
日本電気㈱が同社工場用地等を買収した平成９年４月時点
においては、工業用水として琵琶湖より取水しておらず、い
わゆる遊休水利権となっていたものです。係る事実をもと
に、平成１２年５月に都築紡績㈱は河川法第３１条第１項の
規定に基づく用途廃止届けを河川管理者である近畿地方建
設局長に提出し、その水利使用を自ら廃止しています。一
方、関西日本電気㈱は河川管理者である滋賀県知事に対
し都築紡績㈱が有していた取水施設の使用に係る権原を取
得したうえで、都築紡績㈱の有していた水利使用とは別の
新たな水利使用の許可申請を行い、平成１２年１０月に許可
を得て水利使用を実行しています。既に遊休化していた水
利使用は、権利として認められず、権利譲渡の対象とならな
かったものです。
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規制の特例
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制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120080

法定河川に
蓋かけ等を
し、駐車場等
の設置を可
能とするため
の河川占用・
河川工作物
設置基準の
緩和

工作物設置許可基準に
ついて（平成６年９月２２
日建河治発第７２号建
設省河川局治水課通
達）中第１章総則におい
て、河川法第２６条第１
項に基づく工作物の新
築、改築、又は除却の
許可に際して、工作物
の設置位置等について
河川管理上必要とされ
る一般的基準を規定し
ています。

C 1119 1119010 北田卓志 （株）大田駐車場

河川法並びに河川敷地
許可準則に特例を設
け、２級河川の一部に
蓋がけをし、第三セク
ター方式で、駐車場、駐
輪場を作れる特例の提
案

規制を撤廃する提案である。河川法２４条２６条、
河川敷地許可準則第２章第６、第７一項三号及び
五号では現在河川の利用につき民間では参入で
きないが、これを民間で参入を可能とし、なおかつ
第三セクター方式で運営すれば、公益的な事業を
運営する事が出来る。

２級河川呑川、内川の一部に蓋がけをして駐車
場、駐輪場を作りその利益で河川汚染の浄化の費
用とする。これにより同時に蒲田駅周辺の無断駐
輪を排除し通行の安全を確保するという、公共的
な事業である。私と区、または都の第三セクター方
式とするとし、２段階の浄水、汚濁の除去によっ
て、河川の汚染をなくし、湾の汚れも綺麗になりか
つ蒲田駅周辺の通行の安全を確保する。過去、河
川敷地専用許可については、河川法２４条、同２６
条、河川敷地許可準則第２章第６、第７１項三号及
び五号の基準に適合せず、不許可処分。

東京都、国
土交通省

国土交通省 120090
湖の水質管
理権限の移
管

河川法

霞ヶ浦等の湖沼を含む
河川の管理は、河川法
において、河川管理者
が行うこととなっており、
その目的は、
①洪水、高潮等による
災害の発生の防止（治
水）
②河川の適正利用、流
水の正常な機能の維持
（利水）
③河川環境の整備と保
全（環境）
を総合的な観点から実
施するためである。
また、霞ヶ浦を含む一級
河川の管理は、河川法
において、国土交通大
臣が行うこととされてい
る。

Ｃ

河川の治水、利水及び環境は密接不可分の体系であり、こ
れらを総合的に勘案して管理されることが適切である。従っ
て、提案のように一級河川の水質管理のみを分離すること
は適切ではないと考える。
なお、国土交通省としては、ご指摘の総務省による政策評
価を踏まえ、関係地方自治体やＮＰＯ等とも連携しながら、
河川事業による水質浄化、下水道事業等の各種施策等を
推進して参りたいと考えている。

1158 1158010
ＮＰＯ霞ケ
浦浄化連

泳げる霞ケ浦実現
目的の水上農業開
発と循環型社会シス
テム構築

湖の水質管理権を国か
ら流域の首長(会）に全
面移管する

国は治水と利水に専念し水質管理は地元住民の
代表が実施する

０４年８月３日の総務省政策評価を真摯に受け止
めれば現行の国による水質管理体制の全面転換
は住民中心に実施すべきです。

環境省
国土交通
省

国土交通省 120100

面源負荷対
策の場合の
河川法適用
除外

河川法

河川法において、
○河川区域内の土地
（河川管理者以外の者
がその権限に基づき管
理する土地を除く。水面
を含む。）を占用しようと
する者は、河川管理者
の許可を受けなければ
ならない。
○河川区域内の土地に
おいて、工作物を新築
し、改築し、又は除去し
ようとする者は、河川管
理者の許可を受けなけ
ればならない。と示され
ている。

Ｃ

河川の治水、利水及び環境は密接不可分の体系であり、こ
れらを総合的に勘案して管理されることが適切である。従っ
て、提案のように湖面での面源負荷対策のみの目的のため
に河川法の適用を除外することは適切ではないと考える。
　なお、国土交通省としては、湖面への流入河川における植
生浄化、礫間浄化等の適応の検討を行うとともに、関係地
方自治体等とも連携し、河川事業による水質浄化、下水道
事業等の各種施策等を推進して参りたいと考えている。

1158 1158020
ＮＰＯ霞ケ
浦浄化連

泳げる霞ケ浦実現
目的の水上農業開
発と循環型社会シス
テム構築

市民やNPOが実施する
湖面での面源負荷対策
実験は河川法の適用を
除外する

面源負荷削減実験を試行希望者は首長に届出
て、安全安心な実験方式について協議しなければ
ならない。

霞ケ浦流域から毎日膨大なチッソ燐などの栄養塩
類が排出され５６の河川から湖に流入し年間肥料
換算１２０億円に達する。　この栄養塩類を有用植
物の筏で回収、大規模なキノコ栽培施設で原料と
して利用、そのキノコを活用した健康酒などを製造
販売することで数千人の規模の地場産業と新規雇
用が発生する

国土交通
省

国土交通省 120110

汚水処理施
設整備事業
積算基準の
統一

積算基準に関する規制
はなく、事業者は様々な
歩掛から実態にあった
ものを使用できる。

E
歩掛は参考資料として配付しており、国として特定の歩掛の
使用を強制しているものでありません。

1047 1047040 豊橋市
とよはし行政サービ
スアップ構想

汚水処理施設整備事業
積算基準の統一

汚水処理施設整備事業の積算には、事業の種類
に応じて国土交通省、農林水産省、厚生労働省そ
れぞれの基準があるため、これを統一する。

国土交通省、農林水産省、厚生労働省の積算基
準を統一することにより、設計積算業務を人的・事
務的に効率化を図る。

国土交通
省
農林水産
省
厚生労働
省

　河川は公共用物であって、その保全、利用、その他の管理は、
洪水、高潮等による災害の発生が防止され、流水の正常な機能
が維持され、併せて河川環境の整備と保全がされるよう、河川管
理者によって総合的に行われるべきものです。また、河川に対し
蓋掛けをすることは、洪水時において災害発生への対処などの治
水上、流水の正常な機能（水量・水質など）維持などの河川環境
上、日常の維持管理上など、さまざまな支障が生じるため河川全
般において認めていないところです。
　本提案の目的は呑川の水質浄化ということですが、水質浄化の
ための施策は他にもいろいろとあり、呑川に蓋掛けし駐車場、駐
輪場や水質浄化施設を作ることは、水質浄化が目的であるとして
も、必要やむをえないと認められる提案ではないと考えます。ま
た、水質汚濁の原因は、都民の生活や企業の事業活動等幅広く
関わっており、川の水質を改善するためには、東京都、大田区、
都民、企業がそれぞれ責務を負って取り組んでいくべきものと考え
ております。従来から流域が一体となりさまざまな取り組みが行わ
れた結果、高度成長期に悪化した水質は大幅な改善傾向（BOD
値：S46～S55平均31.9→H5～H14平均4.7）にあります。
　炎天下の続く夏期には一部周辺住民から悪臭への苦情が寄せ
られることもあり、現在大田区では具体的な呑川の悪臭対策とし
て、①河川に空気を入れるための施設を設置した浄化策②ごみ取
り用フェンスの設置③河川浚渫④下水道の高度処理水の放流な
どを行っていると聞いています。
　呑川では河川の持つ貴重な水と緑のオープンスペースを活かし
た緑道整備が大田区により計画されており、他のまちづくり施策で
ある緑のネットワークづくりや蒲田駅周辺を拠点とした景観整備計
画等との連携を図りつつ、現実に整備を進めていると聞いている
ところです。

河川法第２４
条、河川法第２
６条
河川敷地の占
用許可につい
て（平成１１年８
月５日建河政
発第６７号建設
事務次官通達）
工作物設置許
可基準につい
て（平成６年９
月２２日建河治
発第７２号建設
省河川局治水
課長通達）
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120120

下水道施設
等を設置で
きる都市公
園の面積基
準の緩和

都市公園法施
行規則
第８条

水道施設等を地下に設
けることのできる都市公
園の敷地面積要件を２
ヘクタール以上としてい
る。

D-1

１５９回通常国会において都市公園法が改正され、都市公
園の区域を立体的に定める立体都市公園制度が創設され
たところであり、本制度を活用する場合は、都市公園の下部
空間に都市公園法の制限は及ばないこととなり、都市公園
の地下に下水道施設等を設置することは可能である。

1062 1062020
福井県福
井市

不死鳥福井特区（よ
みがえれ不死鳥の
まち福井）

下水道施設等を設置で
きる都市公園の面積基
準の緩和

現在２ha以上の都市公園にしか認められない地下
占有物件の設置の要件を、市内に数多くある２ha
未満（０．５ha以上）の都市公園でも可能とする。

福井豪雨を厳しい教訓として、都市公園に、その機
能を著しく低下させない範囲で雨水の貯留施設を
設置することで、水害に強いまちづくりを行う。

国土交通
省

1062 1062020 国土交通

国土交通省 120130

建築基準法
における浄
化槽の規制
緩和

建築基準法第
31条第2項、建
築基準法施行
令第32条

建築基準法施行令第32
条第2項において、特定
行政庁が地下浸透方式
により汚物を処理するこ
ととしても衛生上支障が
ないと認めて規則で指
定する区域内に設ける
当該方式に係る汚物処
理性能に関する技術的
基準が定められてい
る。

D-1

現状においても、建築基準法施行令第32条第2項に規定さ
れる「特定行政庁が地下浸透方式により汚物を処理するこ
ととしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域」
であれば、同項に定める汚物処理性能を有する地下浸透方
式の浄化槽を設置し、その処理水を放流することが可能で
あり、制度上の特例措置は必要ない。
　なお、浄化槽の保守点検及び清掃等にあたっては、浄化
槽法に定める技術上の基準等に従うことが必要である。

1238 1238010
福島県昭
和村

ソイルエネルギーか
らむし特区

ソイルエネルギーからむ
し特区

　人糞は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
や「肥料取締法」などにより、昔のように栽培区域
に散布できないような指導が行なわれている。
　しかし、人糞を有効な資源としてとらえたところ
や、し尿処理場の整備が進んでいない山間地で
は、昔ながらに下肥えを肥料として利用していると
ころもある。また、土壌の持っている浄化力や分解
力は「穴を掘ってごみを埋めておくと、いつのまに
か分解している」という自然現象に見られるように、
古来から知られている事実である。
　このような土壌の持つ自然の力を評価することと
あわせて、昭和村では、からむしという植物を生育
させるためには、人糞の施肥が不可欠で、古来か
らの伝統産業を高品質に維持するためには、人糞
を有効な資源とみなすことが必要で、規制につい
て特例として除外してほしい。
（法的運用）
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・肥料取締法
・建築基準法
・浄化槽法

①小野川地区２００人を対象に二つの地区に分け
る。
②それぞれの地区の水洗トイレ原水と雑排水を配
管にてからむし栽培区域まで収集する。
③からむし栽培区域に一次処理装置として沈殿分
離槽を設置する。
④１地区の汚水量２７m3／日について５４０ｍのト
レンチが必要でトレンチをからむし栽培区域に設置
する。
⑤トレンチとトレンチのうね間にからむしを植栽す
る。
⑥沈殿分離槽に堆積した汚泥は、１年間に１回春
焼畑された後に、からむし栽培区域にまんべんなく
散布する。

国土交通
省
農林水産
省
環境省

国土交通省 120140
下水処理基
準の緩和

下水道法施行
令第五条の六
下水道法施行
令第十二条

・処理水質のBODにつ
いては15mg/l以下の値
にすることとされてい
る。
・水質検査については
原則月２回以上の測定
を行うこととされている。

C

BODで15mg/lという処理水質については、下水道法の目的を
踏まえ、公共用水域の保全の観点から遵守すべき最低限の基
準として定めたものであり、下水道事業として実施する以上、
例外なく遵守して頂く必要があると考えております。
また、水質検査については、ご提案にあるような「特定事業所
が含まれている場合が少なく、重金属の混入されない汚水を浄
化する場合」については、下水道法施行令第１２条第２項にお
いて毎年２回を下回らない範囲内において水質検査回数が省
略できることとされているところです。
なお、水質検査項目については下水道法の目的を踏まえ、公
共用水域の保全の観点から遵守すべき最低限の基準として定
めたものであり、下水道事業として実施する以上、例外なく遵
守して頂く必要があると考えております。

1237 1237010
土壌浄化
法事業推
進連合会

スリム下水道事業 スリム下水道事業

　国土交通省の補助事業は、下水道法によって接
続を義務付けられるというメリットはあるものの、都
市型の下水道事業となるために５万人以下の地方
自治体には、過大計画となる場合が多い。
　現在では、農林水産省が集落排水事業として、
下水道事業を実施しているため、その法的運用を
組み合せると財政負担を軽減する下水道事業を具
体化できる。
　具体的要望内容
　①国土交通省の補助事業として下水道
      法で実施する。
　②処理水質はＢＯＤ20mg/lとする。
　③汚泥は一般廃棄物として取扱う。
　④水質分析の項目や頻度は、浄化槽と
      同様とする。

　国土交通省の下水道事業は、大都市を中心に進
められている補助事業であるために、重金属を排
出する事業所が含まれていることが前提に法的運
用が行なわれている。しかし、山間部や農村部な
どの地方自治体では、特殊事業所が含まれている
場合が少なく、重金属の混入されない汚水を浄化
する場合が多い。従って、下水道法によって規制さ
れているいくつかの内容を、それぞれの地域に
あったものとして運用することも必要で、特に農林
水産省の補助事業として具体化した区域について
は浄化槽法や建築基準法で運用が行なわれ、維
持管理費が安価にできるようになっているため、国
土交通省の下水道事業もそれに合わせた維持管
理を行うことが財政的にも必要な時代となってい
る。
①処理水質はＢＯＤ15mg/lの指導に対して
   ＢＯＤ20mg/lで運用
②汚泥は重金属の混入がないために産業
   廃棄物を一般廃棄物として運用することとし、肥
料として活用する。
③水質分析の項目や頻度は重金属の混入
   がないために浄化槽や集落排水処理施
   設と同様の取扱いとする。
この３点が特区として認められると年間維持管理
費を大幅に減額することができる。

国土交通
省
農林水産
省
環境省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
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措置
の内
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(プロ
ジェク
ト)管
理番号
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制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120140
下水処理基
準の緩和

下水道法施行
令第五条の六
下水道法施行
令第十二条

・処理水質のBODにつ
いては15mg/l以下の値
にすることとされてい
る。
・水質検査については
原則月２回以上の測定
を行うこととされている。

C

BODで15mg/lという処理水質については、下水道法の目的
を踏まえ、公共用水域の保全の観点から遵守すべき最低限
の基準として定めたものであり、下水道事業として実施する
以上、例外なく遵守して頂く必要があると考えております。
また、水質検査については、ご提案にあるような「特定事業
所が含まれている場合が少なく、重金属の混入されない汚
水を浄化する場合」については、下水道法施行令第１２条第
２項において毎年２回を下回らない範囲内において水質検
査回数が省略できることとされているところです。

1239 1239010
土壌浄化
法事業推
進連合会

トクトク下水道事業 トクトク下水道事業

　国土交通省の補助事業として下水道を実施して
いるが、下水道区域内には重金属を排出する特殊
事業所は含まれていない場合が多い。
　規制改革についての提案は、国土交通省の補助
事業として採択された処理場を浄化槽や集落下水
道と同様の取扱いを行ってほしいという内容となっ
ている。
　１．処理水質はＢＯＤ20mg/lとする。
　２．汚泥は、一般廃棄物として取扱う
　３．水質分析の項目や頻度は浄化槽
　　　と同様とする

　国土交通省の下水道事業は、大都市を中心に進
められている補助事業であるために、重金属を排
出する事業所が含まれていることが前提に法的運
用が行なわれている。しかし、山間部や農村部な
どの地方自治体では、特殊事業所が含まれている
場合が少なく、重金属の混入されない汚水を浄化
する場合が多い。従って、下水道法によって規制さ
れているいくつかの内容を、それぞれの地域に
あったものとして運用することも必要で、特に農林
水産省の補助事業として具体化した区域について
は浄化槽法や建築基準法で運用が行なわれ、維
持管理費が安価にできるようになっているため、国
土交通省の下水道事業もそれに合わせた維持管
理を行うことが財政的にも必要な時代となってい
る。
①処理水質はＢＯＤ15mg/lの指導に対して
   ＢＯＤ20mg/lで運用
②汚泥は重金属の混入がないために産業
   廃棄物を一般廃棄物として運用
③水質分析の項目や頻度は重金属の混入
   がないために浄化槽や集落排水処理施
   設と同様の取扱いとする。
この３点が特区として認められると年間維持管理
費用を大幅に減額することができる。

国土交通
省
環境省

国土交通省 120140
下水処理基
準の緩和

下水道法施行
令第五条の六
下水道法施行
令第十二条

・処理水質のBODにつ
いては15mg/l以下の値
にすることとされてい
る。
・水質検査については
原則月２回以上の測定
を行うこととされている。

C

BODで15mg/lという処理水質については、下水道法の目的
を踏まえ、公共用水域の保全の観点から遵守すべき最低限
の基準として定めたものであり、下水道事業として実施する
以上、例外なく遵守して頂く必要があると考えております。
また、水質検査については、ご提案にあるような「特定事業
所が含まれている場合が少なく、重金属の混入されない汚
水を浄化する場合」については、下水道法施行令第１２条第
２項において毎年２回を下回らない範囲内において水質検
査回数が省略できることとされているところです。

1240 1240010
京都府園
部町

トクトク下水道事業
園部特区

トクトク下水道事業園部
特区

　園部町の西本梅処理区と西部処理区は国土交
通省の補助事業として下水道を実施しているが下
水道区域内には重金属を排出する特殊事業所は
含まれていない。
　規制改革についての提案は、西本梅浄化セン
ターと西部浄化センターの二つの下水処理場につ
いて、浄化槽や集落下水道と同様の取扱いを行っ
てほしいという内容となっている。
　１．処理水質はＢＯＤ20mg/lとする。
　２．汚泥は、一般廃棄物として取扱う
　３．水質分析の項目や頻度は浄化槽
　　　と同様とする

　国土交通省の下水道事業は、大都市を中心に進
められている補助事業であるために、重金属を排
出する事業所が含まれていることが前提に法的運
用が行なわれている。しかし、園部町のような地方
自治体では、特殊事業所が含まれている場合が少
なく、重金属の混入されない汚水を浄化する場合
が多い。従って、下水道法によって規制されている
いくつかの内容を、それぞれの地域にあったものと
して運用することも必要で、特に農林水産省の補
助事業として具体化した区域については浄化槽法
や建築基準法で運用が行なわれているため、それ
に合わせた維持管理を行うことが財政的にも必要
な時代となっている。
①処理水質はＢＯＤ15mg/lの指導に対してＢＯＤ
20mg/lで運用
②汚泥は重金属の混入がないために産業廃棄物
を一般廃棄物として運用
③水質分析の項目や頻度は重金属の混入がない
ために浄化槽や集落排水処理施設と同様の取扱
いとする。
この３点が特区として認められると園部町では年
間500万円以上維持管理費用を減額することがで
きる。

国土交通
省
環境省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120140
下水処理基
準の緩和

下水道法施行
令第五条の六
下水道法施行
令第十二条

・処理水質のBODにつ
いては15mg/l以下の値
にすることとされてい
る。
・水質検査については
原則月２回以上の測定
を行うこととされている。

C

BODで15mg/lという処理水質については、下水道法の目的
を踏まえ、公共用水域の保全の観点から遵守すべき最低限
の基準として定めたものであり、下水道事業として実施する
以上、例外なく遵守して頂く必要があると考えております。
また、水質検査については、ご提案にあるような「特定事業
所が含まれている場合が少なく、重金属の混入されない汚
水を浄化する場合」については、下水道法施行令第１２条第
２項において毎年２回を下回らない範囲内において水質検
査回数が省略できることとされているところです。

1241 1241010
北海道占
冠村

トクトク下水道事業
占冠特区

トクトク下水道事業占冠
特区

　占冠村は広大な土壌空間を有した行政人口の少
ない村で、下水道区域内には重金属を排出する特
殊事業所は含まれていない。
　規制改革についての提案は、占冠中央浄化セン
ターとトマム浄化センターの二つの下水処理場に
ついて、浄化槽や集落下水道と同様の取扱いを
行ってほしいという内容となっている。
　１．処理水質はＢＯＤ20mg/lとする。
　２．汚泥は、一般廃棄物として取扱う
　３．水質分析の項目や頻度は浄化槽
　　　と同様とする

　国土交通省の下水道事業は、大都市を中心に進
められている補助事業であるために、重金属を排
出する事業所が含まれていることが前提に法的運
用が行なわれている。しかし、占冠村のような地方
自治体では、特殊事業所が含まれている場合が少
なく、重金属の混入されない汚水を浄化する場合
が多い。従って、下水道法によって規制されている
いくつかの内容を、それぞれの地域にあったものと
して運用することも必要で、特に農林水産省の補
助事業として具体化した区域については浄化槽法
や建築基準法で運用が行なわれているため、それ
に合わせた維持管理を行うことが財政的にも必要
な時代となっている。
①処理水質はＢＯＤ15mg/lの指導に対してＢＯＤ
20mg/lで運用
②汚泥は重金属の混入がないために産業廃棄物
を一般廃棄物として運用
③水質分析の項目や頻度は重金属の混入がない
ために浄化槽や集落排水処理施設と同様の取扱
いとする。
この３点が特区として認められると占冠村では年
間500万円以上維持管理費用を減額することがで
きる。

国土交通
省
環境省

国土交通省 120150

特定非営利
活動法人に
よる公共基
準点設置及
び管理運営

測量法第５条、
同法第３２条、
同法第４７条

<公共測量>
①費用の全部若しくは
一部を国又は公共団体
が負担し、若しくは補助
して実施する測量
＜公共測量に準ずる測
量＞
②国若しくは公共団体
の許可を受けて行う工
事又は国若しくは公共
団体の補助を受けて行
う事業のために行う測
量は、公共測量とするこ
とができる。

Ｄ－１

１，ＮＰＯ法人が公共測量の測量計画機関となることについ
て
 　測量法第４７条において、国若しくは公共団体の許可を受
けて行う工事又は国若しくは公共団体の補助を受けて行う
事業のために行う測量を、国土交通大臣が公共測量として
指定した場合は、測量法第５条の測量に準じた測量となり、
公共測量として実施できる。

　２，ＮＰＯ法人の行う測量成果及び測量標を公共測量に活
用することについて
　 今回提案されたRTK-GPS固定点のみを使用して、上越
市等が公共測量を行う場合は、RTK-GPS点は公共基準点
でなければならない。RTK-GPS点を使用する公共測量が具
体的に予定されているのであれば、RTK-GPS固定点の測
量も、測量法第４７条の規定より公共測量と指定することが
できる。なお、公共測量での使用が予定されておらず、民間
が行う測量での使用のみであれば、測量法における規制は
ない。

1064 1064010

NPO法人
上越地域
活性化機
構、くびき
野GIS協同
組合、

公共基準点整備と
Webによる高精度空
間情報提供事業構
想

特定非営利活動法人に
よる公共基準点設置及
び管理運営事業

特定非営利活動法人が組織の中に測量に関する
計画・管理・評価が出来る仕組み作りをする事で公
共測量における測量計画機関となることを可能に
します。

NPO上越地域活性化機構では、くびき野GIS協同
組合と連携し今年度３基のRTK-GPS固定点を設
置します。測量への利用だけでなく地域情報化の
基本インフラとして今後、整備を進めていく予定で
す。
　　情報化基盤である公共基基準点は、地域が同
一精度で管理されなくてはならない事を基本として
行政との連携を取りながらも、独自で基準点整備
を進め、一元的な維持管理システムを構築し利用
者への座標情報提供サービスをIT技術を利活用し
展開しようとするものです。　また、その経費につい
ては課金システムを構築した上、行政を含めた利
用者の負担によって運営するもので、将来的には
地図データ他、地域基本コンテンツの配信も視野
に入れ、基本情報をユビキタスに提供するもので、
行政における公共基準点設置維持に関する費用
の大幅軽減と本事業のシステムする利用した新規
ビジネス創造に繋がるものです。
★提供するサービス
（１） TK-GPS固定点サービス（RTK-GPS補正情報
提供及び取得座標転送サービス）
（２） 携帯電話とＩＣタグ利用による情報レス状態で
の公共基準点位置案内及び座標情報提供サービ
ス（ユーザー登録による課金制）

国土交通
省国土地
理院

1064 1064010 国土交通
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120160

高齢者施設
と児童養護
施設の併設
に関する省
庁間の連携
と規制の一
体化

児童福祉法（昭
和２２年法律第
１６４号）第４１
条、第４５条
児童福祉施設
最低基準（昭和
２３年厚生省令
第６３号）第４１
条～第４７条
高齢者の居住
の安定確保に
関する法律（平
成１３年法律第
２６号）第３０
条、第３１条

　児童福祉施設の設置
認可は、都道府県知事
が行う。
　高齢者向け優良賃貸
住宅の供給計画の認定
は、都道府県知事が行
う。
　児童の入所施設は、
児童福祉法、児童福祉
施設最低基準の規定に
基づき、設置運営され
ている。
　児童養護施設と他の
社会福祉施設等との併
設は、それぞれに定め
られた基準を満たせ
ば、可能である。

Ｅ －

   施設の設置認可等は、都道府県知事が行うこととなって
おり、都道府県における窓口の一元化については、各自治
体が地域の実情に応じて判断するものである。
　 なお、同一敷地内に、別の種別の社会福祉施設等を併設
することは、それぞれの施設等について、定められた基準に
基づき運営できる状況にあれば可能である。

1019 1019010
三紘企業
株式会社

高齢者施設並び交
通災害遺児等児童
養護施設併用特区
構想

高齢者施設と児童養護
施設の併設に関する省
庁間の連携と規制の一
体化

現状の課題として「少子高齢化」が問題となって居
るが、本来この問題は表裏一体を成すものと考え
られる。高齢者施設としては、厚生労働省所管の
「老人福祉施設」国土交通省所管の「高齢者優良
賃貸住宅」が考えられ、児童福祉施設に関しては
厚生労働省が所管して居るが、本件に対する庁内
一体意識を高める事により、より実効のある施策
実施可能と思われる。
特に、国土交通省所管の「高齢者優良賃貸住宅」
制度と｢児童養護施設」との整合性は無く、合一施
設として有用性に対する認識が看過されて居る。
高齢者の「生き甲斐と自立性」児童の「豊かな情緒
の育成」は、共に充足され得る施設から涵養される
が事が、運営的にも財政的のみならず精神医学的
にも実効が高い事が証明されて居る。しかし乍ら
現状では、各省庁の施策方針と自治体との実施状
況が、必ずしも合致していないのが現状である。
特に各省庁の通達・施策等の実施に対する管理、
民間からの施策不一致並び、要望に対する処理
に、ｽﾑｰｽﾞな対応について「機関並び協議窓口」の
一元化が出来る様に希望する。

本計画は、現在開発を完了した用地30000㎡に
1.高齢者優良賃貸住宅若しくは有料老人ﾎｰﾑ（収
容人員100名）
2.児童養護施設（50名）
3.供用施設（医療施設・厨房施設・遊戯施設等）を
本、併合施設により、高齢者の自立度を高め、児
童の精神的育成を図り、相互に「心身の故郷」を創
設する。
特に、高齢者施設に関しては、一世代では無く二
世代・三世代を視野に長期ｻｲｸﾙでの負担軽減を
図る。
児童養護施設に関しては、地域の過疎化・高齢化
対策を視野に子供達が永住の地として選択出来う
る地域環境を整え、自治体より受け入れを促進す
る。
本来の複合施設の目的である実効ある運営と、相
互の家族意識による物心両面の真のｹｱｰを図る。

厚生労働
省
国土交通
省

国土交通省 120170

公営住宅へ
の知的障害
者単身入居
基準の緩和

公営住宅法第
２３条、同法施
行令第６条

公営住宅の入居者は、
老人、身体障害者等特
に居住の安定を図る必
要がある者を除き、同
居親族を要する。

B-2 Ⅱ

知的障害者の単身入居については、地域の居住支援サー
ビスの充実など、地域福祉における支援体制の枠組みづく
りと合わせて、措置に向けて今後検討を進めていきたい。具
体的には、どのようなサポート体制が必要かなど、知的障害
者の生活に支障が生じないよう、厚生労働省と連携しつつ、
検討を行っていく。

1081 1081010 宮城県

公営住宅への知的・
精神障害者単身入
居容認事業(みやぎ
知的障害者施設解
体宣言の理念実現
に向けて）

公営住宅への知的障害
者単身入居容認事業

現在、身体障害者については、自立可能な者の公
営住宅への単身入居が認められており、知的・精
神障害者についても自立の生活訓練を終え、入居
後もサポート体制のある者の単身入居が可能とな
るよう特区制度において規制緩和を求めるもので
ある。なお、入居資格が認められれば、心身障害
者世帯の優先入居について配慮する旨の通達に
基づき，割当住戸の確保等による居住支援が可能
となる。

・宮城県では、「みやぎ知的障害者施設解体宣言」
を発し、県の障害者施策の方向性として障害者の
地域移行の促進を掲げ、その理念の実現に向けて
「生活の場」の確保策の充実を図ることとしている。
・障害者が単身で住宅を確保する場合、大きな問
題となるのは、入居の際の金銭的保証と障害者本
人の生活上の様々な問題に対するサポート体制
の存在である。
・まず、金銭的保証については、民間の保証機関
が増えてきており、一定の保証料を支払うことによ
りある程度クリアできるため、宮城県では障害者を
対象として保証料の補助を含めた住宅確保支援シ
ステムについて市町村を中心にモデル的に構築す
ることとしている。
・問題は、障害者が単身で賃貸住宅に入居した際
に、障害者本人及び貸主や近隣住民が安心できる
よう、障害者の生活上のバックアップ体制が整備さ
れているかということである。
・知的障害者の場合、家族の高齢化や身寄りがな
いなど、保証人を立てることが不可能となっている
場合が多々あるため、このような障害者について
は、支援ネットワークを地域で担えるようなシステ
ムを構築する必要がある。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

1081 1081010
公営住宅への知的障害
者単身入居容認事業

・よって、知的障害者に対する具体の生活上の支
援システムとして、「総合マネジメント支援事業（県
単独事業）」において、県内各圏域に地域生活支
援センターを設置し、在宅単身の知的障害者につ
いて、地域生活支援センターの支援員が訪問等を
行うことや、緊急事態が発生した場合でも対処する
など、２４時間、３６５日のバックアップ体制を整える
こととしている。
・次の問題として、障害者の地域移行を促進するた
めには、安価な料金で入居できる賃貸住宅の確保
が必要不可欠で、公営住宅への入居が有効な手
段となるが、世帯向け公営住宅の単身入居制限が
制度的に緩和されているのは、５０歳以上の者や
身体障害者などに限られている状況にあり、知的
障害者の単身入居はできないこととなっている。
・よって、知的障害者の地域移行の受け皿としては
グループホームが中心とはなるが、グループホー
ムから独立可能で社会生活に最低限適応できる
能力を身につけた軽度の知的障害者を対象に、入
居の際の金銭的保証及び生活上のバックアップ体
制の問題については、宮城県の単独事業によりサ
ポートしつつ、公営住宅への単身入居を可能とす
るよう規制緩和を求めるものである。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120180

公営住宅へ
の精神障害
者単身入居
基準の緩和

公営住宅法第
２３条、同法施
行令第６条

公営住宅の入居者は、
老人、身体障害者等特
に居住の安定を図る必
要がある者を除き、同
居親族を要する。

B-2 Ⅱ

精神障害者の単身入居については、地域の居住支援サー
ビスの充実など、地域福祉における支援体制の枠組みづく
りと合わせて、措置に向けて今後検討を進めていきたい。具
体的には、どのようなサポート体制が必要かなど、精神障害
者の生活に支障が生じないよう、厚生労働省と連携しつつ、
検討を行っていく。

1081 1081020 宮城県

公営住宅への知的・
精神障害者単身入
居容認事業(みやぎ
知的障害者施設解
体宣言の理念実現
に向けて）

公営住宅への精神障害
者単身入居容認事業

現在、身体障害者については、自立可能な者の公
営住宅への単身入居が認められており、知的・精
神障害者についても自立の生活訓練を終え、入居
後もサポート体制のある者の単身入居が可能とな
るよう特区制度において規制緩和を求めるもので
ある。なお、入居資格が認められれば、心身障害
者世帯の優先入居について配慮する旨の通達に
基づき，割当住戸の確保等による居住支援が可能
となる。

・精神障害者についても上記知的障害者の単身で
の住宅確保について同様の問題を抱えている。
・金銭的保証については、上記知的障害者と同
様、宮城県では障害者を対象として保証料の補助
を含めた住宅確保支援システムについて市町村を
中心にモデル的に構築することとしている。
・障害者本人の生活上の様々な問題に対するサ
ポート体制については、精神障害者の場合、家族
と疎遠になっているケースなどでは保証人を立て
ることが不可能となっていることが多々あるため、
地域生活支援センター等の活用を図り、生活上の
不安の解消（緊急対応、相談支援、日常見守り）の
ため、貸主等との連絡調整を行う相談支援体制を
整備することにより対応することとしている。

国土交通
省

1081 1081020
公営住宅への精神障害
者単身入居容認事業

・また、安価な料金での住宅確保策についても、精
神障害を例にとると、いわゆる社会的入院患者の
地域移行の受け皿としてはグループホームが中心
とはなるが、グループホームから独立可能な障害
者や、退院後直ぐに地域での生活が可能な障害
者で、資力等の理由から民間の賃貸住宅への入
居が難しい場合などには、公営住宅への入居が有
効な地域移行の手段となる。
・しかし、知的障害者同様、単身入居の制限によ
り、５０歳未満の者は公営住宅へ単身で入居でき
ない状況にある。
・よって、入居の際の金銭的保証及び生活上のサ
ポート体制の問題については、宮城県の単独事業
により担保することとし、特に精神障害者について
は、社会的入院者の退院促進事業である「精神障
害者自立生活支援事業（県単独事業）」を行うこと
により、退院後の生活を具体にイメージし安心して
退院できるようにするための外出支援や宿泊体験
等の生活訓練を受けて社会生活に最低限適応で
きる能力を身につけた者を対象に、上記知的障害
者同様、公営住宅への単身入居を可能とするよう
規制緩和を求めるものである。

国土交通
省

国土交通省 120190

公営住宅に
おけるＮＰＯ
法人等への
目的外利用
の承認（建物
及び敷地）

補助金等に係
る予算の執行
の適正化に関
する法律第２２
条

事業主体は、補助金適
正化法第２２条に基づ
き、国土交通大臣の承
認を受ければ公営住宅
の目的外使用を行うこ
とが可能である。

Ｄ－３

公営住宅ストックを有効に活用した地域再生を支援するた
め、地域再生推進のためのプログラムの支援措置１１２０４
により、公営住宅を住宅以外の用途に使用する場合におい
ても、目的外使用手続きの簡素合理化を図ることとしてい
る。
ただし、例えば商業施設等を設置する場合において、大規
模な改築を行った結果、目的外使用期間後に本来の住宅
用途に戻すことが困難であるときは、目的外使用によりこれ
を行うことはできないと考えられる。

1250 1250010 京都府
住みよい京都府・府
営住宅拠点特区構
想

①公営住宅におけるＮＰ
Ｏ法人等への目的外利
用の承認（建物及び敷
地）

公営住宅の建物及び敷地について、入居者、地域
との良好なコミュニティー確保を目的に、ＮＰＯ法人
等へ目的外利用ができるようにする。また、入居者
等の利便性の向上とコミュニティー拠点の形成を
目指して、商業施設等（コンビニエンスストア、ク
リーニング取次店等）の設置ができるよう目的外利
用を承認する。

公営住宅の建物及び敷地内に、ＮＰＯ法人等を入
居させ、事業主体が行政として直接関与すること
が困難な、よりきめ細やかな共同生活の円滑化に
資する対応を図る。
　また、商業施設等の賃借による設置により、入居
者だけでなく、地域住民も含めた利便性の向上を
図り、地域でのコミュニティー拠点を形成し、快適な
住環境を整のえる。

国土交通
省

1250 1250010

①公営住宅におけるＮＰ
Ｏ法人等への目的外利
用の承認（建物及び敷
地）

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120200

公営住宅に
おける優先
入居の範囲
の撤廃（事業
主体の裁量
化）

国土交通省住
宅局長通知（昭
和63年12月１
日住総発第124
号）

Ｄ－１
公営住宅制度では、公営住宅法の規定に反しない限り、地
域の実情に応じて、各事業主体の判断により住宅困窮度が
特に高い者を優先的に入居させることが可能である。

1250 1250020 京都府
住みよい京都府・府
営住宅拠点特区構
想

②公営住宅における優
先入居の範囲の撤廃
（事業主体の裁量化）

公営住宅の優先入居は、昭和63年12月1日付けの
住宅局長通知等で示されているが、全国一律で定
められている優先入居の範囲を撤廃し、事業主体
が地域ごとの最適な状況に応じて定めらるように
する。

現行で定められている範囲に加え、京都府の特徴
に応じた外国人研究者や留学生に優先入居枠を
設けたり、良質で安価な住宅による子育て等支援
として18歳未満２人以上の子を持つ世帯や新婚世
帯、父子世帯などにも優先入居枠が柔軟に設けら
れるような仕組みとする。

国土交通
省

1250 1250020
②公営住宅における優
先入居の範囲の撤廃

国土交通
省

国土交通省 120210

公営住宅に
おける単身
入居の範囲
の撤廃（事業
主体の裁量
化）

公営住宅法第
２３条、同法施
行令第６条

公営住宅の入居者は、
老人、身体障害者等特
に居住の安定を図る必
要がある者を除き、同
居親族を要する。

Ｃ

公営住宅については、民間賃貸住宅市場において、特に家
族向けの賃貸住宅の供給が十分とはいえない状況にあるこ
とから、同居親族があることを入居の条件としており、公営
住宅への応募倍率が８倍を超えるなど需給が逼迫している
中、この要件を撤廃することは困難である。ただし、過疎地
域等においては、需給の逼迫が見られにくいことから、特例
として同居親族要件を要しないこととされており、このような
制度の活用を検討していただきたい。なお、住宅困窮者が
多様化している現状を踏まえ、特に居住の安定を図る必要
がある者については、必要に応じて入居要件を弾力化して
いくことを検討しているところである。

1250 1250030 京都府
住みよい京都府・府
営住宅拠点特区構
想

公営住宅における単身
入居の範囲の撤廃（事
業主体の裁量化）

公営住宅に単身でも入居できる基準は、公営住宅
法施行令で規定されているが、全国一律で定めら
れているので、その基準を撤廃し、事業主体が地
域ごとの最適な状況に応じて定められるようにす
る。

現行で定められている基準に加え、京都府の状況
に柔軟に対応して、単身の入居者（例えば、外国
人研究者や単身赴任者、ＤＶ被害者など）を認める
仕組みとする。

国土交通
省

1250 1250030
③公営住宅における単
身入居の範囲の撤廃

国土交通省 120220
道路への鉄
道敷設の規
制緩和

鉄道事業法第
61条
道路法第2条

　鉄道線路は、道路法によ
る道路に敷設してはならな
い。ただし、やむを得ない
理由がある場合におい
て、国土交通大臣の許可
を受けたときは、この限り
でない。
　道路法において、「道路」
とは、一般交通の用に供
する道と規定されている。

C

DＭＶ事業において鉄道の線路（列車を走らせる通路全体を
いう）を走行中の取扱いについては、当該線路が道路であ
るか否かによって影響を受けるものではないと認識してい
る。
既に専ら鉄道事業に供されている線路は、一般交通の用に
供される道としての「道路」の定義を満たさず、道路と位置づ
けることはできない。

1059 1059010

ふるさと銀
河線存続
運動連絡
会議

ふるさと銀河線ＤＭ
Ｖ特区構想

道路への鉄道敷設の規
制緩和

　鉄道は、原則として道路に敷設することができ
ず、地下鉄のような鉄道のみ例外として敷設できる
よう許可手続が定められている。一方、軌道（路面
電車）は道路を占用して、道路上に敷設することと
されており、軌道敷の保有は道路管理者、管理は
軌道経営者が行う。この、道路への軌道敷設条項
を鉄道にも適用し、ＤＭＶが乗り入れる鉄道路線の
鉄道敷を道路とみなすことができるように規制特例
措置を設ける。

　ふるさと銀河線に特急を走らせる一方で、ＪＲ北
海道が開発中のデュアル・モード・ビークル（ＤＭ
Ｖ）を導入し、きめ細かい地域交通ネットワークを構
築する。その際、鉄道敷と道路を共に道路管理者
が一貫して保有するスキームがあることにより、自
治体が都市計画の中で一貫した交通政策を立案
することが可能となるのみならず、ＤＭＶ運行に参
入する事業者と、鉄道を保有する第１種鉄道事業
者とに係る複数の法令手続が緩和され、導入阻害
要因の除去につながる。

国土交通
省

1059 1059010
道路への鉄道敷設の規
制緩和

国土交通
省

1059 1059010
道路への鉄道敷設の規
制緩和

国土交通
省

1059 1059010
道路への鉄道敷設の規
制緩和

国土交通
省

公営住宅制度において
は、入居機会の公平性
を確保するため、募集
方法については公募を
原則としており、入居者
の選考にあたっては、
住宅困窮度が特に高い
者を優先的に入居させ
ることが可能となってい
る。
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120230

道路上への
民間駐輪場
の設置の容
認

道路法第３２条

　道路に工作物、物件
又は施設を設け、継続
して道路を使用しようと
する場合には、道路管
理者の許可を受けなけ
ればならない。

C

道路の占用は、一般の通行の用に供するという道路の本来
目的を阻害しない範囲内で認められるべきであるところ、歩
道上への占用による自転車駐車場の設置は、歩道の有効
幅員を狭めたり、通行に支障を与えるおそれはあるが、放
置自転車の減少により、通行を円滑にする効果も期待でき
ることから、道路占用制度の趣旨を踏まえて、自転車駐車
場の設置について検討する。(平成１７年度中に結論)

1065 1065010

特定非営
利活動法
人　青少年
地域ネット
21

商店街の賑わいを
創出する放置自転
車対策構想

道路上への民間駐輪場
の設置について

都心の人口増加に伴い駅前の放置自転車対策は
深刻化し、駐輪場整備の用地確保に困難をきたし
全国的な社会問題となっている道路上の自転車駐
車場は、第４次の特区提案に対し本年度中に道路
付属物と位置づける対応が示されており、道路管
理者が道路上に自転車駐車場を設置し放置自転
車対策が図られることとなる。しかし、放置自転車
の本質は、駅を利用する地域住民の問題であり、
「地域でできることは地域で」解決することに意義
がある。そこで、商店・自転車利用者・市民活動が
一体となった活動として、道路管理者以外が設置
する道路上の自転車駐車場に対し、道路管理者が
設置を必要と判断し公益性が認められているもの
に関して、NPO法人等民間団体による設置条件の
整備をお願いしたい。なお団体は機械式の精算機
から地域通貨を発行し商店で利用することで地域
経済の活性化も図る。

放置自転車は自治体にとって、用地確保と施設設
置や管理運営など負担額が発生し費用効果に矛
盾を感じる政策である。また、迷惑を感じている商
店や自転車利用者に共感を得にくい対策となって
いる。そこで、NPO法人など民間が道路上に自転
車駐車場の設置を行なうことは、自治体の負担を
軽減でき、地域通貨を発行することで商店の協力
が得られ、自転車利用者の利便の向上にもつなが
る。何より、市民が一体となった活動で放置自転車
対策が行なわれることが大切で、地域に対する自
治体の支援の構図が形成できる。一定の期間の
設置を前提に、コミュニティの活性化や地域経済の
活性化を同時に図ることは、現在の社会状況に即
した施策の展開となる。なお、市民活動としての放
置自転車対策はボランティアの参加など波及効果
が期待できる。

国土交通
省

国土交通省 120240
道路使用料
の民間への
帰属の容認

道路法第３２条

　道路に工作物、物件
又は施設を設け、継続
して道路を使用しようと
する場合には、道路管
理者の許可を受けなけ
ればならない。

C

道路の占用により、道路上への自転車駐車場の設置につ
いて検討することとしたところである。
例えば、ＮＰＯ法人が、占用許可を受けて自転車駐車場を
設置・運営する場合には、当該自転車駐車場において個々
の利用者から徴収する駐車料金の帰属は、ＮＰＯ法人とな
る。

1065 1065020

特定非営
利活動法
人　青少年
地域ネット
21

商店街の賑わいを
創出する放置自転
車対策構想

道路使用料の帰属につ
いて

NPO法人等民間団体が道路上に自転車駐車場を
設置し、機械式の精算機から地域通貨を発生し運
営することで、放置自転車の対策と地域経済の活
性化が期待できる。自治体とは道路占有の許可を
設置者に認可し占有料の可否の判断を行なう。自
治体は設置に対する費用負担が発生しなく放置自
転車対策が図れ、発行される地域通貨により商店
の売上が増加する地域経済対策も併せて実現で
き、自転車利用者の利便性を向上できることで放
置者の大幅な削減が期待できる。公共の道路上で
民間団体が使用料の徴収を行い運営するうえで、
使用料の帰属についての条件整備をお願いした
い。

NPO法人等民間団体により、道路上に機械式精算
機を備えた自転車駐車場を設置し、一定時間に満
たない利用者に返金の代わりとして地域通貨を発
行する。一定時間をこえた利用者にも一部を地域
通貨として発行し、地元商店街で利用できるように
することで、違法な駐輪の削減と商店街の売上増
加による地域経済の活性化を図るもの。現在、疲
弊している商店街に必然的需要効果を生み出すこ
とができ、商店街自らの創意工夫を引き出し、公助
に頼ることから、自動の向上と地域との公助を図り
自治体と市民との役割分担を図るものである。自
治体主義のコミュニティから地域主導のコミュニ
ティへの転換が図れ、自治体の財政構造のスリム
化を図り市民福祉サービスの向上を実現できる。

国土交通
省

国土交通省 120250

光ファイ
バー、水道、
ガスの道路
取り付け一
括管理

道路法第３２条

　道路に工作物、物件
又は施設を設け、継続
して道路を使用しようと
する場合には、道路管
理者の許可を受けなけ
ればならない。

E

国土交通省においては、光ファイバー、水道、ガスの道路取
付け工事に係る一括施工について、その妨げとなるような
規制は課していない。
また、光ファイバー、ガス、水道の道路取付け一括施工に際
し、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合に
は、一方の窓口を経由して申請手続を行うことができること
とされている。

1117 1117010

真野工業
株式会社
真野勝之
助

戸建住宅による水
道、ガス、光ファイ
バーの道路工事取
付け施工構想

光ファイバー、水道、ガ
スの道路取り付け一括
管理

光ファイバー、ガス、水道の戸建住宅の道路取付
けの統一管理をすることにより　道路占用、使用許
可申請業務が1/3になる。また　戸建住宅を建てる
消費者への負担も今までの1/3ですむ形になりま
す。また　光ファイバー事業の戸建住宅の普及に
より　防犯防災設備が普及する形となり　個人住宅
の防犯強化にもつながります。

光ファイバー、ガス、水道の道路取り付けの事業の
統一化をすることにより　消費者への低コストの実
現と戸建住宅の需要の拡大、道路取付け一括施
工により道路占用、使用許可の申請業務の軽減と
道路渋滞日の軽減、また　光ファイバー、ガス、水
道の一括管理による事の光ファイバー事業の拡大
と光ファイバー事業の戸建住宅の普及によること
の防犯防災事業の拡大もみこまれます。

国土交通
省
警察庁

国土交通省 120260

歩道状公開
空地利用の
コイン式駐輪
機設置の容
認

都市計画法第
８条第１項第３
号、同条第３項
第２号チ、第９
条第１７項、建
築基準法第５９
条

高度利用地区内におい
ては、建築物の壁又は
これに代わる柱は、原
則として高度利用地区
に関する都市計画にお
いて定められた壁面の
位置の制限に反して建
築してはならない。

D-1

建築基準法では、高度利用地区内においては、建築物の
壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分等を
除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた
壁面の位置の制限に反して建築してはならないとされてい
るが、コイン式駐輪機については、屋根のないものは一般
的には建築物とはならないため、高度利用地区に関する都
市計画によって制限されるものではない。

1118 1118010
株式会社
パルテきた
こし

歩道状公開空地の
利用による駐輪対策

歩道状公開空地利用の
コイン式駐輪機設置

高度利用地区において、壁面の位置の制限等によ
り確保された空地の有効活用が出来るように。

高度利用地区に指定された越谷駅東口地区にお
いて、壁面後退により確保された空地にコイン式駐
輪機を設置する事により、電車利用者等により無
秩序に増え続ける不法駐輪、放置自転車の排除
が可能になり、商業施設利用目的のお客様が、市
道（消防活動空地含む）に駐輪することが無くな
る。又点字ブロックがふさがれることも無くなり、歩
行者の安心と、良好で安全な市街地環境の確保。

国土交通
省

国土交通省 120270

道路の附属
物を利用し
た光ファイ
バー施設の
設置容認

道路法第３２条

　道路に工作物、物件
又は施設を設け、継続
して道路を使用しようと
する場合には、道路管
理者の許可を受けなけ
ればならない。

D-1

光ファイバーを立ち上げるための立上管等の道路附属物へ
の設置については、法令等で禁止しているものではなく、
個々の道路附属物の構造等の観点から支障のない場合に
は可能であるので、設置に当たっては設置場所となる道路
の道路管理者と相談されたい。

1131 1131020 山梨県 やまなしＩＴプラン
道路の附属物の利用に
ついて

情報ハイウェイへ接続するために情報ボックスから
光ファイバを取り出す場合において、近くに電柱は
無いが道路の附属物（道路標識設置用柱、照明柱
等）が有る場合には、利用上支障が無い範囲にお
いて道路の附属物に立上管を設置して光ファイバ
を立ち上げることができるようにして頂きたい。

情報ハイウェイに県の出先施設や民間施設等を接
続するにあたり、地中（情報ボックス等）から光ファ
イバを取り出す場合、ハンドホール（マンホール）の
近くの電柱もしくは道路管理施設（道路標識設置
用柱、照明柱等）を利用して光ファイバを立ち上げ
る。

近くにある道路管理施設を利用して立ち上げること
により、接続にかかる経費が抑えられるとともに、
道路の掘削を最低限に抑えられる。
また、道路占有物（電柱）の数を抑えられる。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120270

道路の附属
物を利用し
た光ファイ
バー施設の
設置容認

道路法第３２条

　道路に工作物、物件
又は施設を設け、継続
して道路を使用しようと
する場合には、道路管
理者の許可を受けなけ
ればならない。

D-1

光ファイバーを立ち上げるための立上管等の道路附属物へ
の設置については、法令等で禁止しているものではなく、
個々の道路附属物の構造等の観点から支障のない場合に
は可能であるので、設置に当たっては設置場所となる道路
の道路管理者と相談されたい。

5081 50810002 山梨県
道路管理施設の利用に
ついて

情報ハイウェイへ接続するために情報ボックスから
光ファイバを取り出す場合において、近くに電柱は
無いが道路管理施設（道路標識設置用柱、照明柱
等）が有る場合には、利用上支障が無い範囲にお
いて道路管理施設に立上管を設置して光ファイバ
を立ち上げることができるようにして頂きたい。

情報ハイウェイに県の出先施設や民間施設等を接
続するにあたり、地中（情報ボックス等）から光ファ
イバを取り出す場合、ハンドホール（マンホール）の
近くの電柱もしくは道路管理施設（道路標識設置
用柱、照明柱等）を利用して光ファイバを立ち上げ
る。

近くにある道路管理施設を利用して立ち上げること
により、接続にかかる経費が抑えられるとともに、
道路の掘削を最低限に抑えられる。
また、道路占有物（電柱）の数を抑えられる。

国土交通
省

国土交通省 120280

風力発電事
業者及び電
気事業法第
１７条に規定
される特定
供給を行う
者に対する
道路占有の
特例の容認

道路法第３６条

　電気事業法第２条第１
項第１０号に規定する
電気事業者（同項第８
号に規定する特定規模
電気事業者を除く。）が
その事業の用に供する
電線等を道路に設けよ
うとする場合には、政令
で定める基準に適合す
る限り、道路管理者は
許可を与えなければな
らないという道路占用の
特例が認められてい
る。

D-1

風力発電事業者については、一般的に電気事業法上の卸
供給事業者に該当するものと考えられるところ、卸供給事業
者が設置する電線に係る道路占用については、通達によ
り、許可することを原則とする特例的な取扱いを定めている
とともに、特区認定を受けた電力の特定供給事業に係る電
線については、そもそも道路占用が可能であることに加え、
県が自ら策定し国が認定した計画に基づいて実施される事
業であること等による公共性、計画性の高さにかんがみれ
ば、道路管理者において円滑な事業の実施に配慮した占用
許可の運用を十分に行っていくものであると考えられ、通常
の道路占用許可によって円滑な事業の実施が十分に可能
であると考える。

1198 1198010 青森県
環境・エネルギー産
業創造特区構想

道路占有の特例の追加

　道路法第３６条は、電気事業法第２条第１項第１
０号に規定する電気事業者（同項第８号に規定す
る特定規模電気事業者は除く。）に限り、道路占有
の特例を認めているが、特区内においては、風力
発電事業者及び電気事業法第１７条に規定される
特定供給を行う者についても、道路占有の特例を
認める。

「９．構想（プロジェクト）の提案内容」に記述した個
別事業のうち、①、②、③、④参照

国土交通
省

国土交通省 120290
立体道路制
度の弾力的
運用

都市計画法第１
２条の５、道路法
第４７条の５、建
築基準法第４４
条第１項第３号

立体道路制度の対象とな
る道路は、都市計画法、
道路法及び建築基準法上
一定の条件に該当する道
路に限定されている。

Ｃ

道路空間と建築物の立体的利用の推進については、平成１
６年度中に結論を得るため、立体道路制度の対象となる道
路等について検討を進めているところである。特区制度の
下、道路空間と建築物の立体的利用の推進の促進を進め
ることが適切かどうかについても、検討の途中段階であるの
で、現時点での判断は差し控えたい。

1123 1123010 千代田区
立体道路整備特区
構想

立体道路制度の弾力的
運用

・立体道路制度の既存道路への適用
・立体道路制度の自動車専用道等以外への適用

　自動車専用道路等の新設又は改築時に限られ
ている立体道路制度を、特区内では一般の既存道
路に対しても適用することにより、公共施設の整備
が課題となっている中心市街地の交通結節点等に
おいて、既存の道路交通機能を維持しつつ民間の
開発事業等とともに歩行者空間等の改善・創出を
早期に実現する。

国土交通
省

国土交通省 120300
道路掘削抑
制期間の緩
和

地下埋設工事
等による道路
の掘り返し規制
に関する緊急
措置について
（昭和３７年１０
月２３日閣議了
解）

道路管理者は、道路舗
装工事完了後は、原則
として、一定の期間（セ
メントコンクリート舗装に
ついてはおおむね５年、
アスファルトコンクリート
舗装についてはおおむ
ね３年）当該箇所の掘り
返しを抑制する措置を
講ずるものとする。

D-1

直轄国道等においては、道路交通の障害及び道路の損傷
を最小限度にとどめるために、舗装工事完了後、一定期間
掘り返しを抑制する措置を講じているところであるが、光ファ
イバーケーブルの新設又は増設等については、高度情報通
信ネットワーク社会の迅速な形成に資するという観点から特
例的に掘削抑制措置を緩和しているところであり、円滑な光
ファイバ網の接続が可能である。

1131 1131010 山梨県 やまなしＩＴプラン
道路掘削抑制期間の緩
和について

県では、国土交通省の情報ボックス等を利用して
平成16年度～17年度に民間への開放を見越した
光ファイバ網による情報ハイウェイを整備してい
る。
その敷設時及び敷設後において、情報ハイウェイ
へ接続するために道路を掘削する場合について、
掘削抑制期間の緩和を求めるもの。
道路の掘削抑制期間は、３年～５年とされている
が、情報ハイウェイの敷設及び接続にかかる掘削
の場合については抑制期間を１年以内に緩和して
頂きたい。

県の出先施設等が情報ハイウェイに接続する場合
や情報ハイウェイの民間開放により民間施設が接
続する場合に道路を掘削して、地中（情報ボックス
等）から光ファイバを取り出し電柱等に立ち上げる
必要がある。
接続における制限が軽減されることにより情報ハ
イウェイの活用が図られ、テレビ放送デジタル化へ
の対応、県内の通信格差の是正、県内産業の振
興が推進される。

国土交通
省

国土交通省 120300
道路掘削抑
制期間の緩
和

地下埋設工事
等による道路
の掘り返し規制
に関する緊急
措置について
（昭和３７年１０
月２３日閣議了
解）

道路管理者は、道路舗
装工事完了後は、原則
として、一定の期間（セ
メントコンクリート舗装に
ついてはおおむね５年、
アスファルトコンクリート
舗装についてはおおむ
ね３年）当該箇所の掘り
返しを抑制する措置を
講ずるものとする。

D-1

直轄国道等においては、道路交通の障害及び道路の損傷
を最小限度にとどめるために、舗装工事完了後、一定期間
掘り返しを抑制する措置を講じているところであるが、光ファ
イバーケーブルの新設又は増設等については、高度情報通
信ネットワーク社会の迅速な形成に資するという観点から特
例的に掘削抑制措置を緩和しているところであり、円滑な光
ファイバ網の接続が可能である。

5081 50810001 山梨県
道路掘削抑制期間の緩
和について

県では、国土交通省の情報ボックス等を利用して
平成16年度～17年度に民間への開放を見越した
光ファイバ網による情報ハイウェイを整備してい
る。
その敷設時及び敷設後において、情報ハイウェイ
へ接続するために道路を掘削する場合について、
掘削抑制期間の緩和を求めるもの。
道路の掘削抑制期間は、３年～５年とされている
が、情報ハイウェイの敷設及び接続にかかる掘削
の場合については抑制期間を１年以内に緩和して
頂きたい。

県の出先施設等が情報ハイウェイに接続する場合
や情報ハイウェイの民間開放により民間施設が接
続する場合に道路を掘削して、地中（情報ボックス
等）から光ファイバを取り出し電柱等に立ち上げる
必要がある。
接続における制限が軽減されることにより情報ハ
イウェイの活用が図られ、テレビ放送デジタル化へ
の対応、県内の通信格差の是正、県内産業の振
興が推進される。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120310
道路上空通
路の許可基
準緩和

建築基準法第４４条の
規定により、建築物は
道路内に築造してはな
らないが、公共用歩廊
その他政令で定める建
築物で特定行政庁が安
全上、防火上及び衛生
上他の建築物の利便を
妨げ、その他周囲の環
境を害する恐れがない
と認めて許可したもの
は、道路内に築造する
ことができる。

Ｄ－１

昭和３２年「道路の上空に設ける通路の取扱等について」（発
住第37号、国消発第860号、警察庁乙備発第14号）における
「道路の上空に於ける通路の許可基準」については、平成８年
に通知した「道路の上空に設ける通路の取扱い等について」
（警察庁丁規発第32号、道政発第44号、住指発第90号、住街
発第30号、消防予第39号）により、安全性の確保に十分配慮し
つつ、当該許可基準の弾力的運用を図る旨通知しているところ
であり、特定行政庁が建築計画や周囲の状況に応じて判断す
るものである。

1181 1181010
大成建設
株式会社

まちづくりのための
渡り廊下設置基準
の緩和

道路上空通路の許可基
準緩和

道路上空通路の許可基準の緩和
①階数制限の撤廃
②幅員制限の緩和
③設置数制限の撤廃

大規模かつ高層の業務施設や商業施設などが集
積したエリアにおいて、道路を隔てて向かい合う建
物を十分な道路上空通路で接続し、互いを連係さ
せることで、エリア内の都市の再生・活性化や街の
利便性、建物の防災性の向上、バリアフリーなどを
実現する。

国土交通
省

国土交通省 120320

道路を常設
駐車場として
利用するた
めの規制緩
和

道路法第２条第

道路管理者が道路上に
設ける自動車駐車場に
ついては、「道路附属
物」として整備が可能。

Ｄ－１

ご提案の道路構造等の整備について、道路管理者が基準
を踏まえて構造を検討し、道路管理者が公安委員会の意見
を聴いたうえで、道路上、又は道路に接して設ける自動車駐
車場について道路附属物として整備することは現行法令上
可能である。

1234 1234010
熊本県西
合志町､遠
山 嗣

人吉市中心商店街
活性化のための国
道445号の｢ひとよし
型ボンエルフ道路化
計画｣

人吉市九日町中心商店
街を通る国道445号を常
設駐車場として使用す
る

人吉市九日町中心商店街を通る国道445号を商店
街の常設専用駐車場として使用したいため、道路
法､道路交通法、国有財産法の運用の緩和｡
･道路全体(約250m区間）に常設駐車スペースを設
ける｡
･駐車台数50～100台
※添付資料参照(①-1～3､③-1～2)

九日町中心商店街を通る国道445号の約250m区
間を常設専用駐車場として使用するために、車、
歩行者､緊急車が安全に快適に共存して利用でき
るよう｢ひとよし型ボンエルフ道路｣に改良する｡
･いつでも店先に気軽に停まれて安全に快適に買
い物ができる｡
･”道”全体を車と共存する”ショッピングﾓｰﾙ”(買い
物公園化)にする｡
･買い物客を呼び戻す効果が期待できるとともに地
元商業者の意欲を喚起できる｡
･また､新規事業者の誘致や参画が期待できる｡
※添付資料参照(①-1～3､③-1～2)

国土交通
省
警察庁

国土交通省 120330

流通業務団
地の「公益的
施設」区域内
における立
地の許可に
かかる規制
緩和

流通業務市街
地の整備に関
する法律（昭和
四十一年法律
第百十号）第二
条、第四条、第
五条及び第七
条
都市計画法（昭
和四十三年法
律第百号）第十
一条、第五十
三条

　都市計画法上の地域地区
である流通業務地区におい
ては、流通業務市街地の整
備に関する法律（以下「流市
法」という。）第五条第一項に
よる立地規制が課されている
が、都道府県知事が流通業
務地区の機能を阻害するお
それがないと認め、又は公益
上やむを得ないと認めて許可
をした場合には、同項ただし
書の規定により立地規制を除
外することができることとなっ
ている。
　流通業務地区の土地の区
域内において、都市施設とし
て流通業務団地に関する都
市計画を定めた場合は、流
市法第五条による立地規制
に加え、都市施設に係る都市
計画法第五十三条第一項の
規定が適用され、当該土地
の区域において建築物の建
築をしようとする者は、都道
府県知事の許可を受けなけ
ればならないことと規定され
ている。
　なお、流通業務団地に関す
る都市計画においては、流通
業務施設の敷地の位置及び

D-1

　流市法における「公益的施設」については、同法第２条第６項
の規定により、「官公庁施設、医療施設その他の施設で、流通
業務地区の利便のために必要なもの」と定義されているところ
であり、流通業務地区の利便のために必要な施設であれば、
都道府県知事（指定都市・中核市にあっては、その長）におい
て都市計画法第五十三条の規定による許可の前提となる都市
計画で定められた「公益的施設」への適合性を柔軟に判断する
ことが可能である。
　なお、都市計画法第十一条第二項及び流市法第七条の規定
により流通業務団地に関する都市計画において公益的施設と
して都市計画決定されている土地の区域において、公益的施
設に該当しない施設等の立地を行う必要がある場合において
は、都市計画の変更を行うことにより対応が可能である。

1050 1050010
福岡県、福
岡市

福岡アジアビジネス
特区

流通業務団地の「公益
的施設」区域内における
立地の許可にかかる規
制緩和

　流通業務市街地の整備に関する法律（以下「流
市法」という。）における公益的施設についての定
義は、同法第２条第６項に規定され、そのうち同法
施行規則第１条に定められた施設については、知
事（または政令市及び中核市の長）の許可を得なく
ても流通業務地区内に立地できることとされてい
る。
　このため、同施行規則第１条に規定された施設
以外の公益的施設については、許可を得ることが
必要となるが、同法第２条第６項に規定された施設
であっても、流通業務団地の公益的施設の許可に
あっては、流通業務地区と異なり、同法第５条第１
項の規定は適用されないこととなっている。
　そこで、流通業務団地の「公益的施設」区域にお
いて、都市計画法第５３条の建築物の許可を行う
場合には、流市法第５条第１項の規定を準用し、
同法第２条第６項に規定する公益的施設として必
要な施設をはじめ、福岡を拠点としてアジアへ向け
た事業展開をはかる企業の進出や流通構造の変
化等に対応した施設の建設・改築・用途変更を可
能とする特例を設けていただきたい。

　現在、流通業務団地の「公益的施設」の区域内
において、金融機関の合併などにより既存施設の
空きスペースが生じており、これらの施設の有効活
用が喫緊の課題となっているが、当該区域内に
あっては、許可基準が明確でなく、施設の活用が
十分に図れない状況となっている。
　そのため、許可する根拠を明確にすることで、こ
れらの既存施設の空きスペースの有効活用を推進
するとともに、流通業のグローバル化の進展によっ
て、日本進出を始めようとするアジアを中心とした
外資系企業やアジアを視野に入れ活動する国内
外企業などの福岡流通センターへの進出を促進す
ることで、現在、流通業務施設が集積している流通
業務団地の機能を活性化させ、また地域経済の国
際化推進や外国企業立地による国内企業との連
携を図ることにより、アジアビジネスの拠点づくりを
推進したい。

国土交通
省

国土交通省 120340
都市公園の
占用手続の
簡素化

都市公園法第６

スポーツ、イベント等を
実施する際に設置する
テント、ゲート等の仮設
工作物を設けている都
市公園を占用するとき
は、都市公園法第６条
において、許可を要する
ことしている。

C
テント、ゲート等の仮設工作物による都市公園の占用につ
いても、その安全性等を公園管理者が個別に判断して許可
をすることが必要。

1222 1222010 宮崎県
スポーツランドみや
ざき展開特区

都市公園の占用手続の
簡素化

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとする場
合の手続について、公園管理者の許可を、公園管
理者への届出で足りるものとする。

都市公園内でスポーツイベント等を実施する場合
の、テント、ゲート等の仮設工作物の設置に関し
て、その手続の迅速化、容易化を図るため、一定
の条件のもとで、現行の「許可」を不要とし、「届出」
で足りることとする。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120350

土地開発公
社の事業用
地、代替用
地の売却等
処分にかか
る制限の撤
廃

「公有地の拡大の
推進に関する法
律」第九条
「公有地の拡大の
推進に関する法律
施行令」第五条
「公有地の拡大の
推進に関する法律
の施行について
（土地開発公社関
係）（昭和47年８月
28日付け建設省都
市局長及び自治大
臣官房長通達）四
（九）
「公有地の拡大の
推進に関する法律
の施行について
（土地の先買い制
度関係）（昭和47年
11月11日付け建設
省都市局長及び自
治大臣官房長通
達）四（一）

公有地の拡大の推進に
関する法律第９条の規
定により、同法第６条の
土地の買取り協議手続
により先買いされた土
地は、都市施設に関す
る事業や収用適格事業
及びこれらに準ずる事
業（公的主体が行う住
宅用宅地の譲渡に関す
る事業等）又はこれらの
事業に係る代替地の用
に供されなければなら
ない。

Ｃ Ⅰ

「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成16年３月19日
閣議決定）において、平成17年度末までに、「土地開発公社
の長期保有土地のうち、公有地の拡大の推進に関する法律
の先買い制度により取得したものについて、土地取得の経
緯、これまでの土地処分に向けた取り組み状況、土地の有
効活用に向けた計画内容等について各土地開発公社及び
地方公共団体の状況を把握した上で、先買い制度の趣旨を
踏まえつつ、土地の用途制限の緩和について、その是非を
含めて検討し、結論を得る」こととされており、現在、これに
基づき検討を行っているところである。

1092 1092010
神奈川県
小田原市

土地利用活性化特
区構想

土地開発公社の事業用
地、代替用地の売却等
処分にかかる制限の撤
廃

　土地開発公社が先行取得した土地については、
道路、公園、学校等の都市施設の事業等や、その
代替地としての使用に、用途が限定されている。
　法律上限定された用途に限らず、事業用地、代
替用地の処分を可能とする。

　土地開発公社が先行取得した土地については、
道路、公園、学校等の都市施設の事業等や、その
代替地としての使用に、用途が限定されている。
　そのため、事業計画の見直し等に、柔軟に対応
できず、長期間処分のできない用地を保有し、土
地利用の硬直化と借入金の利子負担増加の原因
となっている。
　法律上限定された用途に限らず、事業用地、代
替用地の処分を可能とすることにより、事業計画
の見直し等に柔軟に対応し、借入金の利子負担の
減少により、地方財政への負担軽減が可能とな
る。
　また、優良宅地の供給による定住化の促進、新
たな土地の利活用による民間企業の経済活動へ
の一助となることが期待される。

総務省
国土交通
省

国土交通省 120360

歴史的建造
物復元にお
ける建築基
準法の緩和

建築基準法第
27条第1項

3階以上の階を劇場、学
校、体育館等の用に供
する建築物は、耐火建
築物としなければならな
い。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全及び衛生の観点から、建築物の用途規模等に応じて、
建築物の構造及び設備等に関する最低限の基準を定めて
いるものである。3階以上の階を学校等の用途に供する特
殊建築物については、多数の人の安全性を確保する見地
等から、耐火建築物とすることを求めており、歴史的建造物
復元事業の場合でも、建築物を新築する場合に、ご要望の
ような緩和を行うことは困難である。

1061 1061010
福井県福
井市

歴史的建造物復元
特区

歴史的建造物復元にお
ける建築基準法の緩和

不特定多数の人が出入りする特殊建築物は、３階
以上は耐火建築物でなければならない。この規制
を、地域が条例等で位置付けた重要な歴史的建造
物復元事業の場合には、延焼等の恐れがないな
ど防火安全上の確保を条件に緩和する。

本市でこれまで取り組んでいる『歴史のみえるまち
づくり』を更に推進するため、市民が郷土の誇りと
している由緒ある歴史建造物を復元する。

国土交通
省

国土交通省 120370

大規模特殊
建築物にお
ける避難安
全検証法の
基準の緩和

建築基準法第
35条の2
建築基準法施
行令第129条、
第129条の2、
第129条の2の2

一定規模等の特殊建築
物等の室内に面する部
分は不燃性の材料で覆
わなければならない。
しかし、建築物に火災
が発生した場合に避難
上支障がある高さまで
煙が降下する前に、全
ての在館者が避難でき
ることが確かめられた
建築物については、当
該規制を適用除外でき
る。

D-1

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全及び衛生の観点から、建築物の用途規模等に応じて、
建築物の構造及び設備等に関する最低限の基準を定めて
いるものである。ご提案の建築物が、必要な避難安全性能
を有するものであれば、避難安全検証法によらなくても、当
該性能に関する国土交通大臣の認定を取得することで、一
定の内装制限を適用除外することができる。

1121 1121010
大分県日
田市

大規模特殊建築物
木材活用活性化事
業

大規模特殊建築物にお
ける木材活用制限の緩
和

　劇場等特殊建築物の内装仕上げについて、政令
で定める避難安全検証法の基準の緩和

　現在計画している総合文化施設の建設につい
て、本市の特産である木材をふんだんに活用し、
地域の交流拠点としての整備を進めていくもの。特
に、大・小ホールやロビー等の内装に多くの木材を
活用していくことにより、本市の基幹産業である林
業など木材関連産業の活性化を図るもの。

国土交通
省

国土交通省 120380
木造建築物
の防火安全
基準の緩和

建築基準法第
27条第1項

3階以上の階を医療施
設等の用に供する建築
物は、耐火建築物とし
なければならない。

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全及び衛生の観点から、建築物の用途規模等に応じて、
建築物の構造及び設備等に関する最低限の基準を定めて
いるものである。3階以上の階を医療施設等の用途に供す
る特殊建築物については、就寝用途に供する建築物である
ため、建築物災害に遭遇した際の安全避難を確保する等の
見地から、耐火建築物とすることを求めており、ご要望のよ
うな緩和を行うことは困難である。

1163 1163010 愛媛県
愛媛県公共施設木
材利用推進構想

建築基準法の緩和

　建築基準法では、医療施設等、特殊建築物は防
火安全対策のため、木造化を規制しているが、耐
火性能検証法により木造化が可能であるとなって
いる。
　しかしながら、この検証法は手続きが煩雑で、し
かも建築費が高くなることから、現実的には大型公
共施設の木造化が進んでいない状況にある。
　このため、３，０００ｍ２以下、３階建ての特殊建
築物は準耐火建築物となるよう、建築基準法の用
途区分による規制を緩和して欲しい。

　愛媛県の公共施設等木材利用推進連絡会議に
おいて、延べ床面積が３，０００ｍ２以下であるにも
かかわらず、３階以上であるため、木造化が出来
ない公共施設が、１０施設のうち４施設もあったこと
から、４階建てでも準耐火建築物となるよう規制緩
和して欲しいが、暫定措置として、３階建てでも準
耐火建築物となれば、公共施設への木材利用が
促進される。

国土交通
省
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担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
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規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120390

高床式農林
漁業体験民
宿の特殊建
築物取扱の
緩和

建築基準法第
27条第1項

3階以上の階を旅館等
の用に供する建築物
は、耐火建築物としなけ
ればならない。

C

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全及び衛生の観点から、建築物の用途規模等に応じて、
建築物の構造及び設備等に関する最低限の基準を定めて
いるものである。
新潟県では、高床部分の階高が、1.5mに満たない高床式の
建築物であれば、高床部分を階とみなさないこととされてい
ると聞いており、ご提案の建築物が、高床部分の階高が、
1.5mに満たない建築物であれば、当該建築物は3階部分で
はなく、2階部分を旅館の用途に供する建築物であり、耐火
建築物とする必要はないと思慮される。
ご提案の建築物が、高床部分の階高が、1.5mを超えている
高床式の建築物で、3階部分を就寝用途である旅館として
使用するのであれば、建築物災害に遭遇した際の安全避難
を確保する見地から、耐火建築物とすることを求めており、
ご要望のような緩和を行うことは困難である。

1180 1180010 新潟県

建築基準法における
高床式農林漁業体
験民宿での特殊建
築物取扱の緩和

建築基準法における高
床式農林漁業体験民宿
の特殊建築物取扱の緩
和

　建築基準法第２７条の特殊建築物で３階以上を
旅館用途に供する建築物での耐火建築物としなけ
ればならないことについて、特別豪雪地帯等で３階
部分を旅館用途とする高床式農林漁業体験民宿
において、３階の客室から速やかに２階に設置され
た玄関等避難口を使って避難ができるものに限
り、特殊建築物の適用から除外とする。

　特別豪雪地帯等の高床式農林漁業体験民宿に
ついて建築基準法第２７条における特殊建築物に
該当させないことにより、農家民宿の開設が容易と
なり、体験交流の一層の促進を図ることで、地域活
性化を推進する。

国土交通
省

国土交通省 120400

建築基準法
第４条第２項
の規定に基
づく建築主
事の設置

建築基準法第4
条

法第4条第3項は、従来
建築主事を置いていな
い市町村が建築主事を
置こうとする場合に、都
道府県から市町村への
事務の移行が円滑に行
われることを確保するた
め、あらかじめ、その設
置について、都道府県
知事に協議し、同意を
得ることとしている。

C

ご要望の件については、建築基準法上の規制が障害となっ
ているものではなく、制度上は建築主事の設置が可能であ
るにもかかわらず、特定行政庁の事情で不可能な状況に
なっているものであるため、特区として対応することは不適
切である。
また、ご提案の内容では、法第4条第3項の趣旨である事務
移管後の建築行政の円滑な実施を担保することはできない
と思われることから、ご要望の実現は困難である。

1122 1122010 千代田区
千代田区総合まちづ
くり推進特区

建築基準法第４条第２
項の規定に基づく建築
主事の設置

建築基準法第４条第2項の規定に基づく建築主事
の設置の際における東京都知事との協議を行い、
同意を得ることを要する旨を定める同条第３項の
規定を、千代田区には適用しない。

現在は建築物の延べ床面積１万㎡以下に制限さ
れている千代田区の特定行政庁及び建築主事の
建築確認、建築許可、中間検査、完了検査、特殊
建築物定期調査報告書調査、建築設備定期検査
報告書調査及び違反建築物取締等の事務処理の
権限の制限を撤廃するとともに、現在は東京都知
事の権限とされている中間検査特定工程指定及び
特例容積率適用区域内における特例容積率の限
度の指定等の事務処理の権限を千代田区長の権
限とすることにより、無制限な建築基準法に基づく
事務処理の権限と現在千代田区が特別区の事務
処理の特例に関する条例（平成１１年東京都条例
第１０６号）により東京都知事から権限委譲を受け
ている都市計画法、都市再開発法及び土地区画
整理事業法等に基づく許認可権限とを合わせて有
機的に行使することにより、主体的かつ総合的な
まちづくりを推進する。

国土交通
省

国土交通省 120410

学校設置会
社による大
学について
の建築基準
法の緩和

建築基準法第2
条第二号、第
28条
建築基準法施
行令第114条

建築基準法において
は、不特定多数の者の
用に供する建築物、火
災の発生するおそれの
大きい建築物や周囲に
及ぼす影響が大きい等
の特性を有するため、
特段の規制の対象とす
る必要性が大きい建築
物について、限定的に
列挙し、これらの特性に
応じた基準を適用する
ため、法第2条第2項に
特殊建築物として定義
している。
法第28条第1項は、住
宅、学校等の居室につ
いて採光を確保するた
め、居室に対して一定
の基準を満たす採光に
有効な窓その他の開口
部を設けることを義務付
けている。
また、令第114条に基づ
く間仕切壁に係る規定
は、多数の者が利用す
る公共的施設である学

Ｃ

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、安全上
及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築
物の構造及び衛生等に関する最低基準を定めているものであり、
一般的な事務棟として使用されていた建物等を学校として用いた
場合には、学校としての用に供されることとなるから、その用途と
しての特性に応じた建築基準に適合することが必要となる。
法第28条については、自然光が人間にもたらす身体的な効果を勘
案し、成長過程にある者や高齢者等が長期間反復・継続的に利
用する可能性がある居室等について、所要の自然光を確保する
ために設けられた基準であるが、近年では高齢者が大学で学習
する生涯学習等が普及しているなどさまざまな年齢層の者が利用
することが考えられることから、大学の教室についても本規定の対
象としているところであり、健康の保護等の観点から緩和を行うこ
とは困難である。
また、施行令第114条の規定は、避難弱者である学童、高齢者等
が長期間反復・継続的に利用する可能性がある大学などの建築
物について、火災時に建築物内の人々が火災の拡大に先んじて
安全に避難できるよう、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造と
し、小屋裏等に達しせしめることを義務付けているものであり、生
命の安全の観点から、ご要望の提案の実現は困難である。
なお、大学の教室については、住宅の居室、高校等の教室ほどの
衛生上の配慮を必要としないことから、採光の基準を緩和してい
るところであり（窓等の開口部で採光に有効な部分の面積のその
床面積に対する割合（以下、割合という。）について、大学の教室
は１／１０）、さらにオフィスビルを大学に転用しようとした場合に、
窓等の開口部が道に面している場合等には、平成12年の法改正
時に導入した採光補正係数が３となり、当該割合は１／３０まで緩
和されることとなり、実態としては当該基準がその支障となること
は考えにくい。

1246 1246010
株式会社
東京リーガ
ルマインド

株式会社大学特区

一般の事務棟を大学の
キャンパスとして利用す
る場合についての建築
基準法の緩和

一般の事務棟をキャンパスとして利用する大学に
ついては、建築基準法第2条2項に定める特殊建
築物から当該大学建物を除外し、建築基準法第28
条、建築基準法施行令第114条第２項の規定する
「学校」からも当該大学を除外することとします。

消費者主義に基づく株式会社大学を設立し、地域
や学生のニーズに的確に応えた教育サービスの
提供を実現します。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120420

既存公共施
設を学校へ
用途転用す
る際の建築
基準法の緩
和（採光の面
積 ）

建築基準法施
行令第19条

成長過程にある者や高
齢者等が利用する施設
について、自然光を確
保するため、居室に対
して一定基準を満たす
採光に有効な開口部を
設けることを義務付けて
いる。

C

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に
応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低基準を定め
ているものであり、建築確認等の事務は、当該基準に適合
するかどうかを確認する、裁量性の無い行為であることか
ら、施設設置者と協議して、基準を弾力的に運用することは
できない。
また、保健所として使用されていた建物を養護学校として用
いた場合には、学校としての用に供されることとなるから、そ
の用途としての特性に応じた建築基準に適合することが必
要となるが、施行令第19条は、自然光が人間にもたらす身
体的な効果を勘案し、成長過程にある者や高齢者等が長期
間反復・継続的に利用する可能性がある居室等について所
要の自然光を確保するために設けられた基準であり、健康
の保護等の観点から緩和を行うことは困難である。
なお、養護学校については、その利用実態に応じて、採光
の基準を設定しているところであるが、窓等の開口部が道
に面している場合等には、平成１２年の法改正時に導入した
採光補正係数が３となり、窓等の開口部で採光に有効な部
分の面積のその床面積に対する割合を１／１５まで緩和さ
れることとなり 実態としては当該基準がその支障となること

1161 1161010 愛媛県
えひめリフォームス
クール推進特区

既存公共施設を用途転
用する際における建築
基準法施行令の適用緩
和（教室の採光の確保
）

建築基準法施行令第１９条第３項の規定につい
て、既存公共施設を用途転用する際に、個別に施
設設置者と当該所管の建築主事が協議のうえ、特
例として基準を弾力的に運用することを認める。

保健所の既存建物を用途転用し、県立養護学校を
開設する。

国土交通
省

国土交通省 120430

既存公共施
設を学校へ
用途転用す
る際の建築
基準法の緩
和（天井高 ）

建築基準法施
行令第21条

居室のうち、学校（大学
等を除く。）の教室でそ
の床面積が50㎡を超え
るものにあっては、天井
の高さを3ｍ以上にする
ことを求めている。

Ｄ－４

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、安全上
及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築
物の構造及び衛生等に関する最低基準を定めているものであり、
建築確認等の事務は、当該基準に適合するかどうかを確認する、
裁量性の無い行為であることから、施設設置者と協議して、基準
を弾力的に運用することはできない。
なお、保健所として使用されていた建物を養護学校として用いた
場合には、学校としての用に供されることとなるから、その用途と
しての特性に応じた建築基準に適合することが必要となる。建築
物の天井高については、国民の健康、衛生を確保する観点から、
最低確保する必要がある天井高を建築基準法で規定しており、一
般の建築物にあっては、２．１ｍ以上、学校（大学、専修学校、各
種学校及び幼稚園を除く。）にあっては、３ｍ以上と定められてい
る。この学校の天井高規制については、設計上の制約のデメリット
や建設コスト、既存ビルの学校への転用等の観点から緩和すべき
であるとの意見がある一方、学校の教室については、成長過程に
ある児童生徒にとって健康的な環境を確保する必要がある。
このため、学校の教室の天井高が学校生活における児童生徒の
心身の健康に与える影響等について、教室の採光や空気質等を
含めた総合的な室内環境のあり方の観点から、多様な専門家に
よる調査・検討を行うこととし、これらの結果を踏まえて、学校の教
室の天井高のあり方について平成１７年度上半期中に結論を得
て、その後すみやかに必要な措置を講じる。
なお 専門家による調査・検討については 多様な意見を聴取し

1161 1161020 愛媛県
えひめリフォームス
クール推進特区

既存公共施設を用途転
用する際における建築
基準法施行令の適用緩
和（天井高の確保）

建築基準法施行令第２１条第２項の規定につい
て、既存公共施設を用途転用する際に、個別に施
設設置者と当該所管の建築主事が協議のうえ、特
例として基準を弾力的に運用することを認める。

保健所の既存建物を用途転用し、県立養護学校を
開設する。

国土交通
省

国土交通省 120440

既存公共施
設を学校へ
用途転用す
る際の建築
基準法の緩
和（階段の幅
並びに階段
のけあげ及
び踏面の寸
法 ）

建築基準法施
行令第23条

通行上、避難上の安全
等を確保するため、階
段の幅、けあげ、踏面
の寸法を定めている。

C

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に
応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低基準を定め
ているものであり、建築確認等の事務は、当該基準に適合
するかどうかを確認する、裁量性の無い行為であることか
ら、施設設置者と協議して、基準を弾力的に運用することは
できない。
保健所として使用されていた建物を養護学校として用いた
場合には、学校としての用に供されることとなるから、その
用途としての特性に応じた建築基準に適合することが必要
となるが、階段の幅、けあげ、踏面の寸法は通行上、避難
上の安全等を確保するための基準であり、ご要望のような
緩和を行うことは困難である。

1161 1161030 愛媛県
えひめリフォームス
クール推進特区

既存公共施設を用途転
用する際における建築
基準法施行令の適用緩
和（階段の幅、けあげの
寸法、踏面の寸法）

建築基準法施行令第２３条第１項の規定につい
て、既存公共施設を用途転用する際に、個別に施
設設置者と当該所管の建築主事が協議のうえ、特
例として基準を弾力的に運用することを認める。

保健所の既存建物を用途転用し、県立養護学校を
開設する。

国土交通
省

国土交通省 120450

既存公共施
設を学校へ
用途転用す
る際の建築
基準法の緩
和（間仕切壁
）

建築基準法施
行令第114条

多数の者が利用する学
校等の建築物について
は、火災の拡大に先ん
じて安全に避難できる
ように、防火上主要な間
仕切壁を設置することを
義務付けている。

C

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全上及び衛生上等の観点から、建築物の用途、規模等に
応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低基準を定め
ているものであり、建築確認等の事務は、当該基準に適合
するかどうかを確認する、裁量性の無い行為であることか
ら、施設設置者と協議して、基準を弾力的に運用することは
できない。
また、施行令114条は、避難弱者である学童、高齢者等が長
期間反復・継続的に利用する可能性がある学校などの建築
物について、火災時に建築物内の人々が火災の拡大に先
んじて安全に避難できるよう、防火上主要な間仕切壁を準
耐火構造とし、小屋裏等に達しせしめることを義務付けてい
るものであり、生命の安全の確保の観点から、ご要望の提

1161 1161040 愛媛県
えひめリフォームス
クール推進特区

既存公共施設を用途転
用する際における建築
基準法施行令の適用緩
和（間仕切壁の設置）

建築基準法施行令第１１４条第２項の規定につい
て、既存公共施設を用途転用する際に、個別に施
設設置者と当該所管の建築主事が協議のうえ、特
例として規定の適用を除外することを認める。

保健所の既存建物を用途転用し、県立養護学校を
開設する。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120460

道路斜線制
限による建
物高さの撤
廃する区域
の新設

建築基準法第
５６条

建築物の各部分の高さ
は、都市計画法に基づ
く都市計画及び建築基
準法により定められて
いる。

D-1

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地
の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高
さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認めら
れる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定
めることにより、斜線制限を適用除外とすることが可能であ
る。

1174 1174010
岐阜県岐
阜市

柳ケ瀬地区居住とに
ぎわい創出特区

 建築基準法第56条の
適用除外区域

　道路斜線制限による建物高さ制限を撤廃する区
域を定める

　道路幅員による建物高さ制限を撤廃する区域を
定め、地方都市における中心市街地の土地利用
の高度化を図ることにより、まちの活性化及び都市
再生における再開発事業の促進に寄与する。

国土交通
省

国土交通省 120470

道路幅員に
よる指定容
積率の撤廃
する区域の
新設

建築基準法第
５２条第２項

建築物の容積率は、都
市計画法に基づく都市
計画及び建築基準法に
より定められている。

D-1

建築基準法第５２条第２項の前面道路幅員による容積率制
限については、同法第６８条の５の４の街並み誘導型地区
計画等を活用することにより、当該地区計画等の内容に適
合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支
障がないと認める建築物については、適用除外とすること
が可能である。

1174 1174020
岐阜県岐
阜市

柳ケ瀬地区居住とに
ぎわい創出特区

建築基準法第５２条第２
項の規制緩和区域

　地域が策定した居住とにぎわい創出計画に適合
する建築物に係る道路幅員による指定容積率の
上限制限の規制緩和区域を定める。

　柳ケ瀬地区において、地域の策定した居住とに
ぎわい創出計画に適合し、かつ一定の要件を満た
した場合にあっては、道路幅員による指定容積率
の上限制限の規制緩和を適用できることとし、密
集市街地の不燃化及び都心居住による活性化を
図りつつ、都市における中心市街地の居住とにぎ
わい創出に寄与する。

国土交通
省

国土交通省 120480

都市計画法
及び建築基
準法の見直
しによるゾー
ニング及び
地域地区制
の一部緩和

建築基準法第
４８条第１項

各用途地域ごとに建築
可能な建築物の範囲又
は建築してはならない
建築物の範囲が定めら
れている。

D-1

用途規制は、１２種類の用途地域を地域の実情に合わせて
指定して市街地の類型に応じた建築制限を行うことにより、
地域における住居の環境の保護又は業務の利便の増進を
図るためのもっとも基本的な制限であるため、安定的な枠
組みとして定めるべきものである。その規制を一律に緩和す
ることは適当ではないが、地域内の建築物の用途の特殊性
等にあわせてよりきめ細かな用途の緩和等を行う必要があ
る場合には、基本となる用途規制を補完して特別用途地区
や地区計画により対応することが可能である。

1140 1140010

特定非営
利活動法
人　雑木林
物語（ざつ
ぼくりんも
のがたり）

向こう三軒両隣ご近
所づきあい再生特区
～多世代交流自然
村計画

都市計画法及び建築基
準法の見直しによる
ゾーニングと地域地区
制の一部緩和。

■広域に点在している地域資源（人・モノ・場所・
サービス）を、高齢者が歩いて利用できるようなコ
ミュニティ単位（たとえば１㌔圏内）に位置づける
・居住エリア、ビジネスエリア、アミューズメントエリ
ア、福祉エリアという区域（ゾーニング）の考え方
や、第１種低層住居専用地域や第２種中高層住居
専用地域といった地域・地区制区分の考え方を緩
和し、建築物の用途や条件をつけたうえで、暮らし
に必要なモノやサービスをコミュニティ単位に位置
づけていく。

ゾーニングや地域地区制を緩和して、長久手町の
区画整理事業及び都市再生モデル事業とと平行し
て展開を予定している「多世代交流自然村」計画
等の中で、　　　　　　　　　　　　　　　■１．たとえば
第１種低層住居専用地域に、住宅のほか、誰でも
出入りできる福祉施設とホテル、レストランや雑貨
店、診療所等を組み合わせた複合型施設もしくは
それらの機能を単体で建築する。
■２．まち全体が商店街や長屋のようなコミュニ
ティを創る

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120490

道路からセッ
トバックした
敷地におけ
る道路接道
義務の緩和

建築基準法第
４２条第２項、
第４３条

建築物の敷地は、建築
基準法上の道路に２ｍ
以上接していなければ
ならない。

D-1

道路は、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、
建築物等の日照・通風・採光等の確保など、安全で良好な
市街地を形成する上で重要な機能を果たしており、接道が
十分ではないところで建築物が建ち並ぶことは平時の利用
のみならず、災害時の避難や消防活動にも大きな支障をき
たすことになるため、建築基準法第４３条においては、都市
計画区域内等においては、安全で良好な市街地環境確保
の観点から、建築物の敷地は原則として道路に２ｍ以上接
していなければならないこととされている。
ご提案にあるような、公道からセットバックした敷地に建てら
れる個人の戸建住宅等に幅員４ｍ以上の通路を設ける規
制は、建築基準法上の規定ではない。

1140 1140020

特定非営
利活動法
人　雑木林
物語（ざつ
ぼくりんも
のがたり）

向こう三軒両隣ご近
所づきあい再生特区
～多世代交流自然
村計画

道路からセットバックし
た敷地（宅地）に、規定
の幅の通路（道路）を設
けず、共有化を図る。延
長敷地（接道義務）の一
部緩和。

公道からセットバックした敷地に建てられる個人の
戸建住宅等に幅員４ｍ以上の通路を設ける規制を
緩和し、住人管理の共同庭とし、自然との共生を
図る。

■門扉や車庫を作らず、子供の遊び場や井戸端
会議の場所としての共同庭化を推進し、隣組、向こ
う三軒両隣の近所づきあいを再生
・共同の庭にすることで自然環境と子供たちが自
由に遊び回れる空間を確保する。人と人との交流
を増やし、住人同士の向こう三軒両隣の助け合い
や井戸端会議のようなふれあいがうまれる。
・社会問題化している介護や子育ての疲労やスト
レスから生じる虐待や殺人、孤独や不安の軽減を
図ることができ、コミュニティ全体が長屋のような空
間になることで、安心して病気の子供を預けて出
かけられたり、洗濯物を取り込んでもらえたり、悩
みごとや心配事も気軽に相談できるような誰にも
役割があり、必要とされる地域づくりが可能とな
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■住人憲章
の策定・実施　　　　　　　　・住人自治の視点から
「住人憲章」を設け、共同庭化や自家用車を乗り入
れないなどの条件を明確にし、セキュリティー機能
も果たせる仕組みづくりを行う。

国土交通
省

国土交通省 120500
堆肥場設置
に伴う接道
義務の緩和

建築基準法第
４３条

建築物の敷地は、建築
基準法上の道路に２ｍ
以上接していなければ
ならない。

D-1

都市計画区域内であれば、堆肥場が建築物である場合は、
建築基準法上、原則として建築物の敷地が幅員４メートル
以上の道路に２ｍ以上接する必要があるが、この規定を満
足していない場合でも敷地の周囲に広い空地を有する等の
条件に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び
衛生上支障がないと認めて許可した場合には建築が可能
である。なお、都市計画区域又は準都市計画区域外であれ
ば、当該規制は適用されておらず、接道していなくてもよ
い。

1219 1219010
有限会社
ワイディエ
フ

酪農振興特区
建築基準法上の建築確
認

建築基準法上4m以上の道路に接しなければ建築
物は建てられないとされているが、建物が堆肥場
としてのみ使用が目的の為電気水道等の設備を
必要とせず、作業道路に接しているため安全に問
題はない

堆肥の蓄積及び切り換し作業場を建築
国土交通
省

国土交通省 120510

用途地域に
おける学校
等の基準の
緩和

建築基準法別
表第２（は）項
第二号

各用途地域ごとに建築
可能な建築物の範囲又
は建築してはならない
建築物の範囲が定めら
れている。

D-1

建築基準法別表第二（は）項第２号により、第１種中高層住
居専用地域において立地が認められている、大学、高等専
門学校、専修学校その他これらに類するもののうち、「その
他これらに類するもの」は、教育施設、研究施設その他の教
育文化施設で第１種中高層住居専用地域の居住環境を害
するおそれが少ないものであり、具体的には各種学校、職
業訓練校、研修所、学術の研究所等が含まれるが、騒音の
発生等により近隣の居住環境を害するおそれのある用途が
主である建築物は除かれるものである。よって、公的教育機
関か民間教育機関かによって区別されるものではなく、設置
される建築物の設計や利用形態等により判断されることと
なる。

1204 1204010
株式会社
エル・
シー・エー

民間教育機関にか
かる建築基準の緩
和特区

用途地域における建築
物の制限の緩和

建築基準法48条の別表、第2の（は）の二「大学・高
等専門学校・専修学校・その他、これらに類するも
の」に「公的認可を受けていない民間教育機関で
あっても、一定の規模と実績があり、地域の活性
化に資するもの」を追加

緩和することにより、500㎡以下という規制がある
ゆえ設置できない音楽室・図工室・家庭科室・調理
室・理科室・図書室・室内運動場・PC室などが設置
できるようになり、充実した教育ができる。また米
軍との文化交流をする際のスペースを持つことが
容易になる。（他校や地域の交流活動の可能性も
ある。）

国土交通
省

国土交通省 120520

都市計画区
域内におい
て都市計画
の決定が必
要な特殊建
築物の緩和

建築基準法第
５１条、都市計
画法第１１条

産業廃棄物処理施設等
は、①都市計画におい
てその敷地の位置が決
定しているもの、②特定
行政庁が都道府県都市
計画審議会の議を経て
許可したもの又は③一
定規模の範囲内におい
て新築若しくは増築する
ものでなければ建築し
てはならない。

D-1

建築基準法第５1条の規定により、都市計画区域内におい
ては、政令で定める処理施設について、都市計画でその敷
地が決定しているものでなければ、新築し、又は増築しては
ならないとしている。ただし、特定行政庁が都道府県都市計
画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障が
ないと認めて許可した場合には、立地をすることができるこ
ととしているため、都道府県都市計画審議会の議を経て特
定行政庁の許可を取得することにより、処理施設の立地は
可能である。

1010 1010010

ＮＰＯ法人
ＴＩＥＳ２１え
ひめ、(有)
フォレスト
ファーム

動植物性残渣と畜
糞堆肥を利用した地
域資源を活用する農
中心の地域環境を
保全・活用する地域
農村活性化特区

建築基準法では都市計
画区域内に於いては処
理施設の用途に供する
建築物は建築してはい
けないと規定しています

現実に都市計画区域の調整区域に畜産施設があ
り畜糞が堆肥化している状況がありながら、新にそ
の畜糞などを利用し一般廃棄物の堆肥化などをそ
の同じ場所で行えないのは非常に経済的損失が
大きいと考えます｡せめて調整区域・農業振興地域
などの農業地域でこの事業が行えるような配慮が
欲しいと考えます｡

畜産農業から出る畜糞廃棄物(産業廃棄物)と耕種
農家が出すわらなど(一般廃棄物)・食品関連事業
者から出る動植物性残渣(産業廃棄物・一般廃棄
物)を混合堆肥化などを実施する事により農業者は
安全・安価な堆肥を自給する事が可能になります｡
この事により地域内循環環境保全型農業に移行し
持続可能な自主自立した農業が可能になると考え
ます。

国土交通
省

国土交通省 120530

災害時に一
時的に上昇
する建物に
おける建築
高さ等建築
基準法の緩
和

建築基準法第
56条

建築物の各部分の高さ
は、都市計画法に基づ
く都市計画及び建築基
準法により定められて
いる。

C
このような構造形式の建築物については承知しておらず、
建築物として必要な安全性等を有しているかも不明である。
ご提案の内容からは判断することができない。

1284 1284010 真子　訓次

地震による堤防決壊
等の水害時に一時
的に高さ制限を越え
る防災建築構想

災害時に一時的に上昇
する建物に関し、建築基
準法における高さ制限、
道路斜線制限等の緩和

地震による堤防決壊によって発生する濁流等の被
害を避けるために、シリンダージャッキを作動させ
建物を上昇させる。この場合、災害時という一時的
とはいえ建築基準法上の高さ制限、道路斜線制限
等の規制がかかることから、災害時の限定するこ
とで当該既成を緩和する。

地震による堤防決壊によって発生する濁流等の被
害を避けるために、シリンダージャッキにより建物
の高さを４ｍ上昇させることで、災害を避ける。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120540

高度利用地
区における
公開空地へ
の駐輪上の
設置等基準
の緩和

【重複のため
削除】

1118 1118010
株式会社
パルテきた
こし

歩道状公開空地の
利用による駐輪対策

歩道上公開空地利用の
コイン式駐輪機設置

高度利用地区において、壁面の位置の制限等によ
り確保された空地の有効活用が出来るように。

コイン式駐輪機を設置する事により、電車利用者
等により無秩序に増え続ける不法駐輪、放置自転
車の排除が可能になり、商業施設利用目的のお客
様が、市道（消防活動空地含む）に駐輪することが
無くなる。又点字ブロックがふさがれることも無くな
り、歩行者の安心と、良好で安全な市街地環境の
確保。

国土交通
省

国土交通省 120550

市街化調整
区域におけ
る開発許可
要件の緩和

都市計画法第
２９条第１項

市街化調整区域で開発
行為の許可を受けるた
めには、都市計画法第
34条各号のいずれかに
該当しなければならな
いが、例えば同条第8号
の2では、地区整備計画
が定められている地区
計画等の区域内におい
て当該地区計画等の内
容に適合する建築物の
建築の用に供する目的
で行う開発行為につい
て、開発区域の面積を
問わず許可できることと
なっている。

D-3

　市街化調整区域における開発行為は、地区整備計画が定
められている地区計画等の区域内において当該地区計画
等の内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行
うもの等は現行制度上許可できることとなっている。
　なお、国土交通省では、地域再生推進のためのプログラ
ム別表２（212032）等に基づき、地域再生の支援措置等とし
て、開発許可制度の市街化調整区域における弾力的な運
用の情報提供を全国の開発許可権者に対し実施したところ
である。

1077 1077010 高野　工

太陽光発電住宅建
設のための定期借
地権付土地開発推
進事業

市街化調整区域におけ
る土地開発規制の緩和
（開発許可項目への追
加）

20ha以上なければ許可とならない市街化調整区域
における土地開発を、地球環境保護や良好な住環
境確保に関する以下の条件を満たした場合、1ha
からでも住宅が建設できるよう許可する。
・1ha以上の定期借地権付住宅団地
・各戸は太陽光発電4ＫＷＨを設置
・土地100坪以上、建物延床40坪以上の住宅建設
というゆとりのある住環境

地球環境を保全し、後世へ引き継ぐことは我々の
責務であり、京都議定書にも書かれている二酸化
炭素の削減目標達成のためには、身近なできるこ
とから始める必要がある。
一方、農地については、従事者の高齢化が進んで
いるが、市街化調整区域では他の用途への転用
は非常に困難で、耕作放棄地となる恐れが高まっ
ている。
また、個人の住宅建設にあたっては土地代金の支
払いがネックであり、低所得者層は借家せざるを
得ない状況にある。
このため、一定の要件を満たす開発に限って、市
街化調整区域における土地開発を認めるよう規制
緩和することにより、国が実施すべき地球温暖化
防止、耕作放棄地対策、低所得者層への良好な
住居の提供を図る。
ひいては、住宅購買意欲の高まりによる地域経済
の活性化に繋がると考える。

国土交通
省

国土交通省 120550

市街化調整
区域におけ
る開発許可
要件の緩和

都市計画法第
２９条第１項

市街化調整区域で開発
行為の許可を受けるた
めには、都市計画法第
34条各号のいずれかに
該当しなければならな
いが、例えば同条第8号
の2では、地区整備計画
が定められている地区
計画等の区域内におい
て当該地区計画等の内
容に適合する建築物の
建築の用に供する目的
で行う開発行為につい
て、面積を問わず許可
できることとなっている。

D-3

　市街化調整区域における開発行為は、地区整備計画が定
められている地区計画等の区域内において当該地区計画
等の内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行
うもの等は現行制度上許可できることとなっている。
　なお、国土交通省では、地域再生推進のためのプログラ
ム別表２（212032）等に基づき、地域再生の支援措置等とし
て、開発許可制度の市街化調整区域における弾力的な運
用の情報提供を全国の開発許可権者に対し実施したところ
である。

1100 1100010 渡辺　偉
運動公園前ニュータ
ウン計画

都市計画法第３４条第１
０号イ及び都市計画法
施行令第３１条

大規模開発基準が５ha以上を３haに緩和してほし
い。

宅地造成地として最適であること。低価格で環境
にあった街づくりです。

国土交通
省

国土交通省 120560

市街化調整
区域におけ
る公益上必
要な建築物
の基準の緩
和緩和

都市計画法第
２９条第１項

市街化調整区域で開発
行為の許可を受けるた
めには、都市計画法第
34条各号のいずれかに
該当しなければならな
いが、例えば同条第10
号ロでは、開発区域の
周辺における市街化を
促進するおそれがない
と認められ、かつ、市街
化区域内で行うことが
困難又は著しく不適当
と認められる開発行為
について、都道府県知
事等が開発審査会の議
を経て個別に許可でき
ることとなっている。

D-3 1128 1128010 阿部豪友
保険薬局公益施設
構想

保険調剤薬局を公益施
設とする

保険調剤薬局を都市計画法上の公益施設とし市
街化調整区域において保険調剤薬局の建築に病
院・医院と同様、許可を必要としない。

市街化調整区域に立地する病院・医院に通院する
患者が利用しやすい場所に保険調剤薬局を建築
し医薬分業を実現し、利用患者の服用薬の管理お
よび情報の提供を行い医療の質の向上および医
療事故抑止等を実現することを目的としたい。

国土交通
省

　市街化調整区域における開発行為は、開発区域の周辺に
おける市街化を促進するおそれがなく市街化区域内におい
て行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為
で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又は、条例で区
域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの等は現行
制度上許可できることとなっている。
　なお、国土交通省では、地域再生推進のためのプログラ
ム別表２（212032）等に基づき、地域再生の支援措置等とし
て、開発許可制度の市街化調整区域における弾力的な運
用の情報提供を全国の開発許可権者に対し実施したところ
である。
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
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措置
の内
容
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(プロ
ジェク
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理番号
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名
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名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120570

都市計画区
域の迅速か
つ柔軟な指
定

都市計画法第
５条

都市計画区域は、都道
府県が、自然的及び社
会的条件並びに人口、
土地利用、交通量等の
現況及び推移を勘案し
て、一体の都市として総
合的に整備し、開発し、
及び保全する必要があ

D-1

都市計画区域は、自然的及び社会的条件、並びに土地利
用等の現況及び推移を勘案して指定するものとされており、
必要に応じ決定権者である都道府県の判断で適宜変更す
ることが可能である。

1049 1049010 高橋良治
「県央都市計画青白
特区」構想

都市計画区域の迅速か
つ柔軟な指定

地方自治法にいう基本構想いわゆる総合計画
及び、新市建設計画に即した指定の実現

実態としての都市を対象とした都市計画区域の
指定により、都市計画制度本来の主旨や理念を現
実のものとすることができる。

国土交通
省

国土交通省 120580

都市計画区
域における
線引き等の
迅速かつ柔
軟な変更

都市計画法第
７条

区域区分は、無秩序な
市街化を防止し、計画
的な市街化を図るため
必要がある場合に都道
府県が都市計画として
定めるものである。ま
た、都市計画を変更す
る必要が生じたときは、
遅滞なく、当該都市計
画を変更しなければな

D-1
都市計画を変更する必要が生じたときは、適宜適切に変更
するものとされており、都道府県が区域区分の都市計画の
変更を行うことが可能である。

1049 1049030 高橋良治
「県央都市計画青白
特区」構想

線引きの迅速かつ柔軟
な変更

産業及び人口フレームに基づく市街化区域の
規模設定からの脱皮と飛躍
つまり、「開発又は保全」から「開発及び保全」
を目指すものへの質的変革と、これによる市街
化調整区域の積極的な位置付け　（都市計画
区域から市街化区域を除いた残りの区域が市
街化調整区域であるといった消極的な位置付け
の是正でもある）

人口フレームの保留制度を設けた際の考え方を
更に発展させることにより、線引き制度創設の主
旨や理念を尊重しつつ実効性を確保できる。
市街化区域にあっても保全されるべき区域があり
調整区域であっても開発が許されるべき区域の
あることを明確にすることにより、投機的な土地取
引が影を潜めるとともに、計画的な土地利用に対
する理解が深まる。

国土交通
省

国土交通省 120590

地方自治法
にいう基本
構想（総合計
画）におけ
る、国及び都
道府県計画
との関係の
明確化

（１）国土総合
開発法第７条
（２）国土利用
計画法第７条、
第８条
（３）都市計画
法第１３条
　　　　同　　第
１５条
　　　　同　　第
１８条の２

（１）全国総合開発計画
が作成された場合にお
いては、これを都府県
総合開発計画、地方総
合開発計画及び特定地
域総合開発計画の基本
とするものとする。
（２）国土利用計画につ
いて、都道府県計画は
全国計画を基本とする
ものとし、市町村計画
は、都道府県計画を基
本とするものとする。
（３）都市計画区域にお
いて定められる都市計
画は、都道府県が定め

Ｅ
これらの規定は、地方自治法に基づく基本構想と、国・都道
府県が作成する計画との関係を規定しているものではな
い。

1049 1049040 高橋良治
「県央都市計画青白
特区」構想

地方自治法にいう基本
構想いわゆる総合計画
と、国及び都道府県計
画との関係の明確化

総合計画と、国及び都道府県が定める計画の
関係が対等・協力のそれであることの認知

基礎的自治体の定める計画が下位計画ではない
ということを通じて、その作成主体の関係までもが
上下・主従ではなく対等・協力の関係にあることが
明確になり、それぞれに実感される。
国を基本として都道府県が定め、都道府県を基本
として基礎的自治体が定めるという上下・主従の
流れは秩序と安定、ナショナルミニマムを実現し、
基礎的自治体の定める計画を国や都道府県が自
身の計画と対等・協力のものとして尊重するという
流れは当該地ならではの個性的な魅力、ローカル
マキシムを実現するものである。

国土交通
省

国土交通省 120600

歴史的風土
特別保存地
区の指定期
間の短縮

古都における
歴史的風土の
保存に関する
特別措置法第
４条、第５条、
第６条
都市計画法第
８条

歴史的風土特別保存地
区の都市計画決定に関
する手続きについては、
以下のとおり定められ
ている。
①国が関係地方公共団
体及び社会資本整備審
議会の意見を聴くととも
に、関係行政機関の長
に協議して歴史的風土
保存区域を指定
②国が関係地方公共団
体及び社会資本整備審
議会の意見を聴くととも
に、関係行政機関の長
に協議して歴史的風土
保存計画を決定
③府県知事が、歴史的
風土保存計画に基づき

E
歴史的風土特別保存地区の都市計画決定までの期間につ
いては、法令による規制はない。

1274 1274010

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

歴史的風土特別保存地
区の指定期間の短縮

古都保存法・特別保存地区指定までの期間を短縮
（通常5年程度⇒2年）する。

保全の対象とするのは、鎌倉から逗子への観音古
道の続く尾根および斜面山林である。岩殿観音に
ついて、鎌倉時代初期に記録が残る（吾妻鑑）こと
と地理的な位置関係から、頼朝一族が参詣した古
道が、当該尾根および山腹にあったものと推測で
きる。江戸期には、坂東三十三観音札所第一番・
杉本観音から第二番・岩殿観音に到る巡礼古道で
あったことが遺物、遺構、記録に残る。また同区域
は名越切通史跡の一体地域である。特別保存地
区の指定が通常数年かかるところを、開発または
建築に歯止めをかけるため2年に短縮し、名越切
通バッファゾーンの確保と、逗子ならびに鎌倉の古
都の歴史的風土と景観を保存する。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
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構想
(プロ
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ト)管
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規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120610

特別緑地保
存地区の指
定期間の短
縮

都市計画法（第
８条「地域地
区」）、都市緑
地法（第１２条
「特別緑地保全
地区に関する
都市計画」）

　特別緑地保全地区は、都市
の無秩序な拡大の防止に資
する緑地、都市の歴史的・文
化的価値を有する緑地、生態
系に配慮したまちづくりのた
めの動植物の生息、生育地と
なる緑地等の保全を図ること
を目的とする都市計画法第８
条に規定される地域地区で
ある。
　特別緑地保全地区では、建
築物の建築等の行為は現状
凍結的に制限され、行為の許
可を受けることができないた
めに通常生ずべき損失を受
けた者に対する損失補償、及
び許可を受けることができな
いため、その土地の利用に著
しい支障を来す場合に対する
土地の買入れが行われる。
　特別緑地保全地区の都市
計画については、面積１０ha
以上の場合は都道府県、面
積１０ha未満の場合は市町村
が定めることとなっている。都
市計画決定にあたっては そ

E

　特別緑地保全地区の都市計画決定までの期間について
は、法令による規制はない。
　なお、当該案件については、都市計画の方針や周辺土地
利用の状況等を鑑み、都市計画決定権者が特別緑地保全
地区の都市計画の決定の必要性について判断し、必要であ
れば、法定手続きを経て、都市計画決定すればよい事項で
あり、１～２年までの間に都市計画決定することは十分可能
である。

1274 1274020

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

特別緑地保存地区の指
定期間の短縮

都市緑地法の特別緑地保全地区指定までの期間
を１～2年とする。

　1　の観音古道のある尾根と連続する斜面緑地
は、上部山林は開発済みの車道に変貌している
が、久木9丁目谷戸奥の斜面山林として、永年に
わたり谷戸住民の住環境を形成してきた。この谷
戸を囲む斜面は地質の境界に当たり、不安定な地
層である。現在、この斜面に７戸の建築許可が下
り、７戸の新たな開発計画（　１の開発計画と重複）
が起きている。この地区を特別緑地保存地区とし
て早急に保全することで、谷戸の住民の安全と生
活環境を守り、名越切通のバッファゾーンを確保
し、逗子ならびに鎌倉の古都全域の歴史的風土と
景観の保存に資する。また上部道路の通行の著し
い安全性低下を回避するものである。

国土交通
省

国土交通省 120620

古都の埋蔵
文化財包蔵
地、歴史的
風土保存区
域、風致地
区内の斜面
緑地建築規
制の強化

古都における
歴史的風土の
保存に関する
特別措置法第
７条
都市緑地保全
法第３条

歴史的風土保存区域の
枢要な部分について
は、歴史的風土保存計
画に基づき都市計画に
歴史的風土特別保存地
区を定めることができ
る。
都市計画区域内の緑地
については、都市計画
に緑地保全地区を定め
ることができる。

D-1

斜面緑地について開発を禁止し保存する必要がある場合に
は、歴史的風土保存区域内であれば歴史的風土特別保存
地区を、それ以外にあっては都市緑地保全法に基づく緑地
保全地区をそれぞれ都市計画決定すること等により対応が
可能。

1274 1274030

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

古都の埋蔵文化財包蔵
地、歴史的風土保存区
域、風致地区内の斜面
緑地建築規制の強化

古都鎌倉と古都逗子の特例措置として、斜面地が
緑地（崖地、山林、その他緑地、開発緑地を含む）
である場合、斜面地が平地と接する位置を斜面地
境界として、境界から、歴史的風土保存区域と第1
種風致地区2メートル以上、その他風致地区1メー
トル以上の後退距離（斜面後退距離）をおく。また、
両市の埋蔵文化財包蔵地についても同様の規制
を設ける。

古都鎌倉・古都逗子に典型的な中世の遺構は、山
裾景観であることが指摘されている。風致地区内
および埋蔵文化財包蔵地などの山裾を形成する谷
戸景観と、中世の典型的な遺跡であるやぐら等の
山域の遺構を保存することで、歴史的風土の持続
的保存を図り、引いては中世の遺跡群が市内各所
で見られる野外ミュージアムなどに資する観光資
源が確保される。このために、鎌倉市と逗子市の
埋蔵文化財包蔵地と歴史的風土保存区域、風致
地区内の斜面建築について、斜面後退距離の規
制を設け、古都全域の歴史的風土保存を図る。

国土交通
省

国土交通省 120630

古都におけ
る斜面地建
築規制の策
定

建築基準法第
５０条

各用途地域、特別用途
地区、特定用途制限地
域又は都市再生特別地
区内における建築物の
敷地、構造又は建築設
備に関する制限で当該
地域又は地区の指定の
目的のために必要なも
のは、地方公共団体の
条例で定めることができ
る。

D-1

用途地域内等の斜面地に建築される建築物について、建築
物が周囲の地面と接する位置の高低差を規制する必要が
ある場合は、建築基準法第５０条に基づく条例により対応可
能である。
なお、平成１６年の建築基準法の改正により、斜面地マン
ションによる市街地環境の悪化を招くおそれがある場合等、
土地の状況等により必要があると認める場合には、条例
で、区域を限り、法第５２条第４項とは別に地盤面を定める
ことができることとし、住宅地下室の容積率不算入措置につ
いて適切な運用が図られるよう措置したところである。これ
らの制度を適切に活用することにより対応が可能である。

1274 1274040

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

古都鎌倉、古都逗子の
全域における斜面地建
築規制の策定

古都全域での斜面山林の建築および開発規制

古都鎌倉、古都逗子の全域において、建築基準法
の特例措置として、斜面地建築の場合、建築物が
周囲の地面と接する高低差を6メートル以内とする
規制を適用する。これにより、古都全体の歴史的
風土と景観が保存され、貴重な観光資源を保全で
きる。

国土交通
省
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名

管理
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規制の特例
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制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120640

「高度地区」
策定時にお
ける住民投
票の導入

都市計画法（第
８条「地域地
区」）、建築基
準法（第５８条
「高度地区」）

　高度地区は、都市の
合理的土地利用計画に
基づき、将来の適正な
人口密度、交通量その
他都市機能に適応した
土地の高度利用及び居
住環境の整備を図るこ
とを目的として定める地
域地区である。
高度地区内における建
築物の高さは、高度地
区に関する都市計画に
おいて定められた建築
物の高さの最高限度又
は最低限度に適合する
ものでなければならな
いこととされている。
高度地区の都市計画に
ついては、市町村が定
めることとなっている。
都市計画決定にあたっ
ては、その他の都市計
画と同様、都市計画の
案の策定後、２週間の
縦覧 都市計画審議会
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　健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保
するためには、適正な制限のもとに、土地の合理的な利用
が図られる必要があるが、都市計画はその根拠として適正
な手続きに裏打ちされた公共性のある計画として機能を果
たすものである。よって、都市計画の決定については、マス
タープランや土地利用の状況等を踏まえ、都市計画決定権
者である地方公共団体が行うこととしているとともに、都市
計画法上の手続きは、国民の財産権が一方的に侵害され
ないよう担保するための手続きを規定しているものである。
　一方、都市計画に対する住民の合意形成を円滑化し、都
市計画の確実な実現を図る観点から、都市計画決定手続き
における事務について、公告・縦覧に加え、地方公共団体
の判断において条例で手続きを付加することが可能となっ
ているところである。また、地域住民等の都市計画に対す
る、より主体的かつ積極的な参画を促進するため、土地の
所有者又はまちづくり団体等からの都市計画の提案制度が
設けられているところである。
　当該案件については、地域住民等の都市計画への参画
の観点から、都市計画決定権者が当該制度の活用につい
て判断すればよい事項であり、現行制度において対応可能
である。

1274 1274050

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

住民投票により、古都主
要区域の高さ制限を策
定

地方自治体、またはＮＰＯの提案する「高度地区」
について、全市的な住民投票により規制を策定す
る。

鎌倉市の若宮大路の高さ制限を住民の総意で決
定する。これにより、世界遺産登録の要件のひとつ
である「国の全力をあげた保全策」のひとつが策定
できる。同様に、北鎌倉地区（風致地区外）の高さ
制限、由比ガ浜、長谷、逗子市新宿などの海岸隣
接地の高さ制限を、市民の総意として決定する。

国土交通
省

国土交通省 120650

開発事業等
において住
民等参加に
よる地区計
画及び景観
計画の策定

都市計画法第
１６条、第２１条
の２～第２１条
の５
景観法第１１条

土地の所有者、まちづく
りの推進を図る活動を
行うことを目的として設
立された非営利活動法
人等は、一定の要件を
満たした場合、都市計
画又は景観計画の決定
等の提案ができる。地
区計画の案は、条例で
定めるところにより、そ
の案に係る区域内の土
地の所有者等の意見を
求めて作成する。
また、当該条例におい
て、住民等から地区計
画に関する都市計画の
決定等又は地区計画の
案の内容となるべき事
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　現行制度上、都市計画の提案制度（都市計画法第２１条
の２）により、土地の所有者やまちづくりの推進を図る活動を
行うことを目的として設立されたＮＰＯ等は、その発意により
地区計画に関する都市計画の決定・変更を提案することが
可能である。当該制度により都市計画の決定等の提案がな
された場合、都市計画決定権者には応答義務が課され、提
案された住民等の意見を必要に応じ適切に反映することと
している。また、住民等は地区計画等に関する申出制度（同
法第１６条第３項）を活用することも可能である。
　また、景観法においても、都市計画法の提案制度と同様
に、土地の所有者やまちづくりの推進を図る活動を行うこと
を目的として設立されたＮＰＯ等から景観計画の策定・変更
の提案が可能としており、景観行政団体は当該提案に対す
る応答義務が課されている。
　なお、開発許可申請の事前相談段階において策定された
地区計画については、当然に開発許可の基準として判断さ
れる事項となるものである。

1274 1274060

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

開発事業等における、
住民およびＮＰＯ参加に
よる地区計画および景
観計画の策定

開発事業等において、周辺・近隣・関係住民（ＮＰＯ
を含む）の求めに応じて地区計画（景観計画を含
む）の策定をする手続きを義務付ける。

都市計画法の「開発許可の基準」で定めるところの
「地区計画等」は、あらかじめ定められている都市
計画を指すが、特例措置により、「開発申請手続の
途上で定められる地区計画等を含む」こととする。
これにより、鎌倉市においては開発事業等の申請
前の事前相談段階で、逗子市においては事業者
が開発構想の周知を終えた段階で、周辺・近隣・
関係住民からの申し出により、開発事業予定地域
を含めた一定の地域における地区計画を、住民、
事業者、行政が協同して策定する。地区計画と同
時に、景観法施行に伴う景観計画を定めることが
できるものとする。この結果、歴史的風土の持続的
保存と発展を考えたまちづくりが推進できる。

国土交通
省

国土交通省 120660

古都の建築
確認申請手
続き時にお
ける歴史的
風土を守る
景観等の規
制の付加

建築基準法第
40条

地方の気候、風土の特
殊性等により、建築基
準法の規定だけでは、
建築物の安全上、衛生
上等の目的を達し得な
いと認める場合に、条
例で、建築物の敷地、
構造等に必要な制限を
加えることができる。

C

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全及び衛生の観点から、建築物の用途規模等に応じて、
建築物の構造及び設備等に関する最低限の基準を定めて
いるものであり、建築確認事務は、当該基準に適合している
かどうかを確認する、裁量性の無い行為であることから、市
民の意見を聞いて判断する仕組みを盛り込むことはできな
い。また、第40条の規定は、地方的実情から、寒冷地にお
ける基礎の凍上防止措置、密集温泉街における避難施設
の強化措置などの具体的措置が必要な場合に、条例により
制限を付加するものであり、同条の規定に基づいて建築確
認事務に市民の意見を反映する手続きを付加することはで
きない。

1274 1274070

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

古都の建築確認申請手
続きへの、歴史的風土
を守る景観、環境、まち
づくり目的の規制の付
加

建築確認申請の際、古都全体の歴史的風土を保
存・継承するまちづくり(『保存区域を超えた古都全
域の風土の継承』『古都全域における歴史的・文化
的資産や景観の一体的保全の推進』、歴史的風土
審議会意見具申「今後の古都における歴史的風土
の保存のあり方について」、平成10年3月）」のため
に、市長は市民ならびに市に設置の景観および環
境、まちづくり、歴史等に関する審議会・委員会の
意見を求め、事業者に対し指導することができるこ
ととする。このような規定を、建築確認事務の手続
に付加する。

現在、市を経由するのみ、または市に連絡なく許
可されている建築確認事務に対し、市が地域の事
情に応じた基準を定めて規制することとし、古都の
歴史的環境と安全性（防災）向上を図り、地方分権
の目的を実現する。
現行では、建築基準法第六条で、建築確認を建築
主事が判断する場合に、第四十条（地方公共団体
による制限の付加）を適用し第十九条（敷地の衛
生及び安全）の規制を強化することができると考え
るが、第四十条の「その地方の気候若しくは風土
の特殊性」に「歴史的風土」を当てはめることが可
能と考える。また「規制の強化」により、「敷地下方
の住宅地に対する安全性」「反対斜面の崩落を招く
危険性」など周辺への影響を回避することが必要
と考える。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120670

開発事業等
の手続およ
び建築確認
手続におけ
る関係住民
等の基準の
緩和

【開発事業】
都市計画法第
16条第1項
景観法第9条第
1項

【建築確認】
建築基準法第
40条

【開発事業】
地区計画および景観計
画の策定にあたって
は、公聴会の開催等住
民の意見を反映させる
ための必要な措置を講
じる。

【建築確認】
地方の気候、風土の特
殊性等により、建築基
準法の規定だけでは、
建築物の安全上、衛生
上等の目的を達し得な
いと認める場合に、条
例で、建築物の敷地、
構造等に必要な制限を
加えることができる。
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C

【開発事業】
地区計画および景観計画の策定における住民の意見を反
映させるための手続については、NPOを排除するものでは
ない。

【建築確認】
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、
安全及び衛生の観点から、建築物の用途規模等に応じて、
建築物の構造及び設備等に関する最低限の基準を定めて
いるものであり、建築確認事務は、当該基準に適合している
かどうかを確認する、裁量性の無い行為であることから、市
民の意見を聞いて判断する仕組みを盛り込むことはできな
い。また、第40条の規定は、地方的実情から、寒冷地にお
ける基礎の凍上防止措置、密集温泉街における避難施設
の強化措置などの具体的措置が必要な場合に、条例により
制限を付加するものであり、同条の規定に基づいて建築確
認事務に市民の意見を反映する手続きを付加することはで
きない。

1274 1274080

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

開発事業等の手続およ
び建築確認手続におけ
る関係住民等に、古都
保存およびまちづくり目
的ＮＰＯを含める

 6　開発事業等の手続において地区計画および景
観計画を策定するとき、関係住民に古都保存なら
びにまちづくり目的ＮＰＯ等を含める。同様に、７．
建築確認事務に市民の意見を反映する手続を加
えるとき、市民は、古都保存ならびにまちづくり目
的のＮＰＯ等を含むものとする。

現在の開発事業等の手続で認められている市民
参画は周辺住民、近隣住民、関係住民であるが、
特例により、開発事業等が相談された後の地区計
画ならびに景観計画策定時の協議会にまちづくり
および古都風土保存目的のＮＰＯの参画を認め
る。また建築確認申請時の検討段階に、まちづくり
および古都風土保存目的のＮＰＯから意見聴取す
る手続を取り入れる。これにより、計画に、古都全
域における歴史的風土の保存と住民参加のまちづ
くりによる生活環境向上という総体的な効果が付
与される。

国土交通
省

国土交通省 120680
古都保存法
指定範囲の
拡大

古都における
歴史的風土の
保存に関する
特別措置法
第２条、第４
条、第５条

わが国往時の政治、文
化の中心等として歴史
上重要な地位を有する
古都において、歴史上
意義を有する建造物、
遺跡等が周囲の自然的
環境と一体をなして古
都における伝統と文化
を具現・形成している土
地の状況を歴史的風土
ととらえ、その保存上必
要な土地の区域を歴史
的風土保存区域に指定
し、行為規制を行うこと
等により歴史的風土の
保存を図っている。歴史
的風土保存区域の指定
に当たっては、古都保
存法の規定に基づき、
区域指定に関して関係
地方公共団体及び社会
資本整備審議会の意見

D-3
古都保存法に該当しない場合は、地域再生推進のためのプ
ログラムの支援措置（別表第２「（番号）230009（事項名）良
好な景観形成の推進」）を活用することにより対応が可能。

1274 1274100

名越切通
一体地域
／巡礼古
道保存と
周辺山林
保全復元
署名の会

「世界遺産都市の観
光とまちづくり・・・古
都特区」構想

逗子市における古都保
存法指定範囲の拡大

逗子市の国史跡「長柄桜山古墳」を古都保存法の
指定対象とする。 古都保存法第二条に「歴史的風
土」とは、「わが国の歴史上意義を有する建造物、
遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都に
おける伝統と文化を具現し、及び形成している土
地の状況をいう。」 と定義されるが、古墳時代の遺
跡である長柄桜山古墳について、同条第一項で規
定される『古都』の定義にあてはまらないことから、
特例措置を持って古都保存法の対象にすることを
提案する。なお、古代～中世の遺跡である神武
寺、岩殿寺等の早急な指定を併せて提案する。

長柄桜山古墳は、2002年12月に国史跡に指定さ
れた。逗子市では名越切通、和賀江島に続く三番
目の国史跡である。古都鎌倉の史跡ではなく、逗
子市独自の史跡であるため、逗子市民の関心は
高い。名越切通と和賀江島とともに、古都保存法
の対象とすることで、古都保存法や逗子の歴史的
風土に対する市民の関心と古都を包含するまちづ
くりへの熱意が高まることが期待される。また、新
しい逗子市の観光資源として、世界遺産都市観光
拡大区域の資源としても整備が望まれる。神武
寺、岩殿寺等は、古代から中世の主要な遺跡であ
り、鎌倉幕府との縁も深い。早急な指定により古都
の遺産として保存策を講ずることを提案する。

国土交通
省

国土交通省 120690

新住宅市街
地開発法に
おける「複合
機能用地」の
新設

①新住宅市街
地開発法第２
条、第２１条

②新住宅市街
地開発法施行
令第４条第１項
第３号の２、同
法施行規則第
１６条、第１６条
の２第２項

③新住宅市街
地開発法第３１
条、第３３条

①公益的施設用地(居住
者の共同の福祉又は利便
のために必要なもの)、特
定業務施設用地(居住者
の雇用機会の増大及び昼
間人口の増加による都市
機能の増進に寄与するも
の)、住宅用地等について
は、施行計画において適
切に設計され、処分計画
において適切な処分に資
することとされている。
②造成宅地等を民間事業
者に譲渡するには、一定
の要件（住区面積の１／３
以内、２５戸以上の集団住
宅等）を満たすことが必要
である。
③施行者から建築物を建
築すべき宅地を譲り受け
た者（その承継人を含
む。）は、原則として、譲受
けの日の翌日から３年以
内に、処分計画に定める
規模及び用途の建築物を
建築しなければならない。
これに違反した場合、施行
者が処分時において特約

①
B-1
②
Ｐ
③
Ｐ
B-1

①

②
Ｐ
③
Ｐ

【Ｐと回答した箇所は下記方針のもとに検討中】

①複合的な土地利用を前提とした施行計画及び処分計画
の策定のあり方について検討し、技術的助言等を行う。

②構造改革特区において、民間事業者に対する処分要件を
緩和した新たな公募型の民卸し制度について検討し、必要
な措置を行う。

③構造改革特区において、建築義務の緩和について検討
し、必要な措置を行う。また、買戻しについては、その運用
の改善について検討し、技術的助言等を行う。

1202 1202010 千葉県
千葉ニュータウン民
間共創まちづくり特
区構想

　民間ニーズに応えるた
めの「複合機能用地」の
新設、及び当用地内で
の規制緩和（自由設計
の保証）

①土地利用規制の弾力化等
　大街区に「複合機能用地」を新設し、以下のとお
り土地利用規制を緩和・弾力化。
・住居・その他公益的施設・特定業務施設等多様
な用途に複合的に利用できるようにする。
・民間事業者への分譲可能面積基準の撤廃。
・建築義務期間等の撤廃。

①について
（内容）
　新住宅市街地開発事業地内の区画の大きい大
街区において、「住宅系用地」、「その他公益的施
設用地」及び「特定業務施設用地」等の機能の複
合的な立地を可能にする「複合機能用地」を設定
する。（新住宅市街地開発法第２条の定義の土地
利用の追加）
　「複合機能用地」で、民間事業者へ分譲できる特
定区域の面積基準（住区面積の１／３：同法施行
令第４条第１項第３号の２）を撤廃する。
　「複合機能用地」で、土地の譲渡後３年以内の建
築義務（同法第３１条）及び１０年間の買い戻し特
約（同法第３３条）を撤廃する。
（効果）
　複合機能の立地を可能にする「複合機能用地」
の設定により、民間の資金・ノウハウを活用したま
ちづくり型プロジェクトの参入を促し、千葉ニュータ
ウンの整備の促進及び北総地域の活性化が図ら
れる。その際、新住宅市街地開発事業施行者によ
る造成工事を最小限の範囲に抑えることにより、本
事業の効率的な投資を図るとともに、民間事業者
のノウハウを活用し易くすることができる。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120700

新住宅市街
地開発法に
おいて新設
を予定する
「複合機能用
地」の処分時
の「自己」要
件の緩和

新住宅市街地
開発法第２３
条、同施行令
第４条第１項第
三号の二、同
施行規則第１６
条の２第２項

処分計画における処分
の相手方は、政令で定
める場合を除き、自己
若しくは使用人の居住
又は自己の業務の用に
供する宅地を必要とす
る者であることが求めら
れている。

B-1
「自己」居住及び「自己」業務の範囲について、運用の見直
しを含め検討し、技術的助言等を行う。

1202 1202020 千葉県
千葉ニュータウン民
間共創まちづくり特
区構想

　民間ニーズに応えるた
めの「複合機能用地」の
新設、及び当用地内で
の規制緩和（対象顧客
の拡大）

②処分の際の「自己用」要件を撤廃（多様な事業
者へ門戸開放・参入促進）
　処分の際の「自己用」要件を撤廃し、複合機能用
地における不動産ファンドや民間事業者等の事業
参入を容認。

②について
（内容）
　「複合機能用地」における民間事業者への宅地
処分の規制緩和として、新住宅市街地開発法第２
３条第１号の処分計画における処分先の「自己用」
の条件を撤廃し、土地の証券化や第三者への賃
貸を認める。
（効果）
　ＳＰＣ法人や投資グループなどの民間資金の導
入が可能となり、賃貸需要への対応ができるよう
になることから、民間の資金・ノウハウを活用した
まちづくり型プロジェクトの参入を促し、千葉ニュー
タウンの整備の促進及び北総地域の活性化が図
られる。

国土交通
省

国土交通省 120710

新住宅市街
地開発法に
おいて新設
を予定する
「複合機能用
地」の処分計
画認可等に
係る規制の
緩和

新住宅市街地
開発法第２１
条、第２２条第
１項、第３項、
同施行規則第
１３条～第１６
条

施行者は、処分計画を
定め又は変更しようとす
る場合は、国土交通大
臣等に認可又は協議し
同意を受けなければな
らない。また、施行計画
を定め又は変更しようと
した場合も、国土交通
大臣等に届け出なけれ
ばならない。

B-1
複合的な土地利用を前提とした施行計画及び処分計画の
策定のあり方について検討し、技術的助言等を行う。

1202 1202030 千葉県
千葉ニュータウン民
間共創まちづくり特
区構想

　民間ニーズに応えるた
めの「複合機能用地」の
新設、及び当用地内で
の規制緩和（即決契約・
迅速引渡し）

③契約と引渡しの迅速化
　民間事業者のスピードに対応した宅地供給を実
現するために、複合機能用地において施行計画の
変更届出及び処分計画認可手続きを撤廃。

③について
（内容）
　「複合機能用地」において、新住宅市街地開発法
２２条第３項の施行計画変更届出や同条第１項処
分計画認可申請を撤廃する。
（効果）
　施行計画変更及び処分計画認可の手続きの撤
廃により、民間事業者のニーズに迅速に対応し土
地譲渡契約することが可能となることから、民間の
資金・ノウハウを活用したまちづくり型プロジェクト
の参入を促し、千葉ニュータウンの整備の促進及
び北総地域の活性化が図られる。

国土交通
省

国土交通省 120720

新住宅市街
地開発法に
おける民間
事業者への
処分要件の
撤廃等

新住宅市街地
開発法第２３
条、同施行令
第４条第１項第
３号の２、同法
施行規則第１２
条、第１３条、
第１４条、第１６
条の２第２項

民間事業者への処分条
件として、特定の区域
内（住区の面積の１／３
以内）において行われる
こと及び２５戸以上の集
団住宅を建設するもの
であることが求められて
いる。

Ｐ Ｐ

【Ｐと回答した箇所は下記方針のもとに検討中】

構造改革特区内において、民間事業者に対する処分要件を
緩和した新たな公募型の民卸し制度を検討し、必要な措置
を行う。

1202 1202040 千葉県
千葉ニュータウン民
間共創まちづくり特
区構想

　民間事業者への分譲
可能面積基準及び戸数
要件の撤廃

　民間住宅事業者等の事業参入を促し、早期にま
ちづくりが進むよう、千葉ニュータウン区域内で以
下の処分要件等を撤廃。
① 現在、住区面積の３分の１以下とされている民
間住宅事業者への処分面積基準を撤廃。
② 同時に２５戸以上とされている民間住宅事業者
への処分の際の戸数要件を撤廃。

①について
（内容）　新住宅市街地開発法施行令第４条によ
り、施行者が民間住宅事業者へ処分することがで
きる造成宅地（特定区域）は、当該住区面積の３分
の１以下が要件であるが、当該要件を撤廃する。
（効果）　良好な住宅地のストック増大及び街の早
期熟成により、流入人口の増加が促進され、地域
経済の活性化につながる。
②について
（内容）　同施行令第４条により施行者が民間住宅
事業者へ処分する造成宅地は、２５戸以上の集団
住宅の建設が要件であるが、この戸数要件を撤廃
する。
（効果）　応募事業者の負担軽減、及び地元の中
小工務店等の応募機会の拡大等により参加対象
が拡大し、宅地処分が促進され、早期のまちづくり
に寄与する。

国土交通
省

国土交通省 120720

新住宅市街
地開発法に
おける民間
事業者への
処分要件の
撤廃等

新住宅市街地
開発法第２３
条、同施行令
第４条第１項第
３号の２、同法
施行規則第１２
条、第１３条、
第１４条、第１６
条の２第２項

民間事業者への処分条
件として、特定の区域
内（住区の面積の１／３
以内）において行われる
こと及び２５戸以上の集
団住宅を建設するもの
であることが求められて
いる。

Ｐ Ｐ

【Ｐと回答した箇所は下記方針のもとに検討中】

構造改革特区内において、民間事業者に対する処分要件を
緩和した新たな公募型の民卸し制度を検討し、必要な措置
を行う。

1263 1263010 大阪府
阪南スカイタウンま
ちづくり推進特区

新住宅市街地開発法に
おけるいわゆる「民間卸
し」条件の最低戸数の
撤廃

  新住宅市街地開発法におけるいわゆる「民間卸
し」の条件である最低戸数（25戸）を撤廃する。

  多様なニーズに対応し、民間のノウハウを活用し
て街の早期熟成を図るため、良好な居住環境を形
成できる民間住宅分譲事業者へ宅地を譲渡する
いわゆる「民卸」手法を、土地保有リスクを軽減し
つつ活用できるようにし、阪南スカイタウンでの良
好なまちづくりの推進を着実に達成する。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120730

新住宅市街
地開発法に
おける処分
計画認可等
に係る規制
の緩和等

①新住宅市街
地開発法第２２
条第１項

②新住宅市街
地開発法第２３
条

③新住宅市街
地開発法第３１
条

④新住宅市街
地開発法第３２
条

①施行者は、処分計画
を定め又は変更しようと
する場合は、国土交通
大臣等に認可又は協議
し同意を受けなければ
ならない。
②処分計画における処
分の相手方は、政令で
定める場合を除き、自
己若しくは使用人の居
住又は自己の業務の用
に供する宅地を必要と
する者であることが求め
られている。
③施行者から建築物を
建築すべき宅地を譲り
受けた者（その承継人
を含む。）は、原則とし
て、譲受けの日の翌日
から３年以内に、処分計
画に定める規模及び用
途の建築物を建築しな
ければならない。
④工事完了公告の翌日
から起算して１０年間
は、造成宅地等又は造
成宅地等である宅地の
上に建築された建築物
に関する所有権等の設
定又は移転を行おうと
する場合 当該当事者

①
B-1
②
B-1
③
Ｐ
④
Ｐ､B-
1

①
Ⅲ
②

③
Ｐ
④
Ｐ､Ⅲ

【Ｐと回答した箇所は下記方針のもとに検討中】

①処分計画の内容について検討し、必要な措置を行う。

②「自己」居住及び「自己」業務の範囲について、運用の見
直しを含め検討し、技術的助言等を行う。

③建築義務の緩和について検討し、必要な措置を行う。

④知事承認手続の簡素合理化を検討し、必要な措置を行
う。

1202 1202050 千葉県
千葉ニュータウン民
間共創まちづくり特
区構想

　自己居住規定の緩和
及び権利移転に係る承
認手続きの撤廃等

　ライフスタイルの変化に伴う多様な住宅需要に応
えるために、千葉ニュータウン区域内で以下の処
分要件等を撤廃・緩和。
①建築戸数の変更に係る処分計画の変更につい
て、認可手続きを撤廃。
②自己居住の規定を緩和。
③建築義務期間を３年から５年に緩和。
④宅地等の権利移転等に係る知事承認手続きを
撤廃。

①について
（内容）新住宅市街地開発事業による公募後の土
地を希望により２戸を１戸化する場合に、新住宅市
街地開発事業法第２２条第１項に基づく処分計画
の変更認可を受けることとなっているが、この手続
きを撤廃する。
（効果）２世帯居住や郊外の広めの宅地を求める
顧客に即応し、処分促進を図る。
②について
（内容）同法第２３条に基づく造成宅地の公募対象
について、都市機構の実施する他の区画整理地
区と同様、自己居住以外に、親族居住及び週末居
住を目的とする応募も可能とする。
（効果）様々な住まい方のニーズに対応することが
可能となる。
③について
（内容）同法第３１条により、土地購入者は契約か
ら３年以内に建築物を建築しなければならないとさ
れているが、これを５年以内に緩和する。
（効果）中期的なライフプランがたてやすく持ち家処
分の予定者が応募し易くなり、顧客層が拡大し処
分促進が図られる。
④について
（内容）同法第３２条に基づき、造成宅地等の権利
移転の際、知事の承認を受けることとなっている
が、この手続きを撤廃する。
（効果）手続きの簡素化により、販売促進に寄与す
る。

国土交通
省

国土交通省 120740

新住宅市街
地開発法に
おける民間
事業者への
処分要件の
緩和（建築条
件付き宅地
分譲）

新住宅市街地
開発法施行令
第４条第１項第
三号の二、同
施行規則第１６
条の２第２項、
第４項～第６項

民間事業者への処分条
件として、特定の区域
内（住区の面積の１／３
以内）において行われる
こと及び２５戸以上の集
団住宅を建設するもの
であることが求められて
いる。

B-1
民卸し制度の運用の見直しについて検討を行い、技術的助
言等を行う。

1263 1263020 大阪府
阪南スカイタウンま
ちづくり推進特区

新住宅市街地開発法に
おけるいわゆる「民間卸
し」後の建築条件付き宅
地分譲の容認

  新住宅市街地開発法において、民間住宅分譲事
業者がエンドユーザーに販売する手法として、建築
条件付き宅地分譲も可能とする。

  民卸について、自分の好みに合う住宅を取得した
いという住宅需要者の多様なニーズに対応できる
よう、建売住宅に加えて、建築条件付き宅地分譲
も行うことにより、阪南スカイタウンでの良好なまち
づくりの推進を着実に達成する。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120750

農村地域工
業等導入促
進法におけ
る農村地域
要件の緩和

農村地域工業
等導入促進法
（昭和46年法律
第112号）第２
条第１項
農村地域工業
等導入促進法
施行令（昭和46
年政令第280
号）第１条から
第３条
農村地域工業
等導入促進法
の運用につい
て（昭和63年8
月18日付け63
構改B第855
号、63立局第
862号、職発第
462号、貨経第
38号　農林水
産省構造改善
局長、通商産
業省立地公害
局長、労働省
職業安定局
長、運輸省貨
物流通局長通
知）第１

農村地域工業等導入促
進法第2条及び同施行
令第1条から第3条に規
定する農村地域は、人
口要件等の基準によ
り、線引きを行ってい
る。
しかしながら、「農村地
域工業等導入促進法の
運用について」第１の規
定により、市町村合併
等により農村地域工業
等導入実施計画の樹立
後農村地域の要件を満
たさなくなったとしても、
その実施計画は有効な
ものであると解されてい
る。

D-1

当市は既に農村地域工業等導入実施計画を策定済みであ
ることや、「農村地域工業等導入促進法の運用について」第
１の規定により、市町村合併等により農村地域工業等導入
実施計画の樹立後農村地域の要件を満たさなくなったとし
ても、その実施計画は有効なものであると解されていること
から、ご要望の「人口要件等の緩和、若しくは経過的措置」
は不要である。

1170 1170010
静岡県掛
川市

農村工業早期着手
特区

農村地域工業等導入促
進法における農村地域
要件の緩和

　掛川市における新エコポリス工業団地は、農村
地域工業等導入促進法に基づく農工計画を平成
12年度に策定し、掛川市全額出資の公益法人を
事業主体として実施し、現在までに１期工事に概
ね目処がつき、17年度より２期工事に着手したいと
考えておりますが、平成17年４月の市町村合併に
より当市の人口は８万人から11万人になり、当該
法令において農村地域としての要件（人口10万人
以下、人口増加率全国平均以下、第２次産業就業
者比率全国平均以下）を満たさなくなります。
本計画は、当市が国からの自立を目的とした自主
財源確保施策のひとつであり、また工業団地計画
を推進することによる新たな雇用の創出と地域経
済の活性化を図るものでもあるため、当該法令に
おける農村地域要件（人口、人口増加率または第
２次産業就業者比率）に対し、市町村合併による
新市人口認定要件の緩和若しくは経過的措置に
ついて提案するものです。

新エコポリス第２期工事推進計画（概要）
事 業 名　　新エコポリス第２期工事
事業主体　　掛川市開発公社　　　　　　　　　　事業
規模　　19.5ha
事業期間　　平成17年度～平成22年度

農林水産
省
経済産業
省
厚生労働
省
国土交通
省

国土交通省 120760

都市公園に
おける公園
管理者が占
用の許可を
与えることが
できる工作
物の緩和

都市公園法第
第６条、第７
条、都市公園
法施行令第１２
条

都市公園に公園施設以
外の工作物等を設けて
都市公園を占用しようと
するときは、都市公園
法第６条及び第７条の
規定に基づき、許可を
要することとしている。

C、
D-1

都市公園は、都市を緑化して都市環境の向上を図るととも
に、空地を確保して、避難、防火等の災害の防止に資するこ
とを目的として設置される都市の貴重なオープンスペースで
あり、このような都市公園の性格から、都市公園の効用を阻
害する公園施設以外の工作物等については、都市公園法
第７条又は都市公園法施行令第１２条に規定する必要やむ
を得ないと認められる最小限度の物件又は施設についての
み、公園管理者が占用の許可を与えることができるとしてお
り、これを緩和することは不可。
一方、都市公園の効用を全うするための展望台等の公園施
設については、公園管理者が適当と認めた場合には、公園
管理者の許可を受けて設置可能。

1236 1236010
東京都足
立区

足立区新東京タワー
構想

都市公園内において地
上デジタル放送用電波
塔を占用許可の対象と
する特区

　公園管理者が占用の許可を与えることができる
工作物その他の物件又は施設については、都市
公園法第7条ならびに同施行令第12条に、電柱、
電線、変圧塔、水道管、下水道管、ガス管などが
制限列挙の形で掲げられている。
　災害時にも有効な移動体通信を可能とする地上
デジタル放送は、今後ますます公共性が高まるの
は確実である。
　そこで、都市公園内への地上デジタル放送用電
波塔、展望室および付帯施設が都市公園内の占
用許可の対象となるよう規制緩和を要望する。

　2011年7月には、アナログテレビ放送が終了し、
地上デジタルテレビ放送へ完全に移行される。
NHKと在京民放キー局5社は、地上デジタル放送
普及のため、現在の東京タワーのほかに600ｍク
ラスのタワーが有効であるとして、その適地を模索
中である。
　都立舎人公園は、都市計画面積約69.5haの整備
中の都市公園であるが、タワー建設の必須条件で
ある航空法の制限区域外であること、現在建設中
の新交通システム「日暮里・舎人線」の開業後の地
域活性化に大きく寄与することなどの理由から、最
適地であるといえる。
　600ｍ級のタワーといえども、広大な公園の敷地
の中では、都市公園の機能との共存は十分可能
であり、むしろ公園利用者にとっては貴重なレクリ
エーション施設となり得るものである。

国土交通
省

国土交通省 120770

道路運送法
の緩和によ
るコミュニ
ティーバス
（乗合タク
シー扱い）の
運行

道路運送法第4
条・第21条

「一般貸切旅客自動車
運送事業の許可及び事
業計画変更認可申請の
処理について」（平成11
年12月13日付自旅第
128号）において、一般
貸切旅客自動車運送事
業の許可基準として最
低3両の事業用自動車
が必要とされている。

C

旅客自動車運送事業は、営利団体、非営利団体に関わら
ず、一度事故が起これば大惨事に繋がるため、観光客や地
元住民等の不特定多数の旅客を有償で運送するには、輸
送の安全及び利用者利便の確保を図るとの観点から、道路
運送法に基づく旅客自動車運送事業の許可を取得する必
要がある。
このような輸送の安全及び利用者利便の確保・維持のため
には、適正な事業規模を有し、事業遂行能力があることが
必要であり、事業の許可に当たって必要最低限の車両数を
定めているところである。
なお、乗合タクシーに係る許可の取扱いについては、規制
改革・民間開放推進３か年計画（平成16年3月19日閣議決
定）、地域再生推進のためのプログラム（平成16年2月27日
地域再生本部決定（全国を対象とした支援措置））及び特区

1176 1176010
レトロバス
を走らす会

レトロバス構想
道路運送法の緩和によ
るコミュニティーバス（乗
合タクシー扱い）の運行

NPO法人として規定車両台数以下にてタクシー会
社経営許可を得るための要件の緩和（道路運送法
第４条）、並びに乗合タクシーとしての許可を得る
ための要件の緩和（道路運送法第２１条）

「レトロバスを走らす会」が所有する車両単体での
コミュニティーバス（乗り合いタクシー扱い）の運
行。
独立した運営を行うことで、料金を引き下げ、観光
客のみならず地元商店街への買い物客や通院の
お年寄りの足として
幅広い運用が可能となる。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120780

ＮＰＯによる
スクールバ
ス輸送に限
定した、道路
運送法第８０
条第１項の
適用除外

道路運送法第
80条第1項

自治体自らが運行主体
として同法第８０条の許
可を得た上でＮＰＯ等に
運送を委託することで
対応が可能である。

D－１

ご提案のあったスクールバス運行については、現行制度上
も、自治体自らが運行主体として同法第８０条の許可を得た
上でＮＰＯ等に運送を委託することで対応が可能であると考
えられる。なお、この場合の許可については、既に弾力的な
運用を行っているところである。
一方で、どうしてもＮＰＯ等が運行主体として許可を得る必
要がある場合には、本年３月よりＮＰＯ等が行う過疎地有償
輸送を可能としたところであるため、当該制度を活用して、
早急に運営協議会を立ち上げて頂き、所定の手続きを進め
て頂くことを検討して頂きたい。
なお、当該スクールバスの運行を無償で行う場合には、道
路運送法上の規制はない。

1102 1102010
岩手県 雫
石町

（仮称）しずくいし・み
んなで創るスクール
バス構想

ＮＰＯによるスクールバ
ス輸送に限定した、道路
運送法第８０条第１項の
適用除外

　道路運送法第80条第1項では、「自家用自動車
は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、
災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を
確保するためやむを得ない場合であつて国土交通
大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」と
規定されているが、当該自治体から委託を受けた
ＮＰＯ等が、スクールバスの輸送行為を行う場合に
限り、一定の条件満たすことにより、道路運送法第
80条第1項の規定の適用を除外をするものである。
　ＮＰＯ等が運送の主体となり、自らが所有するバ
ス車両を用いて輸送行為を行うには、「福祉有償
運送」及び「過疎地有償運送」の場合のみに限られ
ているところであるが、スクールバス運行事業にお
ける輸送行為の場合において、「他人の需要に応
じる輸送」であり、かつ、自治体からの委託を受け
て運行する場合は「自家用車による有償運送」に
該当し、道路運送法第80条第1項の規制に該当す
る。
　しかしながら、スクールバス運行事業は不特定多
数の利用者がある路線バスとは違い、利用者が特
定されていることから、ＮＰＯ等がスクールバスの
運行事業を行う場合、直接輸送の対価を収受しな
い場合で、安全な輸送等に関する一定の条件を満
たすことにより、自治体が直接運行するスクールバ
ス運行事業と同様とみなし、道路運送法第８０条第
１項の規定の除外が可能と考える。

　特区区域内で自家用バスを所有する町内のホテ
ル、旅館、民宿等の事業者がＮＰＯを組織し、その
ＮＰＯが町からスクールバス運行事業の委託を受
け、ＮＰＯ構成員自らが所有する自家用バスを使
用し、児童、生徒の輸送事業を行おうとするもので
ある。
　自家用バスや人材など地域資源を活用したス
クールバス運行事業を住民、ＮＰＯと行政が協働に
より運営することにより、使用車両台数が充実し、
児童、生徒の利用距離制限が見直され、フレキシ
ブルなスクールバス運行事業が可能となる。また、
利用者の要望に迅速な対応が可能となり、より地
域に密着した生活交通システムが確立される。さら
に、行政運営経費が節減され、デマンドバスやス
クールバス、今後計画予定のコミュニティバスなど
の生活交通システムを住民との協働により企画・
運営を行う新たな「公共」の創造によるコミュニティ
ビジネスが推進され、雇用が創出し、地域経済の
活性化や暮らしやすい地域社会の形成が図られ
る。

国土交通
省

国土交通省 120790

交通機関空
白の過疎地
における有
償運送可能
化事業

道路運送法第
80条第1項

過疎地有償運送の運送
主体になり得るのはＮＰ
Ｏのほか、社会福祉法
人等の営利を目的とし
ない団体となっている。

D－１

道路運送サービスの提供に当たっては、輸送の安全及び利
用者利便の確保のため、運転者に対する運行管理、指導・
監督、事故発生時の対応並びに苦情処理等の措置を講じ
た上で、利用者に対する一定の責任を果たすことが運送主
体に求められる。このため、ＮＰＯ等による過疎地有償運送
の許可対象としては、指揮・命令系統が明確にされ組織体
制が整っている法人に限定しているところである。
ご提案のケースであれば、既に法人格を取得したＮＰＯ等の
団体に所属する形態をとれば、当該団体の管理体制の下で
許可を受けることが可能である。

1281 1281010
福井県武
生市

里地里山再生特区
（有償運送）

交通機関空白の過疎地
における有償運送可能
化事業

  道路運送法に定める、「自家用自動車は、有償で
運送の用に供してはならない。」としているが、今
回の構造改革により特定事業となった「1207交通
機関空白の過疎地における有償運送可能化事業」
の運送主体に、地縁による団体を加え、さらに、地
域自治振興会が不動産を所有しなくても地縁によ
る団体として認可を受けられるよう要件を緩和す
る。

  武生市では、地域自治を推進するために条例を
制定し、地域自治を振興している。市内の旧町村
単位の地区で「自治振興会」が組織され事業を展
開しているが、公共交通機関が希薄な地区では、
地区で受益者負担を考慮し、スクールバスの運営
や高齢者の方の通院等の事業化を希望している。
地域の課題についてきめ細かな対応が可能とな
り、自動車を様々な形で利用することは、より効果
的な地域自治の推進にも繋がる。

総務省
国土交通
省

国土交通省 120800

生徒の送迎
目的に限定
した実費負
担による場
合の有償運
送の容認

道路運送法第4
条

運送の対価として金額
を収受する場合は、有
償運送の許可を要す
る。

Ｃ

　ガソリン代程度の実費といえども運送の対価として収受す
る以上有償に該当するものであり、生徒の送迎に限定した
としても、他人を有償で運送する場合には、輸送の安全及
び利用者利便の確保の観点から道路運送法に基づく許可
が必要である。
ご提案のあったケースについては、許可事業者に外部委託
を行うか、または無償の運送として行うことを検討して頂き
たい。

1136 1136010 藤井信吾
教育目的実費徴収
簡易乗り合い制度

生徒の送迎目的に限定
して、一般旅客自動車
運送業に該当しない、
保険、ガソリン代徴収程
度の実費を徴収しての
運行手段を限定的に認
める。

生徒の送迎目的に限定して、一般旅客自動車運
送業に該当しない、保険、ガソリン代徴収程度の
実費を徴収しての運行手段を限定的に認める。

県域が広域にわたるにも関わらず、鉄道交通網が
発達していない茨城県においては学校行事として
の県内でのスポーツ大会などへの参加に際しての
足の確保が費用面からも親の負担の面からも大き
な問題となっている。そこで、生徒送迎目的に限定
して、一般旅客自動車運送業に該当しない、保
険、ガソリン代徴収程度の実費を徴収しての運行
手段を限定的に認める。

国土交通
省

国土交通省 120810

ＮＰＯ等によ
る福祉有償
運送におけ
る使用車両
拡大の容認

道路運送法第
80条第1項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ボランティアによる福祉有償運送の使用車両のうちセダン型
については、特区制度を活用し、その使用を本年３月から特
例的に認めているところである。当該特区の全国展開につ
いては、実績を踏まえた上で、輸送の安全性、利用者利便
の確保、乗車中の快適性等について検証を行い、総合的に
判断することとしている

1282 1282010

特定非営
利活動法
人　福祉交
通支援セ
ンター

特区の特例措置
1216番の早期の全
国展開（セダン型特
区計画）

ＮＰＯ等によるボランティ
ア輸送としての有償運
送における使用車両の
拡大事業

国自旅240号通達の4.（3）「使用車両」について、福
祉有償運送の場合は、いわゆる福祉車両のみの
使用が認められているが、普通車両の使用も認め
るべきである。また、本年度実施される構造改革特
区事業が上記のモデル実施にあたるが、１年間の
特区実施を待つことなく、早急に全国化すべきであ
る。

一般車両（乗降を容易にする装備の付いたいわゆ
る福祉車両ではない車両）を使用した移動制約者
の通院通所その他の外出支援サービスを実施す
る。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120810

ＮＰＯ等によ
る福祉有償
運送におけ
る使用車両
拡大の容認

道路運送法第
80条第1項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ボランティアによる福祉有償運送の使用車両のうちセダン型
については、特区制度を活用し、その使用を本年３月から特
例的に認めているところである。当該特区の全国展開につ
いては、実績を踏まえた上で、輸送の安全性、利用者利便
の確保、乗車中の快適性等について検証を行い、総合的に
判断することとしている

1248 1248010

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと
ファミリー くらしの

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

セダン特区の早急な全国展開の実施

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120810

ＮＰＯ等によ
る福祉有償
運送におけ
る使用車両
拡大の容認

道路運送法第
80条第1項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ボランティアによる福祉有償運送の使用車両のうちセダン型
については、特区制度を活用し、その使用を本年３月から特
例的に認めているところである。当該特区の全国展開につ
いては、実績を踏まえた上で、輸送の安全性、利用者利便
の確保、乗車中の快適性等について検証を行い、総合的に
判断することとしている

5073 50730001

移動サー
ビス・ネット
ワークみや
ぎ

ボランティアによる福祉
有償運送

法令による規制の撤廃 セダン特区の早急な全国展開の実施

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120810

ＮＰＯ等によ
る福祉有償
運送におけ
る使用車両
拡大の容認

道路運送法第
80条第1項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ボランティアによる福祉有償運送の使用車両のうちセダン型
については、特区制度を活用し、その使用を本年３月から特
例的に認めているところである。当該特区の全国展開につ
いては、実績を踏まえた上で、輸送の安全性、利用者利便
の確保、乗車中の快適性等について検証を行い、総合的に
判断することとしている

1248 1248050

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによ福祉有
償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

ボランティアによる福祉有償運送の使用車両に「セ
ダン型等の一般車両」を記載して頂きたい・

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120810

ＮＰＯ等によ
る福祉有償
運送におけ
る使用車両
拡大の容認

道路運送法第
80条第1項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ボランティアによる福祉有償運送の使用車両のうちセダン型
については、特区制度を活用し、その使用を本年３月から特
例的に認めているところである。当該特区の全国展開につ
いては、実績を踏まえた上で、輸送の安全性、利用者利便
の確保、乗車中の快適性等について検証を行い、総合的に
判断することとしている

5073 50730002

移動サー
ビス・ネット
ワークみや
ぎ

ボランティアによる福祉
有償運送

法令による規制の撤廃 使用車両に「セダン車等の一般車両」の記載

国土交通
省自動車
交通局旅
客課
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120820

NPO等によ
る福祉有償
運送の運送
対象の拡大

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

有償で、自動車を利用して旅客を運送する事業は、輸送の
安全性及び利用者利便の確保等から旅客自動車運送事業
の許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時又は
他の手段によっては利用者の移動の足が確保できない等
公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限り、自
家用自動車による有償運送許可しているところである。
しかしながら、乳幼児、児童の輸送は、他の手段によっては
移動の足が確保できない場合（公共交通輸送サービス自体
が存在しない交通空白地帯、あるいは、公共交通機関の
サービスはあっても、車いす等での利用が困難であるといっ
た物理的制約によってサービスの利用が不可能あるいは困
難である場合）には該当せず、むしろ利用者(保護者)の時間
的制約等が障害となっていると思われる。このため、子育支
援の必要性は理解できるものの、本件ご提案については、
タクシー類似行為から利用者を保護するという利用者利便
の確保等の観点に照らして認めることは困難である。
他方、子育て支援のための児童輸送については、タクシー
事業のサービス多様化促進の一環として、平成１６年１０月
よりタクシー事業者及びボランティア団体も加わった調査研
究を行っているところであり、本研究における実証実験を通
じて、利用者ニーズの実態把握を行っていくこととしたい。な
お、市民団体がボランティア活動として輸送を行う場合、無
償であれば規制はなく、輸送が可能である。

1248 1248020

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと
ファミリー、　くらしの
サポーターさわやか
さん、　NPO法人ケア
サポータズさわやか
とよあけ、　NPO法人
絆、　社会福祉法人
知多地域障害生活
支援センターらい
ふ、　NPO法人もや
い、　NPO法人ゆめ
じろう、NPO法人ふ
れあいネットワーク
美浜、　NPO法人さ
わやか豊田、　NPO
法人さくらの杜、
NPO法人ネットワー
ク大府、　NPO法人
福祉サポートセン
ターさわやか愛知、
NPO法人ふわり、
NPO法人菜の花、
NPO法人孝行の会、

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

運送の対象者に｢乳幼児、児童」を追加する。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120820

NPO等によ
る福祉有償
運送の運送
対象の拡大

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

有償で、自動車を利用して旅客を運送する事業は、輸送の
安全性及び利用者利便の確保等から旅客自動車運送事業
の許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時又は
他の手段によっては利用者の移動の足が確保できない等
公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限り、自
家用自動車による有償運送許可しているところである。
しかしながら、乳幼児、児童の輸送は、他の手段によっては
移動の足が確保できない場合（公共交通輸送サービス自体
が存在しない交通空白地帯、あるいは、公共交通機関の
サービスはあっても、車いす等での利用が困難であるといっ
た物理的制約によってサービスの利用が不可能あるいは困
難である場合）には該当せず、むしろ利用者(保護者)の時間
的制約等が障害となっていると思われる。このため、子育支
援の必要性は理解できるものの、本件ご提案については、
タクシー類似行為から利用者を保護するという利用者利便
の確保等の観点に照らして認めることは困難である。
他方、子育て支援のための児童輸送については、タクシー
事業のサービス多様化促進の一環として、平成１６年１０月
よりタクシー事業者及びボランティア団体も加わった調査研

5073 50730003

移動サー
ビス・ネット
ワークみや
ぎ

ボランティアによる福祉
有償運送

運送の対象者に乳幼児・児童を明示。 運送の対象者に乳幼児・児童を追加する。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120820

NPO等によ
る福祉有償
運送の運送
対象の拡大

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

有償で、自動車を利用して旅客を運送する事業は、輸送の
安全性及び利用者利便の確保等から旅客自動車運送事業
の許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時又は
他の手段によっては利用者の移動の足が確保できない等
公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限り、自
家用自動車による有償運送許可しているところである。
しかしながら、乳幼児、児童の輸送は、他の手段によっては
移動の足が確保できない場合（公共交通輸送サービス自体
が存在しない交通空白地帯、あるいは、公共交通機関の
サービスはあっても、車いす等での利用が困難であるといっ
た物理的制約によってサービスの利用が不可能あるいは困
難である場合）には該当せず、むしろ利用者(保護者)の時間
的制約等が障害となっていると思われる。このため、子育支
援の必要性は理解できるものの、本件ご提案については、
タクシー類似行為から利用者を保護するという利用者利便
の確保等の観点に照らして認めることは困難である。
他方、子育て支援のための児童輸送については、タクシー
事業のサービス多様化促進の一環として、平成１６年１０月
よりタクシー事業者及びボランティア団体も加わった調査研

5119 51190001

特定非営
利活動法
人　福祉交
通支援セ
ンター

国旅自第240号通達の４
（２）、「運送の対象」に
おける福祉有償運送の
対象者拡大

国旅自第240号通達の４（２）、「運送の対象」の福
祉有償運送において、乳幼児、児童、短期間のけ
が人や妊産婦を含めるべきである。

乳幼児、児童の下校後の移動のサポートによる子
育て支援や通学支援、妊産婦、短期間のけが人を
含む通院支援としての福祉有償運送事業の実施

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120830

NPO等によ
る福祉有償
運送の運営
協議会設置
義務の明示

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ＮＰＯ等による福祉有償運送は、当該地域の実情をきめ細
かく把握している地方公共団体自らがその必要性を認識
し、主宰者として運営協議会を設置議論していただく必要が
あるため、それを国により一律に義務付けることは地方分権
の観点からも問題がある。
なお、ＮＰＯ等による福祉有償運送の制度については、本年
３月に設立されたばかりであり、運営協議会の設立が遅れ
ている要因の一つとして当該制度について自治体の理解が
必ずしも十分でないことが考えられるため、本年９月に各地
の運営協議会の事例集を作成・配布し、理解の深化に努め
ているところである。

1248 1248030

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請があった場合
には運営協議会の設置を拒むことは出来ないと地
方公共団体に運営協議会の設置義務を明示す
る。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120830

NPO等によ
る福祉有償
運送の運営
協議会設置
義務の明示

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ＮＰＯ等による福祉有償運送は、当該地域の実情をきめ細
かく把握している地方公共団体自らがその必要性を認識
し、主宰者として運営協議会を設置議論していただく必要が
あるため、それを国により一律に義務付けることは地方分権
の観点からも問題がある。
なお、ＮＰＯ等による福祉有償運送の制度については、本年
３月に設立されたばかりであり、運営協議会の設立が遅れ
ている要因の一つとして当該制度について自治体の理解が
必ずしも十分でないことが考えられるため、本年９月に各地
の運営協議会の事例集を作成・配布し、理解の深化に努め
ているところである。

5073 50730004

移動サー
ビス・ネット
ワークみや
ぎ

ボランティアによる福祉
有償運送

地方公共団体の運営協議会設置義務の明示
地方公共団体はＮＰＯ等から申請があった場合運
営協議会の設置を拒むことはできない。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120840

NPO等によ
る福祉有償
運送の申請
者の拡大

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

道路運送サービスの提供に当たっては、輸送の安全及び利
用者利便の確保のため、運転者に対する運行管理、指導・
監督、事故発生時の対応並びに苦情処理等の措置を講じ
た上で、利用者に対する一定の責任を果たすことが運送主
体に求められる。このため、当該許可の対象は指揮・命令
系統が明確にされ組織体制が整っている法人に限定してい
るところである。
ご提案のあった任意団体及び個人の場合、運送主体となる
自治体又は非営利法人等に所属することで、当該団体の責
任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること
が可能である。

1248 1248060

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと
ファミリー、　くらしの
サポ タ さわやか

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個人）のため
にＮＰＯ法人の中間支援団体が運輸支局へ申請す
ることを認めて頂きたい。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120850

NPO等によ
る福祉有償
運送の申請
の簡略化

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

平成１６年３月１６日付け国自旅２４１号通達は、訪問介護
事業所又は居宅介護事業所の指定を受けた旅客自動車運
送事業者との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪
問介護員等が自家用自動車の有償許可(法８０条１項)を取
得するのに対し、同日付国自旅２４０号通達は、ＮＰＯ等が
自ら運送主体となるための申請手続きである。このため、前
者は既に厳しい審査を経ている旅客運送事業者の管理下
にある個人を対象としていることから、当該許可手続きを簡
素化しているものであり、後者に比して不当に差別的取扱
いをしているものではない。
なお、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる場合には、輸送の安全
及び利用者利便の確保及びそのための責任体制の確立等
は、運送主体に当然求められる責務としているところであ
る。

1248 1248070

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと
ファミリー、　くらしの
サポ タ さわやか

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

道路運送法第４条又は第43条による事業許可を得
た営利法人の事業所が第８０条の有償運送許可を
得る場合と非営利法人（ＮＰＯ法人等）が第８０条
の有償運送許可を得る場合の申請書の差別を無く
してレベルを揃えて頂きたい。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120850

NPO等によ
る福祉有償
運送の申請
の簡略化

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

平成１６年３月１６日付け国自旅２４１号通達は、訪問介護
事業所又は居宅介護事業所の指定を受けた旅客自動車運
送事業者との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪
問介護員等が自家用自動車の有償許可(法８０条１項)を取
得するのに対し、同日付国自旅２４０号通達は、ＮＰＯ等が
自ら運送主体となるための申請手続きである。このため、前
者は既に厳しい審査を経ている旅客運送事業者の管理下
にある個人を対象としていることから、当該許可手続きを簡
素化しているものであり、後者に比して不当に差別的取扱
いをしているものではない。
なお、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる場合には、輸送の安全
及び利用者利便の確保及びそのための責任体制の確立等

5073 50730005

移動サー
ビス・ネット
ワークみや
ぎ

ボランティアによる福祉
有償運送

法令による規制の撤廃

道路運送法第4条又は43条による事業許可を得た
営利法人の事業所が第80条の有償運送許可を得
る場合と、非営利法人が第80条の有償運送許可を
得る場合の差別を撤廃していただきたい。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120860

NPO等によ
る福祉有償
運送の運営
協議会の見
直し

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

運営協議会においては、ボランティア団体の組織の性格及
び規模の大小に関わらず、輸送の安全及び利用者利便の
確保等の観点から、地域のニーズに対応したサービスが提
供されるよう、十分協議されるべきであると考えている。
また、運営協議会の協議内容の細部については、地域の実
情に応じて柔軟に対応していただきたいと考えているが、協
議にあたっては、当該地域の輸送需要や公共交通機関の
現状等に知見を有する関係者の意見を広く聴いたうえで協
議を行うべきものであることから、タクシー等の公共交通機
関の代表の参加は必要なものと考えている。

1248 1248080

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと
ファミリー、　くらしの
サポーターさわやか
さん、　NPO法人ケア
サポータズさわやか
とよあけ、　NPO法人
絆、　社会福祉法人
知多地域障害生活

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

運営協議会の構成員を見直して頂きたい。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課

国土交通省 120870

NPO等によ
る福祉有償
運送の運営
協議会の廃
止

道路運送法第
８０条第１項
平成16年3月16
日国自旅第240
号通達

ＮＰＯ等非営利法人によ
るボランティア輸送につ
いては、地方公共団体
が制度の運営において
責任ある役割を果たす
ことを前提に、道路運送
法第80条に基づき有償
運送許可を与えてい
る。

Ｃ

ＮＰＯ等によるボランティア輸送が地域の利用者にとって有
益なものとなるためには、地域のニーズに即したサービス内
容であることが必要である。このため、ＮＰＯ等によるボラン
ティア輸送のそもそもの必要性や当該ＮＰＯ等の提供する
サービスの内容、安全確保の体制等については、地域の実
情を熟知している地方公共団体が主体となって、関係者も
含めた運営協議会の場で十分議論を尽くすことが必要であ
ると考えており、撤廃することはできないと考えている。

1248 1248090

NPO法人移動ネット
あいち、　NPO法人
たすけあい三河、
NPO法人たすけ愛・
手をつなごう会、
NPO法人自立支援セ
ンター四岳館、　たす
けあいのぞみ、
NPO法人大樹の会、
ほっと愛、　やさしい
手、　NPO法人ラル
あゆみ、　NPO法人
西三河在宅介護セン
ター、　NPO法人くる
くる、　市民フォーラ
ム２１・NPOセン
ター、　NPO法人サ
ポートハウスアイ
ビー、　NPO法人ノッ
ポの会　、NPO法人
たすけあい名古屋、
NPO法人ボランタ
リーネイバーズ、　さ
わやか名城、　NPO
法人かくれんぼ、
NPO法人あたたかい
心、　NPO法人介護
サービスさくら、
NPO法人すけっと
ファミリー、　くらしの
サポーターさわやか
さん、　NPO法人ケア
サポータズさわやか
とよあけ、　NPO法人
絆、　社会福祉法人
知多地域障害生活
支援センターらい
ふ、　NPO法人もや
い、　NPO法人ゆめ
じろう、NPO法人ふ
れあいネットワーク
美浜、　NPO法人さ
わやか豊田、　NPO
法人さくらの杜、
NPO法人ネットワー
ク大府、　NPO法人
福祉サポートセン
ターさわやか愛知、
NPO法人ふわり、
NPO法人菜の花

ボランティアによる
福祉有償運送の規
制の緩和

ボランティアによる福祉
有償運送

道路運送法第８０条ガイドライン
による規制の緩和

セダン特区の運営協議会を撤廃して頂きたい。

国土交通
省自動車
交通局旅
客課
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120880

住民による
自家用車共
同使用の規
制緩和

道路運送法第
７９条
平成14年1月31
日付け国自旅
第１６５号の３
道路運送車両
法第６７条第１
項

「構造改革特別区域法
に係る環境にやさしいレ
ンタカー型カーシェアリ
ングを行うための路運
送法第80条第2項によ
る申請の取扱いについ
て」（平成16年4月28日
付け国自旅第18号）に
よりレンタカー型カー
シェアリングの取扱いを
定めている。
共同使用の許可に際し
ての使用者の変更につ
いては、道路運送法の
手続きとともに道路運
送車両法上の手続きも
必要である。
具体的には道路運送車
両法第６７条に規定す
る自動車検査証の記載
事項の変更手続きであ
る（使用の本拠の位置
が変わらない場合）。

Ｃ

自動車の共同使用の許可に際しては、営業類似行為を防
止する観点から許可制としているものであり、これを事前届
出制とすることは困難である。
また、共同使用の許可に際しては、①共同使用者が具体的
に特定していること、②共同使用者間に自動車の使用及び
管理に関する合意が存在すること、③共同使用者間の合意
から判断して、共同使用者のそれぞれが自動車の使用及び
管理に関する実質的な権限と責任を有すると認められるこ
と、等について、申請者の負担も考慮し、最低限必要な審査
を行っているところである。
なお、共同使用者の変更においては、当該変更に係る部分
のみの書類を求めることとしており、必ずしも過重な負担を
求めてはいないと考えている。
さらに、提案にあるように共同使用形態の自家用車の使用
者の全てを自動車検査証に記載しないとすると、正当な使
用権限をもつ使用者を正確に把握できないこととなり、その
結果、車両の街頭検査、整備命令といった車両安全対策や
交通取締り、自動車関係の徴税業務等に支障が生じる恐れ
があるので対応は困難である。

1137 1137010
ＮＰＯ法人
志木の輪

住民による自家用車
共同使用に関する
規制緩和

住民による自家用車共
同使用の規制緩和

「住民による自家用車の共同使用」の複雑で時間
がかかる手続きを簡素化する特例。
＜現行＞
①共同使用契約書に全使用者署名捺印。
②当事者が連署した共同使用許可申請書を提出
（①を添付）（４週間後許可書受諾）
③全員の車庫使用承諾書を取得、連名で車庫証
明申請。（１週間）
④全員の住民票と委任状と車庫証明を持参し登
録。ＯＣＲ申請シートに住所氏名を全員分記入。車
検証使用者全員を記載。
⑤共同使用許可書の写しを携行して実施。
⑥ メンバー変更や、車両変更時は、新規に許可申
請（③と既使用者の住民票上以外は上記全作業
やり直しの為、１ヶ月以上かかる）。
手続き場所も、運輸支局輸送課、不動産店、警察
署２回、運輸支局登録事務所と、のべ５回行かね
ばならず、大変複雑。
＜特例＞
・「車検証への全員記載を不要」とし、「共同使用契
約書写しを携行」に変更。
・許可制から事前届け出制に変更。
　少なくとも「メンバー変更や車両変更のみ」で他の
共同使用条件が変わらない場合は、「事前届け出
にて可」として欲しい。

＜内容＞地域住民による自家用車の共同使用・共
同管理（ただしこれは事業ではなく、純粋に住民同
士の共同使用である）
（注；ＮＰＯとしては共同使用の運営を事業としてお
らず、「共同使用の環境整備、認知拡大」を事業と
している）。
・共同使用参加者は車両の使用及び管理に対し権
限と責任を有し、あらかじめ合意。車両保有費や
維持費も利用に応じて分担。
＜目的＞地域の「環境」を守りながらの「駐車場不
足問題」の解決が目的
＜効果＞・植栽や緑地をつぶして駐車場を作るこ
とがなくなる。（自動車の共同利用により車の保有
台数が減り、空間の有効利用となる為）・ 違法駐
車減少。・ 通行車両削減、地域の交通渋滞緩和
（共同使用は使用毎にコストを考える為、個人所有
に比べ車の利用は約半分になる為。）
　また、レンタカー型カーシェアリングは大きな初期
投資が必要等、実施できる場所や条件が限られる
為、何処でも実施出来るわけではない。本提案に
より、小規模カーシェアリングを実施しやすくなり、
全国に散発するようになれば、結果としてカーシェ
アリングの認知を拡大し、レンタカー型カーシェアリ
ングの普及拡大にも寄与すると考えられる。

国土交通
省

国土交通省 120890

タクシー特別
監視地域と
緊急調整地
域の指定要
件の見直し

道路運送法第8
条
道路運送法第
88条の２
平成13年10月
26日付け国自
旅第102号通達

特定の地域において通
達の定める指定要件を
満たした場合に特別監
視地域又は緊急調整地
域の指定を受ける。

Ｃ

仙台圏でのタクシー事業を巡る経営環境が厳しいものであ
ることは承知している。しかしながら、緊急調整措置は、一
定の地域に対して国が新規参入や増車を抑止することを可
能にするという、極めて権利制限性の高い緊急の措置であ
り、その発動は、供給輸送力が輸送需要量に対して著しく過
剰となっているために輸送の安全や利用者利便の確保が
損なわれるような場合に限定して行うべきものである。
タクシーの需給調整規制の廃止については、長期間にわた
る慎重な検討を経た上で、平成１４年２月にようやく実施さ
れたものである。こうした経緯を踏まえると、法改正からまだ
３年を経過していない現時点で、このような極めて権利制限
性の高い緊急の措置の適用を拡大することは、法改正の趣
旨を没却するものとなるため、今回のご提案については、対
応することは困難である。
なお、緊急調整地域の指定要件については、「規制改革・民
間開放推進三か年計画」（平成１６年３月１９日閣議決定）に
おいて、「緊急調整措置の発動を厳に必要性があるケース
に限定する」との指摘が盛り込まれたこと等を踏まえ、本年

1083 1083010

 社団法人
宮城県タク
シ－協会
仙台地区
総支部

　タクシ－需給調整
特区

タクシー需給調整特区

特別監視地域と緊急調整地域の指定要件から実
車率及び苦情件数を除き、日車営収に主眼をおい
た捉え方とその算定基準を改正道路運送法施行
以前(平成１３年まで）の前５年間の平均数値との
比較をし、緊急、特別監視地域指定を行うのが本
来の姿であり、現実に即した基準にして頂く。

緊急調整地域に認定された後仙台市のタクシ－事
業者により、認定後適正台数を目指すものの、こ
れまでの増車台数を勘案し減車に取り組み現在の
劣悪な状況が早期に改善されるようにする。

国土交通
省

国土交通省 120900

特定区間の
バス運行に
関する規制
緩和

道路運送車両
の保安基準第
55条第1項

道路運送車両
の保安基準第
55条第1項、第
56条第1項及び
第57条第1項に
規定する国土
交通大臣が告
示で定めるも
のを定める告
示第1条第1項
第3号

道路運送車両
の保安基準の
細目を定める
告示

保安基準については、
地方運輸局長の認定及
び指定を受ければ基準
を緩和することができ
る。

D－１

当該保安基準については、個別事業者の申請に応じて道路
運送車両の保安基準第５５条に基づき地方運輸局長の認
定による基準緩和を行っているため、管轄の地方運輸局に
申請していただきたい。

1148 1148010
湯平温泉
観光協会

古き良き湯治場文化
再生構想（特定区間
のバス運行に関する
規制緩和）

特定区間のバス運行に
関する規制緩和

車掌の乗車が義務付けられている事業用車両（道
路運送法第１章総則第15条記載）を営業運行する
場合、特定の路線区域においては必ずしも車掌の
乗車を義務付けない旨緩和する。

交通アクセスの向上と、観光ＰＲのため、昭和42年
製の「ボンネットバス」を由布院温泉～湯平温泉間
において定期運行する。湯布院町の二つの温泉地
の交流人口の増加と、湯平温泉観光のＰＲを図
る。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120910

自動車の回
転灯装備と
公道走行の
柔軟化

道路運送車両
の保安基準第
４２条

道路運送車両の保安基
準（運輸省令）第４２条
の規定により、自動車
への回転灯の装備は、
緊急自動車や道路維持
作業用自動車に限って
認められている。

C

　自動車への回転灯の備え付けは、原則として、緊急車両
や道路維持作業用自動車に限って認められている。これ
は、緊急車両や道路維持作業用自動車は、使用形態が特
殊なため、交通の安全を確保する上で、他の交通等に特別
な注意を喚起する必要性が高いことによるものであり、一
方、その効果を確保し、交通の混乱を防止するためには、そ
の他の車両への回転灯の装備は禁止する必要があるから
である。このため、たとえ短距離の限定的な経路であって
も、一般車が通行する公道において回転灯の備え付けを認
めることは困難である。
　なお、回転灯ではなく明るさや色に関し一定の条件に当て
はまる灯火であれば、車両への装備が認められており、他
の車両との差別化のために使用可能である。

1072 1072010
名古屋港
管理組合

名古屋港産業ハブ
特区計画

自動車の回転灯装備と
公道走行の柔軟化

都道府県警察本部長の証明書の交付を受け、か
つ、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確
保等に関する法律」に基づく保安措置として発行す
る「車両通行証」を提示する、「海上コンテナ積載用
トレーラー」のみを対象として、限定（人工島）され
た区域における、自動車の回転灯装備と公道走行
を許可する。

海上コンテナ貨物量の増大に伴い、コンテナターミ
ナル（岸壁）と背後圏（倉庫・工場等）との間で、海
上コンテナが大量にトラック輸送されている。こうし
た中、通常の輸送とは別に、特定のコンテナのみ
を、一定量（約５０個～２００個）短時間で、限定さ
れた区間（ターミナル・背後施設間）をピストン輸送
されることがある。
この場合、効率性と安全性を高めるため、他の輸
送車両と差別化することが必要であり、ターミナル
内と背後施設内では、回転灯を装備・点灯して輸
送されている。
しかし、現状では、公道区間で回転灯の取外しが
必要となり、時間的ロスと一時停車による安全性
の懸念が生じている。
そこで、物流の効率化に向けたリードタイム短縮と
安全性の確保のために、一般車両の通行が極め
て少量で、短距離で限定された経路を走行する場
合に限り、公道における回転灯装備と走行を許可
する。
この場合、走行を許可する車両は、都道府県警察
本部長の証明書の交付を受け、かつ、「国際航海
船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する
法律」に基づく保安措置として発行する「車両通行
証」を提示する、「海上コンテナ積載用トレーラー」
のみとする。

警察庁
国土交通
省

国土交通省 120920

自動車の回
送運行時に
おける仮ナ
ンバー表示
の柔軟化の
拡大
（特定事業１
２０４におけ
る柔軟化区
間の拡充）

道路運送車両
法第３６条の２

道路運送車両
法施行規則第
７条、第２６条
の３、第２６条
の５、第２６条
の６

国土交通省関
係構造改革特
別区域法第２
条第３項に規
定する省令の
特例に関する
措置及びその
適用を受ける
特定事業を定
める省令第１条

　回送運行許可番号及
びこれに記載された番
号の表示は、自動車の
運行中回送運行許可番
号標に記載された番号
が判読できるように、回
送運行許可番号標を自
動車の前面及び後面の
見やすい位置に確実に
取り付けることによって
行う。

　特区の認定を受けた
ときは、車両に傷の付
かない回送運行許可番
号を別途定め、その使
用を認める。

D-2

　現行の特区における回送運行許可番号標の柔軟化につ
いては、特区内において車両の通行状況その他の周囲の
状況から判断し、主として回送の用に供されている道路の
区間に限定すれば、当該道路の区間が一般交通の少ない
地域であることや回送の区間が短距離であり、表示の方法
を緩和しても当該車両が未登録車なのか否かの誤解を与え
ることは少ないものと考えられることから、車両に傷の付か
ない回送運行許可番号を別途定め、その使用を認めること
により当該回送の効率化を図るものである。
　柔軟化した回送運行許可番号標の使用可能区間を特区
全域に広げることは、この趣旨から判断すれば適当ではな
いが、当該区域内において、回送運行事業者が走行するこ
とを予定している区間それぞれが要件に合致する場合に、
回送運行の区間を新たに設定することにより、要望の実現
が可能と考える。
　なお、現行の特区における回送運行許可番号の柔軟化に
ついては、平成１６年度中に全国展開をすることとしている
ところである。

1072 1072020
名古屋港
管理組合

名古屋港産業ハブ
特区計画

自動車の回送運行時に
おける仮ナンバー表示
の柔軟化の拡大
（特定事業１２０４におけ
る柔軟化区間の拡充）

特定事業１２０４により交付された回送運行許可番
号標について、通常の方法で取り付けることで、特
区内全域の回送運行を許可する。

特定事業１２０４は、特区内の特定区間に限り使用
できる回送運行許可番号標を別途定め、その使用
が認められることにより、回送運行効率の向上に
寄与している。
その一方で、特定区間外で使用する同許可番号
標も必要であことから、現状では特定区間内で使
用する同許可番号標を追加で借受けることにな
る。
そこで、特定事業１２０４の回送運行許可番号標の
使用可能範囲を特定区間から特区内全域に拡大
し、更なる事業者の負担軽減と回送運行効率の向
上を推進する。

国土交通
省

国土交通省 120930

専任水防団
のパトロール
における着
脱式のオレ
ンジ色回転
灯の装備可
能化

道路運送車両
の保安基準第
４２条

道路運送車両の保安基
準（運輸省令）第４２条
の規定により、自動車
への回転灯の装備は、
緊急自動車や道路維持
作業用自動車に限って
認められている。

C

　今回のご提案のようなオレンジ色の回転灯は、方向指示
器や非常点滅表示灯と誤認されるおそれがあることから、
道路運送車両の保安基準等において禁止されているところ
である。方向指示器や非常点滅表示灯は、他の交通に対し
て合図をする大変重要な灯火であることから、この禁止規
定を解除し又は改正することは困難である。
　なお、水防用自動車については、緊急自動車として都道
府県公安委員会の指定を受けたものに限って、赤色回転灯
の装着が認められているため、指定を受けていない自動車
については、回転灯の装備を認めることは困難である。

1173 1173010
岐阜県岐
阜市

回転灯、点けて守る
ぞわがまち特区

岐阜市の専任水防団
が、岐阜市長の命令下
において行う河川堤防
等のパトロールにおい
て、水防団員の個人所
有車両を使用する場合
は、河川堤防等のパト
ロールに限り、車両を事
前に限定して、ゴムマグ
ネット等による着脱式の
オレンジ色回転灯の装
備使用を可能とするこ
と。

　『道路運送車両の保安基準』により、ゴムマグ
ネット等による着脱式のオレンジ色回転灯を車両
に装備することは認められていない。
これを、岐阜市水防団員が、岐阜市長の認めた車
両について、『道路運送車両の保安基準』第５５条
の定めるところにより地方運輸局長に対しゴムマ
グネット等による着脱式のオレンジ色回転灯の装
備を例外的に認めるための基準緩和申請をした時
は、当該申請者を構成員とする水防団が、水防活
動の一環として行う河川堤防等のパトロールに
限って認定することができるよう基準を緩和する。

（『道路運送車両の保安基準』第５５条の定める地
方運輸局長の基準緩和申請にかかる認定基準の
緩和。）

岐阜市水防団が、ゴムマグネット等による着脱式
のオレンジ色回転灯を事前に認可を得た車両に装
備使用して、水防活動の一環として河川堤防等の
パトロールを行う。

国土交通
省
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12　国土交通省

担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 120940

青色回転灯
を装備した
防犯パトロー
ル車の業務
範囲の拡大
（不法投棄）

道路運送車両
の保安基準第
５５条
自動車交通局
長依命通達「基
準緩和自動車
の認定要領」第
３（１１）

　警察本部長から青色
回転灯を装備する自動
車による自主防犯パト
ロールを適正に行うこと
ができる旨の証明を受
けた者については、保
安基準第５５条の規定
による基準の緩和の認
定手続きにより、青色回
転灯の自動車への装備
を認めることとした。

C
　青色回転灯を自動車に装備するための警察本部長からの
証明が受けられない場合、基準の緩和の認定を受けること
は困難である。

1270 1270010
神奈川県
横浜市

安全安心よこはま防
犯特区

青色回転灯を装備した
防犯パトロール車の業
務範囲の拡大

現在の規定では青色回転灯の装備は防犯パト
ロールに限定されているが、防犯パトロールに併
せて不法投棄防止パトロールを実施する場合も、
青色回転灯を使用することを可能とする。

防犯パトロールに併せて不法投棄防止パトロール
を実施できることにより、地域の犯罪抑止と街の美
化推進が期待できる。

警察庁
国土交通
省

国土交通省 120950

青色回転灯
を装備した
防犯パトロー
ル車の業務
範囲の拡大
（防災活動）

道路運送車両
の保安基準第
５５条
自動車交通局
長依命通達「基
準緩和自動車
の認定要領」第
３（１１）

　警察本部長から青色
回転灯を装備する自動
車による自主防犯パト
ロールを適正に行うこと
ができる旨の証明を受
けた者については、保
安基準第５５条の規定
による基準の緩和の認
定手続きにより、青色回
転灯の自動車への装備
を認めることとした。

C
　青色回転灯を自動車に装備するための警察本部長からの
証明が受けられない場合、基準の緩和の認定を受けること
は困難である。

1270 1270020
神奈川県
横浜市

安全安心よこはま防
犯特区

青色回転灯を装備した
防犯パトロール車の業
務範囲の拡大

防犯パトロールに併せて風水害による災害発生が
見込まれる場合及び発生時も青色回転灯を使用し
て広報活動を行うことを可能とする。

風水害による災害発生が見込まれる場合及び発
生時の広報活動を実施することにより、犯罪発生
を抑止すると共に、市民生命の安全確保を推進す
ることができる。

警察庁
国土交通
省

国土交通省 120960

他の業務に
基づく移動
中における
防犯パトロー
ル車の防犯
活動の容認

道路運送車両
の保安基準第
５５条
自動車交通局
長依命通達「基
準緩和自動車
の認定要領」第
３（１１）

　警察本部長から青色
回転灯を装備する自動
車による自主防犯パト
ロールを適正に行うこと
ができる旨の証明を受
けた者については、保
安基準第５５条の規定
による基準の緩和の認
定手続きにより、青色回
転灯の自動車への装備
を認めることとした。

C
　青色回転灯を自動車に装備するための警察本部長からの
証明が受けられない場合、基準の緩和の認定を受けること
は困難である。

1270 1270030
神奈川県
横浜市

安全安心よこはま防
犯特区

他の業務に基づく移動
中における防犯パトロー
ル車の防犯活動の容認

市町村が防犯団体となる場合は、他の業務に基づ
く移動中も青色回転灯を点灯し防犯活動を可能と
する。

他の業務による移動中の時間に防犯活動が可能
となれば、自主パトロールの活動時間が増え、そ
れに伴う犯罪の抑止効果や早期発見が期待でき
る。

警察庁
国土交通
省

国土交通省 120970

輸出入自動
車の回送運
行における
自動車損害
賠償責任保
険料の低減

自動車損害賠
償保障法第２５
条、同法第３３
条第１項、同施
行令第９条、自
動車損害賠償
責任保険基準
料率（平成１４
年金融庁告示
２２号）

①強制保険である自賠
責保険の基準料率につ
いては、自賠法施行令
第９条の車種区分毎に
収支均衡となるよう算
出されている。
②回送運行における基
準料率は同施行令第１
６号の商品自動車に区
分されている。
③基準料率を改定する
には、自賠審の答申を

Ｃ -

   自賠責保険は、被害者保護を目的とした社会保障的性格
の強い強制保険である。商品自動車については、熟練ドラ
イバー等による商品回送の際の保険として、既に独立した
車種区分とされているところであり、これを更に細分化する
ことは不適当。

1072 1072030
名古屋港
管理組合

名古屋港産業ハブ
特区計画

輸出入自動車の回送運
行における自動車損害
賠償責任保険料の低減

特定事業１２０４により交付された回送運行許可番
号標における自動車損害賠償責任保険料を低減
する。

特定事業１２０４による回送運行許可番号標の使
用は、回送運行事業者の負担が軽減されるととも
に、回送運行効率の向上により地域の活性化に寄
与する。そこで、同許可番号標の自動車損害賠償
責任保険料を低減することにより、更なる事業者
の負担軽減とその使用拡大による回送運行効率
の向上を推進する。

金融庁
国土交通
省
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国土交通省 120980
平水区域の
範囲の拡大
化

・船舶安全法施
行規則第1条第
６項
・船舶安全法施
行規則第１条
第６項ただし書
の港の区域を
定める件（告
示）
・船員法第１条
第１条第３項
・船員法第１条
第２項第２号の
港の区域の特
例に関する政
令
・船員法第１条
第２項第２号の
港の区域を指
定する件（告
示）

  平水区域は、船舶安全
法施行規則第１条第６項
により、次のように規定さ
れている。
①湖、川及び港内の水域
② 船舶安全法施行規則
第１条第６項各号に掲げ
る水域

  この場合において、①の
港内の水域とは、港則法
に基づく港の区域の定め
があるものについては、そ
の区域とする。ただし、気
象・海象条件等に基づき、
平水区域と認めることが
適当でない水域について
は、船舶安全法施行規則
第１条第６項ただし書きの
規定に基づき、別に告示
に定める区域を平水区域
としている。

　船員法の規定は、港の
みを航行する船舶に乗り
組む者については適用さ
れないこととしている（船
員法第１条第２項第２
号）。この港の範囲は、「港
則法に基づく港の区域」と
して定めているが、港の区
域の特例を政令で定める
ことができることとしている
（船員法第１条第３項） 港

C

　船舶安全法では、船舶の堪航性及び人命の安全の保持
を担保するため、平水区域、沿海区域、近海区域及び遠洋
区域の航行区域に応じて船舶の構造、設備基準等を定めて
いる。航行区域は、自然条件（地形、気象・海象条件）や緊
急時の避難等の諸条件に基づき定めており、当該区域につ
いても、地形、波の高さ、風向・風速等を考慮して航行区域
を定めているものであることから、経済的理由により特定の
種類の船舶のみを特例として平水区域を広げることはでき
ない。

　また、船員法の規定に係る港の区域の特例は、海上労働
の特殊性及び航海の安全の確保の観点から、陸上の労働
者と同等に扱っても問題がないと考えられるものについて設
けている。当該区域についても、自然条件等を勘案し、陸上
の労働者とは異なる扱いをする必要があることから船員法
を適用するとしているところである。したがって、単に経済的
理由により船員法の適用について特例を設けることはでき
ない。

　ただし、当該区域を含め、航行区域や港の区域の設定に
ついては随時見直しを行っているところであり、今後とも自
然条件の変化等に応じて検討を行うこととしている。

1024 1024010
北海道苫
小牧市

平水区域一体化構
想

平水区域一体化構想

苫小牧港の西港区と東港区の２つの平水区域の
間にある沿海区域を、２つの平水区域間の移動を
目的としたポートサービス船舶に限り沿海区域の
規制を緩和し、平水区域と同様の取扱いをする。

平水区域と同様の取扱いをする沿海区域の範囲
の例
例１　苫小牧港の西港区と東港区の２つの平水区
域の半円とその接線及び海岸線で囲まれる区域
例２　苫小牧港の西港区と東港区の２つの平水区
域の間にある沿海区域で海岸線から２ｋｍ以内の
区域

苫小牧港の西港区と東港区の間を航行するポート
サービス船舶は、１隻当たり年間の人件費で２千
万円、検査料で６百万円の削減になる。また、ＶＨ
Ｆデジタル選択呼出聴取装置、遭難信号送受信機
（ＳＡＲＴ、レーダートランスポンダ）、非常用位置指
示無線標識装置（ＥＰＩＲＢ）、航行警報受信機（ＮＡ
ＶＴＥＸ）、船舶無線（ＮＴＴ）などの設置義務もなくな
る。このようにポートサービス業務の経費が軽減さ
れ、北海道経済を牽引する中核国際港湾苫小牧
港の一層の利用促進を図ることができる。

国土交通
省

国土交通省 120990

わが国外航
商船の第二
船籍制度創
設（日本籍外
航商船に対
するいわゆ
る日本人船
員配乗要件
の改廃）

船舶職員法第
23条の2第2項
の規定に基づく
就業範囲の指
定に関する海
上技術安全局
船員部長通達
（海職第284号
の2、平成11年
6月11日）

船舶法第23条の外国船
員に対する承認を行う
に当たっては、一～三
等航海士、一～三等機
関士の６種類につき就
業範囲を指定するもの
としており、船長又は機
関長の職務については
指定の対象となってい
ない。

C

区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置を
設けることにより、地域の活性化を図り、国民生活の向上及
び国民経済の発展に寄与することを目的とするものである。
したがって、特例措置の適用により、当該地域にメリットがあ
り、地域の活性化につながることが前提となっており、また、
当該特区において効果が検証された場合には、全国に適用
される制度改正を行い、構造改革を進めることが想定され
ているとともに、税の軽減などの財政措置を伴うものは対象
としないこととされている。

　これらのことも踏まえ、さらに以下の理由により、本提案は
特区制度の趣旨になじまない。
　なお、船主協会等からの要望のあるいわゆる「第二船籍
制度」を、西欧諸国等の制度に照らして、我が国で創設する
のか、創設する場合にはいかなる要件とすることが適当で
あるのかについては、現在、国土交通省及び社団法人日本
船主協会とが共同で「外航海運政策推進検討会議」を設置
し、検討を行っている。

１．本特区提案は、以下のとおり、税収増や雇用の創出につ
ながらず、具体的に「地域にメリットがあり、地域の活性化に
つながる」ものとは考えられない。

（１）仮に、特区に船籍をおく船が増えたとしても、
    ①　登録免許税は国税であり、市町村の税収にはならな
い。
    ②　船舶は船籍を置くのみであり、寄港の義務等はな

1208 1208010

愛媛県今
治市、社団
法人日本
船主協会

わが国外航商船の
第二船籍制度創設

わが国外航商船の第二
船籍制度創設（日本籍
外航商船に対するいわ
ゆる日本人船員配乗要
件の改廃）

日本籍外航商船に対するいわゆる日本人船員配
乗要件の改廃、および、外国人船員の海技資格承
認試験制度の抜本的見直し等、関連資格の取得
手続の簡便化等を図る。

国土交通
省
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（２）なお、船舶が置籍されると、船体及び船舶に備置される
証書等に船籍港の名称が記載されるが、船籍港の知名度
の上昇等による観光客の来訪促進等の地域活性化効果が
あるとも考えられない。

（３）さらに、本提案が特区として実現されたとしても、税制の
軽減措置は採られないので、便宜置籍船に比べてコスト競
争力が著しく劣ることに変わりはなく、どの程度船舶の置籍
が発生するかは疑問。

２．また、船員の配乗要件については、条約にも準拠して船
舶の航行の安全確保の観点から必要な資格・人員が定めら
れた安全規制に係るものであり、船舶は船籍にかかわら
ず、いずれの場所においても航行できるため、特別の地域
に限定して特例措置を講じる性格のものではない。なお、こ
の配乗要件は、日本人船員確保の観点も踏まえ、労使も十
分に協議を行い、決定されたものである。したがって、日本
人船員の配乗要件については、日本人船員の確保・育成の
あり方等様々な観点にも関連するので、全日本海員組合等
の意見も幅広く聞きながら、十分な議論を重ねることが不可
欠である。

国土交通省 121000

強制水先の
必要な船舶
（外国籍船）
の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確
保のために国際的に実
施されている社会的安
全制度であり、自治体
の区域に収まらない広
域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度
である。さらに、現時点
において、水先制度に
かわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、
水先区における自然条
件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当
該水域特性を十分踏ま
え、船舶の安全確保と
運航効率の増進の観点
から、適時適切な見直
しに取り組んでいる。
  さらに、港湾コスト低
減に対する社会的要請
を踏まえ、適時適切に
料金の見直しに取り組
んでいる。

Ｄ－４

  強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直し（強制水先の
免除）については、規制改革・民間開放推進３か年計画（平
成１６年３月閣議決定）において、「現在、船長の航海実歴
による強制水先の免除の対象となる船舶については、日本
籍船に限られているが、ヨーロッパにおける制度も十分参考
にして、外国籍船に対しても船長が同等の知識・能力を有す
る場合には強制水先の免除を認める。」ことについて、平成
１６年度中に結論・実施することが既に決定していることか
ら、これに従い検討・実施する。

1013 1013010
山口県下
関市

下関市・東アジアロ
ジスティック特区

強制水先の必要な船舶
（外国籍船）の見直し

関門区において入出港する強制水先が必要な船
舶のうち、下記について適用を除外とする特例を
設けること。
水先法第１３条ただし書きに定める船舶の船長に
ついて、関門区において定期的に入出港する外国
籍強制水先対象船舶の船長のうち、下記要件を満
たす船長を対象とする。
１．水先法施行規則第２２条に規定する表中、第１
欄：関門区、第２欄：関門港航路区域のみを航行
し、関門区の区域を通過する船舶以外の船舶につ
いて、外国籍船舶の船長（外国人）については第４
欄の回数を５０回とすることで、日本籍船よりも厳し
い条件を設定することにより、安全性を確保する。
２．下記安全対策設備等を登載している船舶のみ
を対象とし、安全性を確保する。
　1)船舶自動識別装置（AIS)
　2)自動衝突予防援助装置（ARPA)
　3)SOLAS条約に基づくSMC(安全管理証書)
３．輻輳水域での行き合い船とのコミュニケーショ
ンを図るため、船長、一等航海士をはじめ操船に
あたる複数の船舶職員が英語を話すことが出来る
こと。

H15年４月２１日に認定していただいた、本市構造
改革特別区域計画（名称：下関市・東アジアロジス
ティック特区）の目標に掲げている下関港における
物流の更なる効率化を図る。
具体的には、下関港で発着する国際フェリー航路
及び定期コンテナ航路に就航する船舶のうち、関
門区の航行環境を十分に把握している船長（外国
人）が乗船する船舶を強制水先対象外とし、下関
港利用にあたっての利便性向上を実現し、下関港
の国際競争力アップにつなげ、地域経済の活性化
を図る。

国土交通
省
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国土交通省 121000

強制水先の
必要な船舶
（外国籍船）
の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確
保のために国際的に実
施されている社会的安
全制度であり、自治体
の区域に収まらない広
域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度
である。さらに、現時点
において、水先制度に
かわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、
水先区における自然条
件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当
該水域特性を十分踏ま
え、船舶の安全確保と
運航効率の増進の観点
から、適時適切な見直
しに取り組んでいる。
  さらに、港湾コスト低
減に対する社会的要請
を踏まえ、適時適切に
料金の見直しに取り組

Ｄ－４

  強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直し（強制水先の
免除）については、規制改革・民間開放推進３か年計画（平
成１６年３月閣議決定）において、「現在、船長の航海実歴
による強制水先の免除の対象となる船舶については、日本
籍船に限られているが、ヨーロッパにおける制度も十分参考
にして、外国籍船に対しても船長が同等の知識・能力を有す
る場合には強制水先の免除を認める。」ことについて、平成
１６年度中に結論・実施することが既に決定していることか
ら、これに従い検討・実施する。

1233 1233010 東京都 国際港湾特区
強制水先の必要な船舶
（外国籍船）の見直し

　実歴認定制度（強制水先の対象船舶であっても、
当該強制区を年に一定回数以上航海した船長が
運航する日本籍船であれば水先人の乗船義務を
免除）の対象を拡大する。具体的には、「当該港ま
たは水域において国土交通省令で定める一定回
数以上航海に従事したと認めるもの」という条件設
定に関し、より厳格な要件（日本の航路、国内海事
法令について船長が十分な知識・経験を有すると
国土交通省が認定した場合等）を付した上で外国
籍船を加える。

安全性に問題のない船舶について、現行の実歴認
定制度の対象船舶に外国籍船を加え、港湾コスト
の低減を図り、東京港の国際競争力を強化する。

国土交通
省

国土交通省 121000

強制水先の
必要な船舶
（外国籍船）
の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確
保のために国際的に実
施されている社会的安
全制度であり、自治体
の区域に収まらない広
域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度
である。さらに、現時点
において、水先制度に
かわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、
水先区における自然条
件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当
該水域特性を十分踏ま
え、船舶の安全確保と
運航効率の増進の観点
から、適時適切な見直
しに取り組んでいる。
さらに 港湾コスト低

Ｄ－４

  強制水先の必要な船舶（外国籍船）の見直し（強制水先の
免除）については、規制改革・民間開放推進３か年計画（平
成１６年３月閣議決定）において、「現在、船長の航海実歴
による強制水先の免除の対象となる船舶については、日本
籍船に限られているが、ヨーロッパにおける制度も十分参考
にして、外国籍船に対しても船長が同等の知識・能力を有す
る場合には強制水先の免除を認める。」ことについて、平成
１６年度中に結論・実施することが既に決定していることか
ら、これに従い検討・実施する。

1271 1271010
神奈川県
横浜市

国際物流特区
強制水先の必要な船舶
（外国籍船）の見直し

　 横浜港に入港する外国籍線の船舶について、定
期的な入港頻度（入港経験）がある場合、強制水
先を免除あるいは、特例料金を設定し、水先料金
の低減化を図ります。

　現在、「水先制度のあり方に関する懇談会」にお
いて、水先制度の抜本的な見直しが行われている
ところですが、更なる水先料金低減化の早期実現
を図り、横浜港の国際競争力を強化します。

国土交通
省

国土交通省 121010

強制水先区
の見直しに
よる水先料
金の低減化

水先法第１１
条、第１３条及
び第２２条

  水先制度は、安全確
保のために国際的に実
施されている社会的安
全制度であり、自治体
の区域に収まらない広
域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度
である。さらに、現時点
において、水先制度に
かわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、
水先区における自然条
件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当
該水域特性を十分踏ま
え、船舶の安全確保と
運航効率の増進の観点
から、適時適切な見直
しに取り組んでいる。
さらに 港湾コスト低

E

　東京港と横浜港を移動する船舶に対する水先は、東京港
のバースと境界との間の入出港業務、東京港の境界と横浜
港の境界との間の航行業務、横浜港の境界とバースとの間
の入出港業務を別々の水先人が実施しているが、これは、
安全上の観点からそれぞれの水域事情に精通した水先人
が専門的に水先業務を担当する必要があるためである。
　そして、各水先人の業務に重複はなく、従って、水先料金
にも重複がないため、現状においてもコストの増加につな
がっているという事実はない。
　なお、現在、水先制度の抜本的な見直しを行うための「水
先制度のあり方に関する懇談会」において、船舶の航行安
全等に留意しつつ、時代に即した制度となるよう、水先区の
あり方も含めた制度全体のあり方の検討を行っているところ
である。

1233 1233020 東京都 国際港湾特区
強制水先区の見直しに
よる水先料金の低減化

　東京湾内の複数の水先区を統一し、一つの水先
区とする。また、京浜港に精通した水先人の研修・
指導・育成を行い、一人の水先人による水先航行
を可能にする。

　東京湾内の複数の水先区を統合することにより、
水先料金の低減化を図り、アジア諸港に伍した国
際競争力のある東京港とする。

国土交通
省
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ジェク
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制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 121010

強制水先区
の見直しに
よる水先料
金の低減化

水先法第１１
条、第１３条及
び第２２条

  水先制度は、安全確
保のために国際的に実
施されている社会的安
全制度であり、自治体
の区域に収まらない広
域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度
である。さらに、現時点
において、水先制度に
かわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、
水先区における自然条
件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当
該水域特性を十分踏ま
え、船舶の安全確保と
運航効率の増進の観点
から、適時適切な見直

E

　東京港と横浜港を移動する船舶に対する水先は、東京港
のバースと境界との間の入出港業務、東京港の境界と横浜
港の境界との間の航行業務、横浜港の境界とバースとの間
の入出港業務を別々の水先人が実施しているが、これは、
安全上の観点からそれぞれの水域事情に精通した水先人
が専門的に水先業務を担当する必要があるためである。
　そして、各水先人の業務に重複はなく、従って、水先料金
にも重複がないため、現状においてもコストの増加につな
がっているという事実はない。
　なお、現在、水先制度の抜本的な見直しを行うための「水
先制度のあり方に関する懇談会」において、船舶の航行安
全等に留意しつつ、時代に即した制度となるよう、水先区の
あり方も含めた制度全体のあり方の検討を行っているところ
である。

1271 1271020
神奈川県
横浜市

国際物流特区
強制水先区の見直しに
よる水先料金の低減化

　東京港と横浜港を移動する船舶は水先人（東京
港の水先人、東京湾の水先人、横浜港の水先人）
のきょう導により航行することとなります。
　安全性を考慮しつつ、１人の水先人で一体的に
水先業務を行えるような特例の実現をお願いしま
す。

　現在、「水先制度のあり方に関する懇談会」にお
いて、水先制度の抜本的な見直しが行われている
ところですが、更なる水先料金低減化の早期実現
を図り、横浜港の国際競争力を強化します。

国土交通
省

国土交通省 121020
水先料金制
度の更なる
見直し

水先法第２２条

　現行の水先料金は、
きょう導距離等水域特
性に伴う操船困難度を
勘案し、水先区毎に設
定している。
水先料金は、港湾コスト
の約５％程度ではある
が、コスト低減に対する
社会的要請等を踏ま
え、適時適切に料金の
見直しに取り組んでい
る。

C

　水先料金については、全国の各水先区について、料金の
ベースとなるきょう導距離等を再検証し、料金の見直し作業
を行い、１５年１月には見直しの第一次分を措置した上、本
年４月には見直しの第二次分を措置したところである。
　当該措置により、例えば横浜港については１５％を超える
水先料金の低減を既に図ったところである。
　なお、現在、水先制度の抜本的な見直しを行うための「水
先制度のあり方に関する懇談会」において、船舶の航行安
全等に留意しつつ、時代に即した制度となるよう、水先料金
制度を含めた制度全体のあり方の検討を行っているところ
である。

1271 1271030
神奈川県
横浜市

国際物流特区
水先料金制度の更なる
見直し

　 横浜港における水先料金については、平成１６
年４月の全国的な改訂を受けて、見直しが行われ
ましたが、スーパー中枢港湾として更なる料金の
低減化をお願いします。

　現在、「水先制度のあり方に関する懇談会」にお
いて、水先制度の抜本的な見直しが行われている
ところですが、更なる水先料金低減化の早期実現
を図り、横浜港の国際競争力を強化します。

国土交通
省

国土交通省 121030

強制水先の
必要な船舶
の範囲（対象
船舶の大き
さ）の見直し

水先法第１３条

  水先制度は、安全確
保のために国際的に実
施されている社会的安
全制度であり、自治体
の区域に収まらない広
域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度
である。さらに、現時点
において、水先制度に
かわる安全確保のため
の代替措置はない。
  水先制度については、
水先区における自然条
件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当
該水域特性を十分踏ま
え、船舶の安全確保と
運航効率の増進の観点
から、適時適切な見直
しに取り組んでいる

C

強制水先の対象船舶の範囲の設定にあたっては、これまで
は審議会等において、安全性を確保するため、当該水先区
ごとに、その地形的条件、港湾及び航路の整備状況、船舶
の輻輳状況、海難の状況等多様な要素を勘案しつつ、ユー
ザー、港湾管理者、水先人及び学識経験者等の意見も十
分に踏まえ、総合的に判断してきたところである。
  また、現在、水先制度の抜本的な見直しを行うための「水
先制度のあり方に関する懇談会」において、船舶の航行安
全等に留意しつつ、時代に即した制度となるよう、強制水先
対象船舶のあり方を含めた制度全体のあり方の検討を行っ
ているところである。

1271 1271040
神奈川県
横浜市

国際物流特区
強制水先の必要な船舶
の範囲（対象船舶の大
きさ）の見直し

  港域に設定された強制区(横浜川崎区)におい
て、強制水先の対象となる船舶の大きさを３千総ト
ン以上から他の国内主要港と同等とすることで、水
先料金の低減化を図ります。

　現在、「水先制度のあり方に関する懇談会」にお
いて、水先制度の抜本的な見直しが行われている
ところですが、更なる水先料金低減化の早期実現
を図り、横浜港の国際競争力を強化します。

国土交通
省
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国土交通省 121040

カボタージュ
（国内輸送の
自国運送業
者への留保）
に係る規制
の緩和

船舶法第３条

日本各港間の輸送（貨
物及び旅客）は、原則
日本籍船でなければ、
行うことができない。

Ｃ

カボタージュに従事する権利は、専ら自国船舶に留保される
ことは国際慣行上確立されており、我が国が一方的に緩和
することは不利益を被ることとなる。我が国の企業に対しカ
ボタージュを全く認めていない国もあることから、外国政府
からの要望を受け、又は我が国政府が要望し、相互に認め
合うなど日本の利益が確保されると確認でき、二国間の合
意がなければ特許することは困難である。ただし、自ら使用
する空コンテナの輸送については、二国間合意がなくても個
別に特許を付与することがある。
空コンテナの包括的な特許についても同様の考え方によ
り、外国政府からの要望を受けて（米、英、独）又は我が国
政府が要望して（中）二国間で調整し、我が国の利益を確保
した上で相互に認め合って来ている。前記４カ国以外の国
においては、二国間で合意がないことから空コンテナの包括
輸送特許については認めていない。我が国の企業に対し空
コンテナ輸送を全く認めていない国もあることから、外国政
府から要望があり、相互に認め合うなど、二国間で調整し、
我が国の利益が確保されることについて合意できれば、包
括的な特許を付与することは可能である。

1233 1233030 東京都 国際港湾特区
カボタージュ（国内輸送
の自国運送業者への留
保）に係る規制の緩和

　東京港を経由する国際コンテナ貨物のうち、通し
船荷証券を有する「外国から輸送され、東京港で
積み替えられ、船荷証券記載の日本の目的港まで
輸送される貨物」及び「日本の積込港から輸送さ
れ、東京港で積み替えられ、外国に輸送される貨
物」に限り、船舶法３条但書の沿岸輸送特許の取
得を認めることにより、限定的にカボタージュ規制
を解除する。また、空コンテナの輸送については年
間で包括的に承認するなど、手続きの簡素化を行
う。

　東京港を経由する国際コンテナ貨物について、
限定的にカボタージュ規制を解除する。このことに
より、現在、海外において積み替えがなされている
地方港向け（出し）貨物を集積することにより、基幹
航路の我が国への寄港を確保する。

国土交通
省

国土交通省 121050

カボタージュ
（国内輸送）
に係る規制
（自国運送業
者への留保）
緩和

船舶法第３条

日本各港間の輸送（貨
物及び旅客）は、原則
日本籍船でなければ、
行うことができない。

C

カボタージュに従事する権利は、専ら自国船舶に留保される
ことは国際慣行上確立されており、我が国が一方的に緩和
することは不利益を被ることとなる。我が国の企業に対しカ
ボタージュを全く認めていない国もあることから、外国政府
からの要望を受け、又は我が国政府が要望し、相互に認め
合うなど日本の利益が確保されると確認でき、二国間の合
意がなければ特許することは困難である。ただし、自ら使用
する空コンテナの輸送については、二国間合意がなくても個
別に特許を付与することがある。

1271 1271050
神奈川県
横浜市

国際物流特区
カボタージュ（国内輸送）
に係る規制（自国運送
業者への留保）緩和

　 現在、船舶法により日本各港間の輸送（貨物及
び旅客）は原則、日本籍船でなければ行えないとこ
ろ、横浜港で扱う海上コンテナに関しては、外国籍
船の母船同士による構内積み替え輸送を可能とし
ます。

　 本件はスーパー中枢港湾として横浜港の国際
競争力を強化する上で需要であり「国際物流特区」
が認定された中、横浜港を寄港地とする外国籍船
同士の横浜港における海上コンテナの積替輸送を
可能とするといった規制緩和措置を設定し、横浜
港における海上コンテナの一層の集積を図りま
す。

国土交通
省
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国土交通省 121060

バリアフリー
化した観光
船に対する
小型船舶の
定義の特例

・船舶安全法第
６条の５
・小型船舶安全
規則第２条
・交通バリアフ
リー法に基づく
基準省令第４
節（船舶）

船舶安全法において、
原則、総トン数20トン未
満の船舶が小型船舶と
して扱われている。ま
た、交通バリアフリー法
に基づき、旅客船に対
してバリアフリー化のた
めの設備基準が適用さ
れている。

C

　　船舶安全法体系においては、旅客船については、全国
的に総トン数２０トン未満の船舶が小型船として扱われてい
るため、特定の区域において２０トンを超える大型の旅客船
を小型船舶として扱うことは、船舶の構造の安定性、船体が
損傷を受けた際の復原性、防火構造・消防設備等の安全性
の確保の観点から困難である。
　また、スポーツ又はレクリエーション用のプレジャーボート
については、長さが24メートル未満であればその構造・設備
が定型的かつ簡易であること、また、国際的にも長さ24メー
トル未満のものを対象にして技術標準が整備されていること
から、総トン数が20トン以上であっても長さ24メートル未満で
あれば小型船舶安全規則を適用することとしているが、旅
客船については、多数の旅客を運送する業務用の船舶であ
るため、国際的にも厳しい基準が要求されていることから、
長さ24メートル未満の旅客船を小型船舶安全規則の適用対
象とすることは困難である。
　なお、提案理由の中で、「バリアフリーで45人定員の船を
建造すると、最低でも長さ24mでトン数は28トンとなる」と述
べられているが、総トン数20トン未満の小型の旅客船が50
名程度の定員数を確保してバリアフリー基準に適合してい
る例は多数ある。また、「昭和４９年小型船の定義が５トン未
満から２０トン未満に、長さ１２メートル未満に改正された」と
述べられている点については事実誤認であり、昭和４９年に
小型船舶安全規則において、長さ１２メートル未満の船舶を
小型船舶と初めて定義し、平成６年にその定義を総トン数２
０トン未満の船舶と改正したものである。

1269 1269010
島根県隠
岐郡西ノ島
町

隠岐島バリアフリー
化海上観光特区

バリアフリー化した観光
船に対する小型船舶の
定義の特例

　　全国的に高齢化社会となり当地域においても、
高齢者や身体の不自由な観光客も増加してきてい
る、これに対応するためにも観光船のバリアフリー
化が必要となってきた。採算ベースで考えたとき定
員４５名は必要となるが、ワンフロアーのバリアフ
リーで４５人定員の船を建造すると、最低でも長さ
は２４ｍでトン数は２８トンとなり小型船舶の基準を
超えることになる、このような船を建造した場合乗
員や検査費用ともに小型船とは比べものにならな
い負担となる、このように２４ｍ以内のバリアフリー
化した観光船に対しては、レジャー船と扱いを同じ
にし、トン数に関係なく小型船拍の基準の適用を受
けたい。操船に関する安全性については、船種・船
舶の運動性能・航行区域・地域の特性などによっ
て違ってくるので、単に総トン数だけでなく判断して
いただきたい、プレジャーボートが２４ｍ未満でトン
数の制限なく１級小型免許での操船が安全と判断
されるなら、２４ｍ未満の観光船でも安全面では可
能であると考える。

　高齢者、障害者に安心して利用できる観光産
業。★高齢者、障害者の観光客増加による観光産
業の発展に効果がある。★他地域に先駆け造船
技術の向上を図って、先進地としての地位を確立
することで産業の育成と雇用の拡大に繋がる。★
日本海に浮かぶ離島としては、外洋型の船の利用
により、より安全な航海ができる。

国土交通
省

国土交通省 121070

改正油濁損
害賠償保障
法における
100トン以上
の一般船舶
に対する保
障契約締結
義務の緩和

船舶油濁損害
賠償保障法第
３９条の４

100トン以上の一般船舶
（油タンカー以外の船
舶）について、所要の保
障契約が締結されてい
ない船舶に対して、以
下のような規制が定め
られている。
【日本船舶】
・国際航海に従事するこ
とを禁止
【日本船舶以外の船舶】
・本邦内の港（東京湾、
伊勢湾、瀬戸内海を含
む。）に入港（域）し、出
港（域）し、又は本邦内
の係留施設することを
禁止

C

　本規制は、わが国沿岸への座礁船の放置等により油防除
措置や船体撤去等の費用負担を地方自治体が強いられる
ことから、地方自治体からの強い要望も受け、本年４月に油
濁損害賠償保障法を改正し、来年３月より施行するもので
ある。

　放置座礁船として問題となる船舶は、比較的小型のもの
が多く、保険義務付けの対象船舶を１００トンから引き上げ
た場合、座礁事故等によって被害を受ける地方自治体や漁
業者等に対する十分な保障が確保できないこととなる。

 また仮に、義務付けトン数引き上げが特定地域のみで実施
されたとしても、当該特定地域以外の場所において対象船
舶による座礁事故が発生する可能性があるため、当該特定
地域のみならずそれ以外の地域においても、被害者保護が
損なわれる結果となる。

　このため提案された特区に拠る対応を行うことは不可能で
ある。

1066 1066010 川上義博
境港水産加工業振
興特区

改正油濁損害賠償保障
法における100トン以上
の一般船舶に対する保
障契約義務の緩和

改正油濁損害賠償保障法における100トン以上の
外国船舶への保障契約締結義務を、同法施行以
後も鳥取県境港においては500トン以上の船舶に
緩和する。

鳥取県境港におけるベニズワイガニの輸入量は年
間約７０００トン、これを原料とした加工業の生産額
は年間１８０億円に上るが、これらの船舶の多くは
船主責任保険に未加入の状態。このため、同法が
施行され、これらの外国船舶入港が禁止された場
合、境港へのベニズワイガニ輸入は激減し、倒産、
雇用不安など地元水産加工業、地元経済に大きな
影響を及ぼすことが予想される。この特例により地
元水産業への影響が最小限に抑えられる。

国土交通
省海事局

国土交通省 121080
動植物性残
さの再資源
化リサイクル

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律施行
令第6条第1項
第4号及び同5
号、
廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律施行
令第6条第1項
第4号に規定す
る油分を含む
産業廃棄物に
係る判定基準
を定める省令
第3条、
海洋汚染及び
海上災害の防
止に関する法
律第10条第1項
及び第2項第4
号

1.海域における船舶か
らの廃棄物の、原則排
出禁止。
2.廃掃法施行令に定め
る一定の品目等の適用
除外。
3.海洋投入処分可能品
目の一つに、「環境省令
で定める基準に適合す
る動植物性残さ」を指
定。
4.ただし、3.の条件に合
致する場合でも、埋立
処分を支障なく行える
場合は海洋投入処分を
回避。

Ｃ

1.「油分を含む産廃に係る判定基準省令」は、政府の認識す
る科学的知見に基づき、生活環境及び海洋環境保全の観
点から適正と考えられる基準値を定めたものである。
2.また、廃棄物の海洋投棄を可能な限り控えるべきとするの
は、国際的な合意事項であり、1996年には、廃棄物の海洋
投棄の原則禁止を内容とする「1972年の廃棄物その他の投
棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」
が採択されたところ。同議定書は未発効であるが、近年中
に発効する見込であり、我が国においても、同議定書締結
のための海防法改正法を本年の通常国会において成立さ
せたところである（平成16年5月19日公布。公布後3年以内
に施行。）。
3.以上により、本要望を認めることは困難である。

1093 1093010

上ノ国町・
江差町・乙
部町・熊石
町・大成
町・奥尻
町・北檜山
町・瀬棚町

海洋由来有機物に
よる再資源化プロ
ジェクト

動植物性残さの再資源
化リサイクル

　海洋に動植物性残さを投入することが海面に油
膜が生じると言うことで現在、禁止されているがこ
の部分を緩和し、海洋に投入することを認めて頂き
たい。

動植物性残さを海洋投入することにより、経験則も
含めて、海中にプランクトンが発生しやくなり、「磯
焼け現象」が解消され、魚介類の増殖に繋がる。

環境省
国土交通
省
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担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 121090

ドクターヘリ
安全運航の
ための架空
線標識の設
置

航空法第51条
の２（昼間障害
標識）、同法施
行規則第１３２
条の２（昼間障
害標識設置物
件）、１３２条の
３（昼間障害標
識の種類及び
設置基準）、
「航空障害灯及
び昼間障害標
識の設置免除
の事務処理基
準」（航空局長
通達）

航空法及び航空法施行
規則により、地表又は
水面から６０ｍ以上の
高さの架空線には昼間
障害標識を設置しなけ
ればならないと規定さ
れている｡
ただし、６０ｍ以上の物
件であっても周辺のより
高い物件に囲まれてい
る物件等には、航空法
施行規則第１３２条の２
の「国土交通大臣が昼
間障害標識を設置する
必要がないと認めたも
の」に該当するとして、
手続きを経た上で設置
免除の承認がされる。

Ｅ

６０ｍ以上の架空線で昼間障害標識が設置されていないも
のについて、架空線または鉄塔の周辺に高い山等がある場
合には、「国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要が
ないと認めたもの」として判断され、設置免除の処理をされ
ているものが含まれる。
ドクターヘリ活動地域について優先的に設置の検討を望む
ということであるが、ドクターヘリの運航に対する安全確保
の要請は、消防・警察等の捜索または救難の任務と何ら変
わらないものと考えている。
なお、資材運搬用の索道等については、各運航者が航行の
安全を確保するためには林業関係者から情報収集すること
が有効な方法の一つであることから、林野庁及び各都道府
県にて情報提供体制が整えられている。

1014 1014010

愛知医科
大学高度
救命救急
センター

ドクターヘリ安全運
航のための架空線
標識の設置

ドクターヘリ安全運航の
ための架空線標識の設
置

航空法51条に規定があるにもかかわらず何ら対策
が採られていない現状に対して法どおりの実施を
要望するもの。第5次提案時の回答はあくまでの一
般論としての回答であり、法では６０m以上の架空
線に対して標識を設置するとなっているが、１５０m
以上に対して全国で127ケ所検討するとなってい
る。第5次特区提案時に提案したのはドクターヘリ
の社会性、運航の特異性に鑑み特区として検討を
要望したものであり、全国１２７ケ所の設置回答で
は我々の活動フィールドでは単純平均で考えるな
らばわずか３乃至4ケ所の標識設置にしかならず
回答は不満である。第5次提案時の回答ではヘリ
コプターの長距離空輸時の対応としか認められ
ず、ドクターヘリの活動フィールドでの安全対策とし
ては不満である。すべての架空線に対して標識設
置を要望するつもりはないが法どおりの６０m以上
の架空線に対してドクターヘリ活動地域では優先
されて検討されて当然と判断する。又第5次提案時
に高圧線だけではなくその他の架空線に対する回
答は得ていない。どのようになっているのか回答さ
れたい。

航空法51条では６０m以上の高さの架空線に対し
て標識を設置することになっている。この事に関し
て第1次地域再生、第5次特区提案で法どおりの対
応を要望したが、その後木曾谷で危惧していた架
空線接触事故がおき4名が事故死する事態もあっ
て具体的な検討がされた。ところが全国的な対応
策は１５０m以上の高圧線に対して全国で１２７ｹ所
の高圧線を対象とする報道がなされているが特区
としてドクターヘリの活動地域に対する対応策は示
されていない。ドクターヘリの社会性、運航の特異
性に対して真摯な回答を要望するものである。

国土交通
省航空局

国土交通省 121100

愛知ドクター
ヘリ基地周
辺架空線に
対する照明
付き標識の
設置

航空法第51条
の２（昼間障害
標識）、同法施
行規則第１３２
条の２（昼間障
害標識設置物
件）、１３２条の
３（昼間障害標
識の種類及び
設置基準）、
「航空障害灯及
び昼間障害標
識の設置免除
の事務処理基
準」（航空局長
通達）

航空法及び航空法施行
規則により、地表又は
水面から６０ｍ以上の
高さの架空線には原則
として昼間障害標識を
設置しなければならな
いと規定されている｡ま
た、６０ｍ以下でも着陸
帯の中の物件又は進入
表面等の投影面と一致
する区域内にある物件
で航空機の航行の安全
を著しく害するおそれの
ある物件は昼間障害標
識を設置する物件と規
定されている。

Ｅ

前回もお答えしたとおり、愛知ドクターヘリ基地は、法に準じ
た制限表面の確保及び自ら事故を防止するための措置を
講じることを条件に、航空法第７９条に基づいて、運航者が
飛行場以外の場所における離着陸の許可を受け、運航者
が自ら安全の確保を行ないながら離着陸を行うことができる
臨時的な場所である｡よって、安全の確保のため標識の設
置が必要となる場合は運航者自らが設置する必要がある
が、航空法第３８条で規定する飛行場の設置許可を受け、
航空法上の進入表面等の制限表面が設定されることによ
り、当該制限表面の投影面と一致する区域内にあって航空
機の航行の安全を著しく害するおそれのある物件に対して
は、国土交通大臣により設置することが可能である。

1015 1015010

愛知医科
大学高度
救命救急
センター

愛知ドクターヘリ基
地周辺架空線に対
する照明付標識の
設置

愛知ドクターヘリ基地周
辺架空線に対する照明
付き標識の設置

第５次構造改革特区提案で同じ案件を提案したと
ころであるが回答はヘリポートの資格により基地周
辺の架空線に対する設置可否の回答であった。現
代の大病院の運営環境は大変流動的で諸般の事
情から基地ヘリポートも臨時へリポートで運営しな
ければならない。そこで事業の本質が救命救急セ
ンターという社会資本であること、又事業が国費・
県費で運営されていることに鑑みヘリポートの資格
にとらわれず基地周辺架空線に対して照明付き標
識を要望しているところです。第５次提案時の｢最
終回答は特区としてたとえ臨時へリポートであって
も事業の本質が全く公的な性格を帯びていること
に鑑み特別に要望していることに対する回答をお
願いしている次第です。

現在ドクターヘリの運航は９時～１７時であるが冬
季の薄暮以降等については悪天候時の基地への
帰投は大変危険を伴う。又大病院の周辺は人家
が建て込んでいるのが通常のことで安全確保の面
から基地周辺１Ｋｍ範囲の架空線については例え
６０m｣以下の高さであってもドクターヘリの社会
性、運航の特異性を考慮して照明付きの標識の設
置を要望する。なお設置要件の可否をヘリポート
の資格にとらわれず、事業の社会性、公的性に配
慮して検討を願うものです。

国土交通
省航空局

国土交通省 121110

第２種旅行
業の営業保
証金等の減
額

旅行業法第８
条

旅行業の登録の取得の
ためには業務の範囲ご
とに法令で定める基準
に適合する営業保証金
を納めなければならな
い。

Ｃ

　旅行業務に関する取引については、通常、旅行業者が提供
する無形のサービスについて、旅行者はあらかじめその内容を
具体的に確認できないまま、代金を前払いする取引形態がとら
れることから、旅行業務に関するプロである旅行業者との関係
で、その持てる情報の質・量等の点において不利な立場にある
旅行者の保護に万全を期すため、適正な契約の締結と確実な
サービスの履行を確保する観点から必要最低限度の規制を設
けているものである。
このうち、営業保証金は、旅行業者の経営悪化、倒産等不測
の事態の場合に備えるため、また、基準資産は、天候、事故等
外的変動要因の変動の場合に一時的に営業収入が落ち込ん
でも営業を継続できるように、設けられており、どちらも旅行取
引に係る信用上のリスクを減じ、旅行者の確実な保護を担保
するために必要最低限求められるものである。
仮に、地方公共団体に地域内の旅行業者についての財務状
況報告を義務付け、公表するとしても、旅行者が当該旅行業者
の経営状態を判断する一助とはなるものの、不測の事態が発
生した際には、これをもって、旅行者保護を図ることはできな
い。
　また、仮に、ツアー料金を後払いにしたとしても、旅行業者が
主催旅行を取りやめた場合は、旅行者だけでなく、運送・宿泊
機関等旅行サービス提供事業者に対する債務不履行となり、
損害賠償を請求される可能性がある。また、旅行者による直前
の契約キャンセルや無連絡不参加、旅行終了後の代金未払い
等旅行代金の確実な支払いが担保されないため、旅行業者が
これに起因する旅行サービス提供事業者への取消料を支払え
ない事態が発生することも想定される。
　他方、その主体が市町村の委託を受けた法人の場合におい
ても、あるいはその取扱対象地域が限定されていても、さらに
は旅行業務を教育目的のために実施するとはいえ、不特定多
数の旅行者に対して、旅行商品の企画販売を行う以上、旅行
者保護の必要性に変わりはない。

1058 1058010
土田敦司、
木村道夫

ディスカバー茨城～
はばたけ！ひばり～
旅行業法規制緩和
構想

旅行業法第８条（営業保
証金の額等）

　特定の地域内において、旅行業法第８条（営業
保証金の額等）で定めるところの第2種旅行業の営
業保証金の減額（半額程度）

　中小事業者が特定の地域内において主催旅行
（旅行業者があらかじめ旅行の目的地や日程、宿
泊先、交通手段などの計画やその代金を定め、そ
の旅行プランに参加する旅行者を広告やその他の
方法で、募集し実行する旅行）を営むことが出来る
ようにする。
　中小事業者は、減額された金額をもとに地域を
紹介するガイドブックの作成やバスガイドの養成、
地域住民が観光客に対する接し方＆もてなし方な
どを事前に取得する機会を提供できるようになる。

国土交通
省
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国土交通省 121110

第２種旅行
業の営業保
証金等の減
額

旅行業法第６、
８条

旅行業の登録の取得の
ためには業務の範囲ご
とに法令で定める基準
に適合する財産的基
礎、営業保証金を納め
なければならない。

Ｃ

　旅行業務に関する取引については、通常、旅行業者が提供
する無形のサービスについて、旅行者はあらかじめその内容を
具体的に確認できないまま、代金を前払いする取引形態がとら
れることから、旅行業務に関するプロである旅行業者との関係
で、その持てる情報の質・量等の点において不利な立場にある
旅行者の保護に万全を期すため、適正な契約の締結と確実な
サービスの履行を確保する観点から必要最低限度の規制を設
けているものである。
このうち、営業保証金は、旅行業者の経営悪化、倒産等不測
の事態の場合に備えるため、また、基準資産は、天候、事故等
外的変動要因の変動の場合に一時的に営業収入が落ち込ん
でも営業を継続できるように、設けられており、どちらも旅行取
引に係る信用上のリスクを減じ、旅行者の確実な保護を担保
するために必要最低限求められるものである。
仮に、地方公共団体に地域内の旅行業者についての財務状
況報告を義務付け、公表するとしても、旅行者が当該旅行業者
の経営状態を判断する一助とはなるものの、不測の事態が発
生した際には、これをもって、旅行者保護を図ることはできな
い。
　また、仮に、ツアー料金を後払いにしたとしても、旅行業者が
主催旅行を取りやめた場合は、旅行者だけでなく、運送・宿泊
機関等旅行サービス提供事業者に対する債務不履行となり、
損害賠償を請求される可能性がある。また、旅行者による直前
の契約キャンセルや無連絡不参加、旅行終了後の代金未払い
等旅行代金の確実な支払いが担保されないため、旅行業者が
これに起因する旅行サービス提供事業者への取消料を支払え
ない事態が発生することも想定される。
　他方、その主体が市町村の委託を受けた法人の場合におい
ても、あるいはその取扱対象地域が限定されていても、さらに
は旅行業務を教育目的のために実施するとはいえ、不特定多
数の旅行者に対して、旅行商品の企画販売を行う以上、旅行
者保護の必要性に変わりはない。

5006 50060002

ＮＰＯ法人
にいがた
奥阿賀ネッ
トワーク

体験交流型観光事業に
限定した第２種旅行業
の営業保証金及び基準
資産額の減額

以下の条件を満たす体験交流型の観光事業に限
り、旅行業法に定める営業保証金及び基準資産額
の全廃又は減額措置をお願いしたい。　　　　　　①
実施団体が市町村の委託を受けた法人（ＮＰＯ法
人を含む。）であること。　　②旅行の取扱範囲を当
該実施団体が属する過疎又は中山間地域の市町
村に限ること。　　③旅行の内容は、地域の素材を
活かした体験交流型の観光事業（グリーンツーリ
ズム、都市と農山漁村との共生・対流）に限定して
いること。　　　　　　④料金は前払い制でないこと。
⑤旅行業法第11条の２で定める旅行業務取扱主
任者は必置とする。　　　　⑥事業の目的を「学校
教育又は一般市民の社会教育」とすること。

行政の委託を受けたＮＰＯ等地域団体が旅行業の
登録を受けやすくなることで、地域外の旅行業者に
頼る必要がなく、独自の体験交流の実施が可能と
なる。このことにより、以下の効果が考えられる。
①地域に経済効果が発生する。②地域の人材育
成（特に高齢者）が進む。③当該事業を通して、一
定の収入が見込まれることで、地域外から人材を
誘致することがより容易になる。④地域から離れた
所にある旅行業者では、インストラクターの手配な
どの調整を行うことは、現実的には難しい。都市と
農山漁村との共生・対流を進めていく上でも、地域
の自立は必要であり、今回提案の緩和措置を実施
することで、地域の自立が促進される。

国土交通
省

国土交通省 121120
第３種旅行
業の業務範
囲の拡大

旅行業法第３
条、１２条の１１

旅行業又は旅行業者代
理業を営むためには、
国土交通大臣の行う登
録を受けなければなら
ない。
主催旅行に参加する旅
行者に同行して旅程管
理業務を行う者として旅
行業者によって選任さ
れる者のうち主任の者
は法令に定めるところ
により旅程管理研修の
課程の修了、旅程管理
業務に関する実務の経
験が必要となる。

Ｃ

　手配旅行は個別具体の旅行者のオ ダ に応え、宿泊機
関、交通機関等の手配を別々に行っていくものであり、手配
終了と同時に債務履行も終了する。一方、主催旅行は、旅
行需要を見込んで旅行サービスを大量に仕入れ、１つの旅
行商品として組み立て、広告宣伝等を活用して不特定多数
の旅行者を募集するため、取引関係が複雑かつ広範で、取
引件数、取引額とも大きいものとなる。と同時に、旅行中の
トラブルや事件、事故等不測の事態が発生した際の柔軟な
対応、旅行終了の苦情対応等、旅行業者は旅行全般にわ
たり責任を負うこととなる。そこで、社会的に強い営業基盤
を持続的に有することが特に求められる。
以上のような、旅行者、旅行サービス提供者との複数主体
との契約関係の必要性、責任の重大性に鑑み、第２種旅行
業の登録においては、主催旅行を実施するに必要最低限か
つ不可欠となる財産的要件を要求しているところ、これを満
たさず第3種旅行業の登録のみでは、旅行者保護の観点か
ら、主催旅行を実施することはできない。
また、仮にツアー料金を後払いにしたとしても、旅行業者が
主催旅行を取りやめた場合は、旅行者だけでなく、運送・宿
泊機関等旅行サービス提供事業者に対する債務不履行と
なり、損害賠償を請求される可能性がある。また、旅行者に
よる直前の契約キャンセルや無連絡不参加、旅行終了後の
代金未払い等旅行代金の確実な支払いが担保されないた
め、旅行業者がこれに起因する旅行サービス提供事業者へ
の取消料を支払えない事態が発生することも想定される。
　他方、その主体が市町村の委託を受けた法人の場合にお
いても、あるいはその取扱対象地域が限定されていても、さ
らには旅行業務を教育目的のために実施するとはいえ、不
特定多数の旅行者に対して、旅行商品の企画販売を行う以
上、旅行者保護の必要性に変わりはない。以上により、旅
行業法上の登録制度の要件緩和は困難である。

1069 1069010
株式会社
邑計画事
務所

地域限定エコ・グ
リーンツーリズム構
想

旅行業法による第3種旅
行業者が地域に限定し
たグリーンツーリズムを
主催できることを認める
こと、あわせて同法によ
る旅程管理業務を行う
者のうち主任について
の基準を緩和すること

第３種旅行業者の特例として、旅行目的地を岩手
県内に限定したエコツアーやグリーンツーリズムを
内容とする旅行を主催することができるようにす
る。これまでは農山漁村地域の活性化のためにグ
リーンツーリズムを企画しようとしても地域に旅行
業の登録をした事業者がいないため実施できずに
いたケースが多かったが第3種旅行業者であれば
こうした地域にも登録者がいる。また地域活性化
のための観光振興を目的とした事業を新規に起こ
そうとするグループなどにとっても第3種旅行業の
登録であれば取得が容易であり事業化を促進する
ことが可能となる。
また、旅程管理業務を行う者のうち主任になりうる
者の要件について、岩手県内に在住する旅行業務
取扱主任者であれば、研修及び実務経験を免除
するよう提案する。県内在住者であれば地域の実
情に詳しいはずであり実務経験を免除しても問題
は少ないと考えられる。また旅行業務取扱主任者
の資格があれば研修を受講しなくても充分である
と言える。

第3種旅行業の登録を行い、岩手県内の農山漁村
地域を目的地としたエコツアーやグリーンツーリズ
ムを提供し、県内都市部をはじめ仙台圏、首都圏
などから都市住民を誘客する。また、地域の実情
に詳しいインストラクターを添乗員として同行させ
る。
25人規模の団体によるグリーンツーリズムを県内
の5地域で年間10回開催するとして、1回の消費額
が2万円で合計2500万円の直接的な経済効果が
生まれる。さらに、都市農村交流が活発化すること
で、農山漁村地域に活気が取り戻されるとともに、
都市住民にとっても心を癒し生きがいを感じること
ができる機会をつくりだすことができ、大きな社会
的精神的な効果も期待できる。

国土交通
省

121120

他方、旅行業務取扱主任者は、各営業所における旅行業務
に関する適正な取引の実施を管理・監督する旅行業務全般
に関する専門的知識・能力を有する者である。
このように、営業所において旅行者保護を図る旅行業務取
扱主任者と、旅行者に同行し事故等への実践的対応により
旅行者保護を図る旅程管理主任者は、旅行者保護という同
一目的を持つものの、果たすべき役割が異なっているため、
地域の実情に精通していることをもって、または、旅行業務
取扱主任者の資格所有者であることをもって、旅程管理主
任者とみなすことはできない。
　なお、（社）日本旅行業協会又は（社）全国旅行業協会に
加入した場合は、営業保証金額の５分の１の弁済業務保証
金分担金を協会に納付することにより、営業保証金の供託
を免除される（旅行業法第２２条の１４）ため、第２種の旅行
業登録を受けるために必要となる弁済業務保証金分担金
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担当省庁
名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェク
ト)の名称

規制の特例事項（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

制度の所
管府省庁・
関連府省
庁

国土交通省 121120
第３種旅行
業の業務範
囲の拡大

旅行業法第３
条

旅行業又は旅行業者代
理業を営むためには、
国土交通大臣の行う登
録を受けなければなら
ない。

Ｃ

　手配旅行は個別具体の旅行者のオ ダ に応え、宿泊機
関、交通機関等の手配を別々に行っていくものであり、手配
終了と同時に債務履行も終了する。一方、主催旅行は、旅
行需要を見込んで旅行サービスを大量に仕入れ、１つの旅
行商品として組み立て、広告宣伝等を活用して不特定多数
の旅行者を募集するため、取引関係が複雑かつ広範で、取
引件数、取引額とも大きいものとなる。と同時に、旅行中の
トラブルや事件、事故等不測の事態が発生した際の柔軟な
対応、旅行終了の苦情対応等、旅行業者は旅行全般にわ
たり責任を負うこととなる。そこで、社会的に強い営業基盤
を持続的に有することが特に求められる。
以上のような、旅行者、旅行サービス提供者との複数主体
との契約関係の必要性、責任の重大性に鑑み、第２種旅行
業の登録においては、主催旅行を実施するに必要最低限か
つ不可欠となる財産的要件を要求しているところ、これを満
たさず第3種旅行業の登録のみでは、旅行者保護の観点か
ら、主催旅行を実施することはできない。
また、仮にツアー料金を後払いにしたとしても、旅行業者が
主催旅行を取りやめた場合は、旅行者だけでなく、運送・宿
泊機関等旅行サービス提供事業者に対する債務不履行と
なり、損害賠償を請求される可能性がある。また、旅行者に
よる直前の契約キャンセルや無連絡不参加、旅行終了後の
代金未払い等旅行代金の確実な支払いが担保されないた
め、旅行業者がこれに起因する旅行サービス提供事業者へ
の取消料を支払えない事態が発生することも想定される。
　他方、その主体が市町村の委託を受けた法人の場合にお
いても、あるいはその取扱対象地域が限定されていても、さ
らには旅行業務を教育目的のために実施するとはいえ、不
特定多数の旅行者に対して、旅行商品の企画販売を行う以
上、旅行者保護の必要性に変わりはない。以上により、旅
行業法上の登録制度の要件緩和は困難である。

5006 50060003

ＮＰＯ法人
にいがた
奥阿賀ネッ
トワーク

体験交流型観光事業に
限定した第３種旅行業
の業務範囲の拡大

以下の条件を満たす体験交流型の観光事業に限
り、旅行業法に定める第3種旅行業であっても、主
催旅行を実施できるようお願いしたい。
①実施団体が市町村の委託を受けた法人（ＮＰＯ
法人を含む。）であること。　　②旅行の取扱範囲を
当該実施団体が属する過疎又は中山間地域の市
町村に限ること。　　③旅行の内容は、地域の素材
を活かした体験交流型の観光事業（グリーンツーリ
ズム、都市と農山漁村との共生・対流）に限定して
いること。　　　　　　④料金は前払い制でないこと。
⑤旅行業法第11条の２で定める旅行業務取扱主
任者は必置とする。　　　　⑥事業の目的を「学校
教育又は一般市民の社会教育」とすること。

行政の委託を受けたＮＰＯ等地域団体が旅行業の
登録を受けやすくなることで、地域外の旅行業者に
頼る必要がなく、独自の体験交流の実施が可能と
なる。このことにより、以下の効果が考えられる。
①地域に経済効果が発生する。②地域の人材育
成（特に高齢者）が進む。③当該事業を通して、一
定の収入が見込まれることで、地域外から人材を
誘致することがより容易になる。④地域から離れた
所にある旅行業者では、インストラクターの手配な
どの調整を行うことは、現実的には難しい。都市と
農山漁村との共生・対流を進めていく上でも、地域
の自立は必要であり、今回提案の緩和措置を実施
することで、地域の自立が促進される。

国土交通
省

121120

他方、旅行業務取扱主任者は、各営業所における旅行業務
に関する適正な取引の実施を管理・監督する旅行業務全般
に関する専門的知識・能力を有する者である。
このように、営業所において旅行者保護を図る旅行業務取
扱主任者と、旅行者に同行し事故等への実践的対応により
旅行者保護を図る旅程管理主任者は、旅行者保護という同
一目的を持つものの、果たすべき役割が異なっているため、
地域の実情に精通していることをもって、または、旅行業務
取扱主任者の資格所有者であることをもって、旅程管理主
任者とみなすことはできない。
　なお、（社）日本旅行業協会又は（社）全国旅行業協会に
加入した場合は、営業保証金額の５分の１の弁済業務保証
金分担金を協会に納付することにより、営業保証金の供託
を免除される（旅行業法第２２条の１４）ため、第２種の旅行
業登録を受けるために必要となる弁済業務保証金分担金

国土交通省 121130

ＧＰＳシステ
ムの採用と
シティガイド
育成による
地域観光産
業活性化特
区提案

通訳案内業法
第２条、第３条

　報酬を受けて、外国人
に付き添い、外国語を
用いて、旅行に関する
案内をする場合には、
国土交通大臣の行う試
験に合格し、都道府県
知事の免許を受けなけ
ればならない。

Ｄ－４

訪日外国人旅行者の増加を通じた観光立国の実現にあ
たっては、これら外国人による我が国についての正確な理
解を促し、ひいては、これを我が国に対する国際的な信頼
醸成に繋げるという視点が重要である。
　とりわけ、報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用
いて旅行に関する案内をする者は、このような役割の重要
な一端を担う者である。このため、我が国についての不正確
な知識に基づくいい加減な案内、我が国の言語、文化、慣
習等に不案内な外国人に対して物品の購入の斡旋等によ
り、報酬を得ようとする悪質な者を排除するため、一定レベ
ルの我が国に関する知識及び外国語の能力等に関する国
の試験に合格した者に限って通訳ガイドの資格を認め、そ
の上で、一定の行為規制をかけ、良質なサービス提供を確
保している。現に、試験に合格していない、いわゆる無免許
通訳ガイドと思われる者による案内を受けた外国人旅行者
からは、案内の内容が不正確であった、我が国の印象が悪
くなった等の苦情も寄せられており、これについては、個別
に対応してきているところである。従って、通訳案内業法第
３条の規制を撤廃することは不可能である。
　他方、「外客受入環境整備のための具体的施策検討懇談
会（本年７月から開催）」では、外客誘致に向けた観光地域
振興を行う地方公共団体においては、国の同意を得て、自
らの外客誘致戦略と絡める形で当該地域限定の通訳ガイド
試験を実施できる制度を創設することを含め、現在具体的
施策の検討を行っているところである。最終的な方向性は
今年中に提言として示されることとなっており、仮にこの制

1242 1242010
株式会社
東京リーガ
ルマインド

ＧＰＳシステムの採
用とシティガイド育成
による地域観光産業
活性化特区提案

ＧＰＳシステムの採用と
シティガイド育成による
地域観光産業活性化特
区提案

外国人観光客の受け入れ態勢を整えるため、地域
限定ガイド制度（シティガイド制度）を導入します。
そして、通訳案内業法第3条の規制を緩和し、シ
ティガイドも有料ガイドを行い得るものとします。特
区に指定された自治体がシティガイドを多数育成
することにより、「外国人が安心して訪れることので
きる体制を整えている」ということを対外に対してア
ピールすることが可能になります。また、それを通
じて地域経済の再生・活性化に寄与します。

日本を旅行する外国人にとってネックになっている
要素として言語が挙げられます。そこで、ＧＰＳを搭
載したポータブル音声案内機を採用し、英語など
主要言語以外を母国語とする旅行者でも快適に日
本を旅行できる環境を作ります。また、地域の文
化・歴史・社会などに精通し、訪れた観光客を安
全・快適にガイドする専門員としてシティガイドの資
格を導入します。個性的かつ優秀なシティガイドを
多数育成することで、外国人旅行者の多様で複雑
な需要にも的確対応でき、当該自治体が、外国人
旅行者にとって快適･安全に旅行できる街であると
いうことをアピールできます。
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